
昭和二十九年厚生省令第三十七号

厚生年金保険法施行規則

厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条、第二十八条、第九十八条、第九十九条及び第百一条並びに厚生年金保険法

施行令（昭和二十九年政令第百十号）第二条第二項の規定に基き、厚生年金保険法施行規則（昭和十六年厚生省令第七十号）の全部を改正

するこの省令を次のように定める。

目次

第一章　被保険者及び七十歳以上の使用される者（第一条―第十二条の二）

第二章　事業主（第十三条―第二十九条）

第三章　受給権者

第一節　老齢厚生年金（第三十条―第四十三条）

第二節　障害厚生年金及び障害手当金（第四十四条―第五十九条）

第三節　遺族厚生年金（第六十条―第七十六条）

第三節の二　脱退一時金（第七十六条の二―第七十六条の四）

第四節　脱退手当金（第七十七条・第七十七条の二）

第三章の二　離婚等をした場合における特例（第七十八条―第七十八条の十三）

第三章の三　被扶養配偶者である期間についての特例（第七十八条の十四―第七十八条の二十）

第四章　認可に関する通知等（第七十九条―第八十七条の二）

第五章　費用負担（第八十八条―第八十八条の十一）

第六章　雑則（第八十九条―第百三十一条）

附則

第一章　被保険者及び七十歳以上の使用される者

（選択）

第一条　被保険者（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。）第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生

年金被保険者（以下「第一号厚生年金被保険者」という。）に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、

以下同じ。）又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者（法律によつて組織された共済組合（以下単に「共済組合」という

。）の組合員又は私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定による私立学校教職員共済制度の加入者（以下「私

学教職員共済制度の加入者」という。）を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。）は、同時に二以上の事業所又は事務所（第

一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。）に使用されるに至つたとき（当該二以上の事業所に係る日本年

金機構（以下「機構」という。）の業務が二以上の年金事務所（日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）第二十九条に規定する年金

事務所をいう。以下同じ。）に分掌されている場合に限る。）は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所（法附則第四条の二の規

定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。）

を選択しなければならない。

２　前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによ

つて行うものとする。

一　氏名、生年月日及び住所

二　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」とい

う。）第二条第五項に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）又は国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規

定する基礎年金番号（以下「基礎年金番号」という。）

三　各事業所の事業主（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。）の氏名又は名称及び住所

四　各事業所の名称及び所在地

五　被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平

成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金（以下「基金」

という。）が設立されているときは、当該基金の名称

３　被保険者が、全国健康保険協会（以下「協会」という。）の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則（大

正十五年内務省令第三十六号）第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

（二以上の事業所勤務の届出）

第二条　被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき（前条第一項に規定する場合を除

く。）は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所

四　各事業所の名称及び所在地

２　被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をし

たときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

（選択基金等の届出）

第二条の二　平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定によ

る改正前の法第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至

つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効

力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出

をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。

２　平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前

の法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。

（基礎年金番号通知書等の提出）

第三条　かつて被保険者（国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）第五条

の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）による被保険者を含む。以下この条に

おいて同じ。）であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者（第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」とい

う。）の資格を取得したとき（七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番
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号を提供している場合を除く。）は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提

出しなければならない。

２　初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持してい

るとき（事業主に個人番号を提供している場合を除く。）は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。

（任意単独被保険者の資格取得認可の申請）

第四条　法第十条第一項の規定による被保険者（以下「任意単独被保険者」という。）の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号（基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号）

二　被保険者の種別（昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条

第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。）

三　報酬月額

四　事業所の名称、所在地及び事業の種類

２　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができ

る書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。

３　第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにす

ることができる書類

二　報酬月額を明らかにすることができる書類

三　法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類

（任意単独被保険者の資格喪失認可の申請）

第五条　法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提

出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　被保険者の種別

三　標準報酬月額

四　事業所の名称及び所在地

（高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請）

第五条の二　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者（第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。）の同項の規定による資格取得

の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号（基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号）

二　被保険者の種別又は被保険者の区別（旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者で

あるかないかの区別をいう。以下同じ。）

三　基金の加入員であるときは、その旨

四　報酬月額

五　事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。）の氏名及び住所（船

舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地（仮住所があるときは、仮住所地）とする。以下同じ。）

六　現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨

七　法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨

２　前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法（昭和四

十二年法律第八十一号）第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報（同法第三十条の七第四項に規定する機構保存

本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間（他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入

者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算

入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。）（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二

号。以下「平成八年改正法」という。）附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度

及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一

号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。）を有す

る者にあつては、当該共済組合（平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合（以下単に「存続組合」という。）又は平

成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金（以下単に「指定基金」という。）を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業

団が国民年金法施行規則（昭和三十五年厚生省令第十二号）様式第一号により当該期間を確認した書類

四　厚生年金保険法施行令（以下「令」という。）第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

五　国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間（昭和六十年改正法附則第八条第五項（同項第三号から第四号の二まで及び第

六号から第七号の二までを除く。）の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」とい

う。）を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

六　報酬月額を明らかにすることができる書類

七　法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類

３　法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に

提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号（基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号）
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二　被保険者の種別

三　報酬月額

四　事業所の名称、所在地及び事業の種類

４　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保

存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合（存続組合及び指定基金を含

む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

四　令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

五　合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

六　報酬月額を明らかにすることができる書類

七　法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類

（高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請）

第五条の三　法附則第四条の三第四項の規定による申出（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。）は、次に掲げる事項を記載した申

出書を機構に提出することによつて行うものとする。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　被保険者の種別又は被保険者の区別

三　基金の加入員であるときは、その旨

四　標準報酬月額

五　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

２　第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。

（高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出）

第五条の四　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認

情報の提供を受けることができる者を除く。）は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提

出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年

金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

二　個人番号又は基礎年金番号

（高齢任意加入被保険者の住所変更の届出）

第五条の五　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認

情報の提供を受けることができる者を除く。）は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提

出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年

金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

一　氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所

二　住所の変更年月日

三　個人番号又は基礎年金番号

（高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出）

第五条の六　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届

書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

（被保険者の氏名変更の申出）

第六条　被保険者（法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。）は、その氏名を変更したときは、

速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

（被保険者の住所変更の申出）

第六条の二　被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

（被保険者の個人番号の変更の申出）

第六条の三　被保険者（法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。）は、その個人番号を変更したとき

は、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

（第四種被保険者の資格取得の申出）

第七条　昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番

号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。

一　申出者の生年月日及び住所

二　基礎年金番号

三　 後に被保険者の資格を喪失した年月日

四　昭和六十年改正法附則第四十三条第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定により選択する日

五　 後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

六　被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合

法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。）附則第十三条の三に規定する特例継続

組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成
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二十四年一元化法改正前地共済法」という。）附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二にお

いて同じ。）又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨

２　前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）に規定する期間を経過した後に

提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。

３　共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合（存続組合

及び指定基金を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなけ

ればならない。

（第四種被保険者の資格喪失の申出）

第八条　昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによ

つて行うものとする。

一　申出者の生年月日及び住所

二　基礎年金番号

三　被保険者の資格を喪失しようとする年月日

（第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出）

第八条の二　第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失した

ときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　被保険者の生年月日及び住所

二　基礎年金番号

三　共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者た

る被保険者となつた年月日

（第四種被保険者の氏名変更の届出）

第九条　第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければなら

ない。

一　基礎年金番号

二　変更前の氏名

（第四種被保険者の住所変更の届出）

第九条の二　第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければ

ならない。

一　基礎年金番号

二　変更前の住所

（法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合）

第九条の三　法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、か

つ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務（当該業務

に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に

係る業務を除く。）に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

（法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの）

第九条の四　法第十二条第五号ロに規定する 低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するもの

として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一　臨時に支払われる賃金

二　一月を超える期間ごとに支払われる賃金

三　所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

四　所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

五　午後十時から午前五時まで（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域

又は期間については、午後十一時から午前六時まで）の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超え

る部分

六　 低賃金において算入しないことを定める賃金（ 低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。）

（法第十二条第五号ロに規定する額）

第九条の五　法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。

一　月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日（七十歳以上の使用される者にあつては、

第十条の四の要件に該当するに至つた日）の現在の報酬（法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。）の

額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

二　日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月（七十歳以上の使用される者にあつて

は、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。）前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報

酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

三　前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業

務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

四　前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額

（法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者）

第九条の六　法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者（卒業を予定している者であつて、適用事業

所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者

その他これらに準ずる者を除く。）とする。

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

二　学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒

三　学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校（同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。）に在学する生徒

四　学校教育法第八十三条に規定する大学（同法第九十七条に規定する大学院を含む。）に在学する学生

五　学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

六　学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
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七　学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒

八　学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒（修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。）

九　前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

２　前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。

一　学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者

二　学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者

三　学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者

四　学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者

五　学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者

六　専修学校設置基準（昭和五十一年文部省令第二号）第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信

制の学科に在学する者

七　前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者

３　第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。

一　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規

定する保育士を養成する学校その他の施設

二　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号）第二条第一項に規定する学校及び養

成施設

三　理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）第三条第三項に規定する理容師養成施設

四　栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第二条第一項に規定する栄養士の養成施設

五　保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同

法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定

する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養

成所

六　歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養

成所

七　教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定す

る教員養成機関

八　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第十九条第一項第二号に規定する養成機関

九　診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所

十　歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養

成所

十一　美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）第四条第三項に規定する美容師養成施設

十二　臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所

十三　調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）第三条第一号に規定する調理師養成施設

十四　理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設

並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設

十五　製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設

十六　職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定す

る職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五

号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校（職業能力開発促進法施行規則（昭

和四十四年労働省令第二十四号）第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。）

十七　柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設

十八　視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所

十九　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和五十一年法律第七十二号）第一条第二項

に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

二十　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項

第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設

二十一　臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所

二十二　義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所

二十三　救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所

二十四　精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）第七条第三号に規定する学校及び養成施設

二十五　言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養

成所

二十五の二　愛玩動物看護師法（令和元年法律第五十号）第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所

二十五の三　日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一号）第三条第

一項に規定する認定日本語教育機関（認定日本語教育機関認定基準（令和五年文部科学省令第四十号）第十七条第一項本文に規定する

課程に限る。）

二十六　森林法施行令（昭和二十六年政令第二百七十六号）第九条に規定する教育機関

二十七　農業改良助長法施行令（昭和二十七年政令第百四十八号）第三条第一号に規定する教育機関

二十八　学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第

百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設（文

部科学大臣が指定した課程に限る。）

二十九　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及

び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設

三十　国立研究開発法人水産研究・教育機構

三十一　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

三十二　独立行政法人海技教育機構（厚生労働大臣が定める課程に限る。）
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三十三　独立行政法人航空大学校

三十四　前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

（法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者）

第九条の七　法第二十一条第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者

（法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者）であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事

業所に使用される法第十二条第五号に規定する通常の労働者（以下この条及び第十九条の二第一項第五号において「通常の労働者」とい

う。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である法第十二条第五号に規定する短時間労働者（以下「短時間労働者」という。）又はそ

の一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

（育児休業等を終了した際の改定の申出等）

第十条　法第二十三条の二第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の申出（第一号厚生年金被保険者に係るものに限

る。）は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被

保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出

するときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等（以下「育児休業等」という。）を終了した日

四　育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

２　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条

第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合に

おいて、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）第二十七条の規定

によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　育児休業等を終了した日

四　育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

（産前産後休業を終了した際の改定の申出等）

第十条の二　法第二十三条の三第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による申出（第一号厚生年金被保険者

に係るものに限る。）は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場

合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつ

て申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業（以下「産前産後休業」という。）を終了した日

四　産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

２　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条

の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場

合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書

を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　産前産後休業を終了した日

四　産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

（三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等）

第十条の二の二　法第二十六条第一項の申出（第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下こ

の条において同じ。）は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　法第二十六条第一項に規定する基準月（以下この条において「基準月」という。）において被保険者として使用された事業所の名称

及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所（基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地）

四　三歳に満たない子（以下この条において「子」という。）を養育することとなつた日

五　次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日

六　子の氏名、生年月日及び個人番号

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一　子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者　次に掲げる書類

イ　当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

ロ　当該子の生年月日を明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構

保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

ハ　当該子を養育することとなつた日を証する書類

二　次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者　次に掲げる書類。ただし、

当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付する

ことを要しない。

イ　当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

ロ　当該子の生年月日を明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構

保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

ハ　次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類

３　法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機

構に提出しなければならない。
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一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日

四　法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日

４　第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。

（子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由）

第十条の三　法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

一　三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。

二　法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと（当該育児休業等を終了し

た日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。）。

三　法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと（当該産前産後休業

を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。）。

四　当該子以外の子に係る法第二十六条第一項の規定の適用を受ける期間の 後の月の翌月の初日が到来したこと。

（七十歳以上の使用される者の要件）

第十条の四　法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二

条各号に定める者に該当するものでないこととする。

（法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項）

第十一条　法第二十八条の二第一項（同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。）に規定する厚生労

働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項

二　離婚時みなし被保険者期間（第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以

下同じ。）、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項

三　被扶養配偶者みなし被保険者期間（第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者

期間をいう。以下同じ。）、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項

（訂正の請求）

第十一条の二　法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求（第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。）をしようとする

者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日及び住所

二　基礎年金番号

三　特定厚生年金保険原簿記録（法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。）が

事実でない、又は厚生年金保険原簿（同項の厚生年金保険原簿をいう。）に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する

期間（次項第一号において「請求期間」という。）

四　法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者（次項第二号において「第二項請求

者」という。）にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基

礎年金番号

２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類

二　第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類

イ　次に掲げる保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。）を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた

場合にあつては、その旨を証明することができる書類（当該書類を添えることができないときは、その事由書）

（１）　法第三十七条の規定による未支給の保険給付

（２）　遺族厚生年金

（３）　昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定によ

る改正前の法（以下「旧法」という。）第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改

正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令（平成二十六年政令第三百五十三号）第二条各号に掲げる規定による未支給

の保険給付

（４）　昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金

事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年

金たる保険給付

ロ　イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類

（１）　死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにする

ことができる戸籍の謄本又は不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同

条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し（以下「法定相続情報一覧図の写し」という。）

（２）　第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と

事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

（３）　その他イ（１）から（４）までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類

（確認の請求）

第十二条　法第三十一条第一項（昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。）の規定による被保険者の資格の取得若

しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。

２　文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

三　被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日

３　口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
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（保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知）

第十二条の二　法第三十一条の二の規定による通知（厚生労働大臣が行うものに限る。）は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつ

て行うものとする。

一　被保険者期間の月数

二　 近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

三　被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料（被保険者の負担するものに限る。）の総額

四　国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号（ロを除く。）に掲げる事項

五　国民年金法による老齢基礎年金（以下「老齢基礎年金」という。）及び老齢厚生年金の額の見込額

六　その他必要な事項

２　前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知（厚生労働大臣が行うものに限る。）が行われる被保険者が三十五歳、

四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項（同項第二号に掲げる

事項及び 近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。）のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うも

のとする。

一　国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項

二　全ての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期

間における標準報酬月額及び標準賞与額

第二章　事業主

（新規適用事業所の届出）

第十三条　法第六条第一項の規定により初めて適用事業所（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。）となつた事業所の事

業主（船舶所有者を除く。以下この項において同じ。）は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構

に提出しなければならない。

一　事業主の氏名又は名称及び住所

二　事業所の名称、所在地及び事業の種類

三　事業主が法人であるときは、次に掲げる事項

イ　法人番号（番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）又は会社法人等番号（商業登記法（昭和三十八年

法律第百二十五号）第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。）

ロ　事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

ハ　内国法人（国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。）又は外国法人（内国法人以外の法人を

いう。以下同じ。）の別

四　事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

２　前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類（機構が必要と認めるものに限る。）を添えなければ

ならない。

３　第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所（協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項

において同じ。）の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四条の二

第一項の規定による届書（同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規

定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。）又は雇用保険法施行規

則（昭和五十年労働省令第三号）第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄す

る労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長（以下「所轄公共職業

安定所長」という。）を経由して提出することができる。

４　法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　船舶所有者の氏名及び住所

二　事業の種類

三　船舶の数及び用途

四　操業区域又は航行区域

五　船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項

イ　法人番号又は会社法人等番号

ロ　当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

ハ　内国法人又は外国法人の別

六　船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

５　前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類（機構が必要と認めるものに限る。）を添えなければ

ならない。

６　第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

（適用事業所に該当しなくなつた場合の届出）

第十三条の二　適用事業所の事業主（船舶所有者を除く。以下この項において同じ。）は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該

当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただ

し、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。

一　事業主の氏名又は名称及び住所

二　事業所の名称及び所在地

三　該当しなくなつた年月日及びその事由

２　前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

３　第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四

十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとす

る。
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４　船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を

機構に提出しなければならない。

一　船舶所有者の住所

二　適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由

５　前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

６　第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

（任意適用の申請）

第十三条の三　法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書（様式第五号）を機構に提出し

なければならない。この場合において、同時に健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保

険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

２　前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

（任意適用取消の申請）

第十四条　法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書（様式第六号）を機構に提出し

なければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一

項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

２　前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

（二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請）

第十四条の二　法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出

しなければならない。

一　一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数

二　令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称

三　一の適用事業所としようとする事由

（特定適用事業所の該当の届出）

第十四条の三　公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十

二号。以下「年金機能強化法」という。）附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所（以下この項及び第

百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。）となつた適用事業所の事業主（事業主が法人であるときは、本店又は主

たる事業所の事業主）は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　特定適用事業所となつた年月日

三　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

（四分の三以上代表者）

第十四条の三の二　年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以

上を代表する者（以下この条において「四分の三以上代表者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一　労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二　四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基

づき選出されたものでないこと。

２　前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当

する者とする。

３　事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三

以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

４　事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を

円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

（特定適用事業所の不該当の申出）

第十四条の四　年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによ

つて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、こ

れに併記して行うものとする。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

（過半数代表者）

第十四条の五　年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者（以下この条におい

て「過半数代表者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一　労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二　過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選

出されたものでないこと。

２　前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、過半数代表者は同項第二号に該当する者

とする。

３　事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正

当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

４　事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよ

う必要な配慮を行わなければならない。

（任意特定適用事業所の申出）

第十四条の六　年金機能強化法附則第十七条第五項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行う

ものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記し

て行うものとする。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地
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二　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第五項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

（任意特定適用事業所の取消しの申出）

第十四条の七　年金機能強化法附則第十七条第八項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行う

ものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の四の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記し

て行うものとする。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第八項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

（被保険者の資格取得の届出）

第十五条　法第二十七条の規定による当然被保険者（船員被保険者を除く。）の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、

厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届（様式第七号又は様式第七号の二（被保険者が同時に協会が管掌する健康保

険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。））又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク（これに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）を機構に提出することによつて行うものとする。この場合

において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定に

よつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

２　前項の規定により機構に提出する届書（様式第七号の二によるものに限る。）は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を

経由して提出することができる。

３　法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書

を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことによ

り、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　旧船員保険法による被保険者であつたことの有無

二の二　被保険者の個人番号（基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号）

三　被保険者の区別

四　被保険者の資格を取得した年月日

五　報酬月額

六　船舶所有者の氏名及び住所

４　日本国籍を有しない当然被保険者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）に係る第一項の届書（様式第七号によるものに限る。）又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名

届（様式第七号の三）を添えなければならない。

５　日本国籍を有しない船員被保険者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者（船員）ローマ字氏名届（様式第七号の三の二）を添えなけれ

ばならない。

６　第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定に

より申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。

７　第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

（七十歳以上の使用される者の該当の届出）

第十五条の二　法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出（法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用さ

れる七十歳以上の使用される者（以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。）に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一

項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。）は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資

格取得届・七十歳以上被用者該当届（様式第七号）又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて

行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当

該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき（当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該

当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。）は、この限りでない。

２　前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者（船員たる七十歳以上の使用される者を除く。）が同時に協会の管掌する健康保

険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これ

に併記又は記録して行うものとする。

３　七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者（船員被保険者を除く。）の資格喪失の届出（以下この項に

おいて「被保険者の資格喪失の届出」という。）を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被

用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十

歳以上被用者該当届（様式第七号の四）を機構に提出することによつて行うものとする。

４　法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた

日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当す

るに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件

に該当するに至つたとき（当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と

同額である場合に限る。）は、この限りでない。

一　船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

二　船員たる七十歳以上の使用される者の住所（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使

用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

三　船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号

四　第十条の四の要件に該当するに至つた年月日

五　報酬月額

六　船舶所有者の氏名及び住所
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（条約等適用者の届出）

第十五条の三　適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束（次項において「条約等」という。）により被保険者とならない者（以下こ

の条において「条約等適用者」という。）を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。

一　条約等適用者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号（基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号）

２　前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。

（基礎年金番号通知書の返付等）

第十六条　事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認

した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。

（基礎年金番号通知書の交付）

第十七条　事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しな

ければならない。

（基礎年金番号通知書等の適正な取扱い）

第十七条の二　事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができ

る書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱

わなければならない。

（報酬月額の届出）

第十八条　毎年七月一日現に使用する被保険者（船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。）及び七十歳以上の使用され

る者（船員たる七十歳以上の使用される者を除く。）の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金

保険被保険者報酬月額算定基礎届・七十歳以上被用者算定基礎届（様式第八号）又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを

機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることによ

り、健康保険法施行規則第二十五条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行

うものとする。

２　前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

３　前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人（事業年度（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第十三条及び第十四条に

規定する事業年度をいう。）開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等

の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一号）第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠

出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第五項に規定す

る相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動

化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。）の事業所の事業主にあつては、電

子情報処理組織（機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第八十八条の十において同じ。）と特定法人の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十八条の十を除き、以下同じ。）を使用して行うものとす

る。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、

電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

４　前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第

一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

（報酬月額変更の届出）

第十九条　法第二十三条第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者

（船員たる七十歳以上の使用される者を除く。）の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者

報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届（様式第九号）又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出するこ

とによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施

行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

２　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条

第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出

は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に

船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとす

る。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　被保険者にあつては、被保険者の区別

四　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

五　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

六　報酬月額

七　船舶所有者の氏名及び住所

３　第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

４　第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うも

のとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、

かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

５　前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第

一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
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（育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出）

第十九条の二　法第二十三条の二第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）に該当する被保険者又は七十歳以上の使用

される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した

届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であるこ

とにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

二　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

三　育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

五　その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又

はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者で

あつて、法第十二条第五号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別

２　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条

第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内

に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合に

おいて、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、こ

れに併記して行うものとする。

一　被保険者にあつては、被保険者の区別

二　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

三　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

四　報酬月額

五　船舶所有者の氏名及び住所

（産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出）

第十九条の二の二　法第二十三条の三第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）に該当する被保険者又は七十歳以上の

使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を

記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者

であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

二　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

三　産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

五　前条第一項第五号の区別

２　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条

の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日

以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。こ

の場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出す

るときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者にあつては、被保険者の区別

二　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

三　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

四　報酬月額

五　船舶所有者の氏名及び住所

（報酬月額変更の基準日届出）

第十九条の三　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険

法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出

は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に

船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとす

る。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名

二　個人番号又は基礎年金番号

三　被保険者にあつては、被保険者の区別

四　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

五　報酬月額

六　船舶所有者の氏名及び住所

第十九条の四　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員保険

法第十九条第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出

は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に

船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとす

る。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　被保険者にあつては、被保険者の区別

四　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

五　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

六　報酬月額

七　船舶所有者の氏名及び住所

第十九条の四の二　法第二十四条の二（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる船員

保険法第十九条の二第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定によ
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る届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が

同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行

うものとする。

一　被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　被保険者にあつては、被保険者の区別

四　標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

五　変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

六　報酬月額

七　船舶所有者の氏名及び住所

（賞与額の届出）

第十九条の五　被保険者（船員被保険者を除く。）及び七十歳以上の使用される者（船員たる七十歳以上の使用される者を除く。）の賞与額

に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞

与支払届（様式第九号の二）又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この

場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条第一項又は第二

項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

２　第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

３　前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。

ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子

情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

４　前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七第一

項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

５　船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載し

た届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員

保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　被保険者の氏名及び生年月日

二　被保険者の区別

三　賞与の支払年月日

四　賞与の額（その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

五　船舶所有者の氏名及び住所

６　船員たる七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次に掲げ

る事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。

一　船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　賞与の支払年月日

四　賞与の額（その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

五　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所

（標準報酬月額の特例の届出等）

第十九条の六　事業主は、第十条の二の二第一項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を

機構に提出しなければならない。

２　事業主は、第十条の二の二第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。

（被保険者の種別等の変更の届出）

第二十条　法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないか

の区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものと

する。

一　被保険者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別

及び変更の年月日

三　事業所の名称及び所在地

２　船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならな

い。

一　被保険者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日

四　船舶所有者の氏名及び住所

３　前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

（被保険者の氏名変更の届出等）

第二十一条　事業主（船舶所有者を除く。以下この条において同じ。）は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金

保険被保険者氏名変更届（様式第十号の二）を機構に提出しなければならない。

２　事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出

をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

３　船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならな

い。
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一　被保険者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　変更前の被保険者の氏名

四　船舶所有者の氏名及び住所

４　船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたとき

は、併せて、前項の届出をしたものとみなす。

５　日本国籍を有しない被保険者に係る第一項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届（様式第七号の三）を添えなければなら

ない。

６　日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者（船員）ローマ字氏名届（様式第七号の三の二）を

添えなければならない。

（被保険者の住所変更の届出）

第二十一条の二　事業主（船舶所有者を除く。）は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した

届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　変更前の被保険者の住所

四　住所の変更年月日

五　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

２　事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による

届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

３　船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければなら

ない。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　変更前の被保険者の住所

四　住所の変更年月日

五　船舶所有者の氏名及び住所

４　第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

（被保険者等の区別変更の届出）

第二十一条の三　事業主（船舶所有者を除く。以下この条において同じ。）は、被保険者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更が

あつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合におい

て、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を

提出するときは、これに併記して行うものとする。

一　氏名及び生年月日

一の二　住所（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることがで

きないときに限る。）

二　個人番号又は基礎年金番号

三　変更の年月日

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

２　事業主は、七十歳以上の使用される者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以

内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

一の二　住所（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることがで

きないときに限る。）

二　個人番号又は基礎年金番号

三　変更の年月日

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

（被保険者の個人番号の変更の届出）

第二十一条の四　事業主（船舶所有者を除く。）は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した

届書を機構に提出しなければならない。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

２　船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければなら

ない。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

四　船舶所有者の氏名及び住所

（被保険者の資格喪失の届出）

第二十二条　法第二十七条の規定による被保険者（船員被保険者を除く。）の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚

生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届（様式第十一号又は様式第十一号の二）又は当該届書に記載すべき事項を記
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録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでな

い。

一　任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき

二　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六

項に該当することにより資格を喪失したとき

三　法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又

は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき（同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失し

たときを除く。）

四　第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき

２　前項の規定により機構に提出する届書（様式第十一号の二によるものに限る。）は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することが

できる。

３　第一項の届出（様式第十一号によるものに限る。）は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことに

より、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

４　法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を

機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格

を喪失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定に

より七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。

一　被保険者の氏名及び生年月日

二　個人番号又は基礎年金番号

三　被保険者の資格を喪失した年月日

四　資格喪失の事由

五　標準報酬月額

六　船舶所有者の氏名及び住所

５　前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書

を提出するときは、これに併記して行うものとする。

６　第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

（七十歳以上の使用される者の不該当の届出）

第二十二条の二　法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者（船員たる七十歳以上の使用される者を除く。）が第十条の四の要

件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届

（様式第十一号）又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。

２　法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた

日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。

一　氏名及び生年月日

二　住所（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の

提供を受けることができないときに限る。）

三　個人番号又は基礎年金番号

四　第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日

五　第十条の四の要件に該当しなくなつた事由

六　標準報酬月額に相当する額

七　船舶所有者の氏名及び住所

（高齢任意加入被保険者に係る同意の届出）

第二十二条の三　法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各

号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

三　法附則第四条の三第七項に規定する同意をした旨及びその年月日

（高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出）

第二十二条の四　法附則第四条の三第八項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

三　法附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日

２　前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

（事業主の氏名等の変更の届出）

第二十三条　事業主（船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。）は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若

しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　事業所の名称及び所在地

二　変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

２　前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類（機構が必要と認めるものに限る。）を添えなければ

ならない。

３　事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。

４　船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、

次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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一　船舶所有者の住所

二　変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日

５　前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類（機構が必要と認めるものに限る。）を添えなければ

ならない。

６　船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。

（事業主の変更の届出）

第二十四条　事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ

ればならない。

一　事業所の名称及び所在地

二　変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所

三　変更の年月日

２　変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。

（被保険者に対する通知日等）

第二十五条　法第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければな

らない。

２　法第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。

（育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等）

第二十五条の二　法第八十一条の二第一項の規定による申出（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。）は、次に掲げる事項（第七号

に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限

る。）を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

一　申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

二　申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号

三　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

四　育児休業等を開始した年月日

五　育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

六　育児休業等を終了する年月日

七　育児休業等の日数

２　前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者である

ことにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これ

に併記して行うものとする。

３　法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予

定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出な

ければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受け

る産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

４　第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二

項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。

５　法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業

等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数（被保険者が育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第九条の二第一項に規定する出生時育児

休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数（当該事業

主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数（その数に一未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた数）をいう。）を除いた日数）とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合（法

第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。）には、これらの育児休業等につきそれぞれこ

の項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

６　法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児

休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

（産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等）

第二十五条の二の二　法第八十一条の二の二第一項の規定による申出（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。）は、次の各号（船員

被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。）に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものと

する。

一　申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

二　申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号

三　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

四　産前産後休業を開始した年月日

五　産前産後休業に係る子の出産予定年月日

六　多胎妊娠の場合にあつては、その旨

七　申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日

八　産前産後休業を終了する年月日（以下「産前産後休業終了予定日」という。）

２　前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者である

ことにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするとき

は、これに併記して行うものとする。

３　法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があ

つたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出な

ければならない。

４　第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条

の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。

16



（口座振替による納付の申出）

第二十五条の三　法第八十三条の二の規定による納付義務者（事業主に限る。）の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構

に提出することによつて行うものとする。

一　事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

二　預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

三　納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称

（口座振替による納付に係る納入告知書の送付）

第二十五条の四　機構は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したときは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告

知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式（第八十七条の三第二項において「電磁的方式」という

。）で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により通知をしたときは、この限りでない。

（保険料控除の計算書）

第二十六条　法第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごと

に、これを備えなければならない。

一　被保険者の氏名

二　控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日

三　控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

（証明）

第二十七条　事業主は、被保険者、被保険者であつた者（旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第三条第八号に規

定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組

合をいう。以下同じ。）の組合員であつた者を含む。）又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたとき

は、速やかに、正確な証明をしなければならない。

（書類の保存）

第二十八条　事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

（代理人選任の届出）

第二十九条　事業主（船舶所有者を除く。）は、法の規定に基いて事業主（船舶所有者を除く。）がしなければならない事項につき、代理人

をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

２　事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

（船長等の代理）

第二十九条の二　第十五条、第十九条から第二十一条の二まで及び第二十二条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の

職務を行う者を代理人として処理させることができる。

（仮住所）

第二十九条の三　船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。

２　船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大

臣の承認を受けなければならない。

一　仮住所

二　申請者の住所

三　所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の

氏名

四　仮住所の選定を必要とする事由

３　前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付し

なければならない。

４　船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。

５　前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

第三章　受給権者

第一節　老齢厚生年金

（裁定の請求）

第三十条　老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び

第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。）について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場

合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載することを要しない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

二の二　雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつて

は、その旨

二の三　雇用保険法施行規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者（厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第

一項の規定により雇用保険被保険者番号（直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。）

の提供を受けることができる者を除く。）にあつては、雇用保険被保険者番号

三　被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。）であつた期間、国民年金の被保険者であつ

た期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間（以下「公的年金制度の加入期間」という。）を有す

る者及び次に掲げる者にあつては、その旨

イ　国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間（昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法

律（平成元年法律第八十六号）附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」とい

う。）を有する者

ロ　昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

四　昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨

五　削除
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六　 後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等（旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第

二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。）であつた者にあつては、その旨

七　現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

八　配偶者又は法第四十四条第一項（法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律（平成六

年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。）附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十

五項及び第十六項において準用する場合を含む。）並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項（以下「法第四十四条第一項」という。）に規定する子が

あるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係

八の二　配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号

八の三　法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号

九　次に掲げる年金たる給付（以下「公的年金給付」という。）を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る

制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コ

ード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。）又は記号番号若しくは番号

イ　法又は旧法による年金たる保険給付

ロ　国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法（以下「旧国民年金法」という。）による年金たる給付

ハ　旧船員保険法による年金たる保険給付

ニ　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法（平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力

を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。）の長期給付に関する規定による年金たる給付、国

家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。）第

一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務

員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第

四十一条の規定による年金たる給付

ホ　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法（平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力

を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。）の長期給付に関する規定による年金たる給付、地

方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。）第

一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（第十一章を除く。）若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定に

よる改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。）による年

金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付

ヘ　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法（平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有

するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。）の長期給付に関す

る規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による

改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付

ト　平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法

附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付

十　配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付（以下「公的年金給付等」という。）のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする

給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができるこ

ととなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

イ　恩給法（大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。）による年金たる給付

ロ　地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

ハ　厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

ニ　執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）附則第十三条の規定による年金たる給付

ホ　旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第二百五十六号）によつて国家公務員共済組合連

合会が支給する年金たる給付

ヘ　戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十七年法律第百二十七号）による年金たる給付

十一　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者（ロ及びハに規定する者を除く。）　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以

下同じ。）の営業所又は郵便局（簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株

式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業（銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第十四項に規定

する銀行代理業をいう。）の業務を行うものをいう。以下同じ。）（以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。）を希望する者（預金口

座への払込みを希望する者を除く。）　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法律第三十八号）第三条第一項、第

四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座（以下「公金受取口座」という。）への払込みを希望する者　払渡

希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする

場合は、第一号の二に掲げる書類を添えることを要しない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

一の二　雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類（雇用保険被保険者証の交付を受けていな

い者にあつては、その事由書）

二　生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保

存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

三　共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合（存続組合及び指定基金を含

む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

三の二　昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金

たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
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三の三　合算対象期間（昭和六十年改正法附則第八条第五項（同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。）

の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。）を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

四　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすること

ができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

四の二　前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年

金番号を明らかにすることができる書類

四の三　配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者（経過措置政令第二十五条各号

に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。）にあつては、次に掲げる書類

イ　配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類

ロ　受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ハ　受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

五　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類

六　法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態

の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

七　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム

八　公的年金給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利につい

ての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

九　前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

３　第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金

に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月か

ら昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

４　第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、

第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなけれ

ばならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項

の請求書に添えることを要しないものとする。

５　法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法（平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。）第四十四条の三第一項

又は国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）附則第十七条第一項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をす

る場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。

６　第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金（法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の

三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。）の受給権者が同時に老齢基礎年金（その受給権を老齢厚生年金の受給

権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。）の受給権

を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合に

おいて、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類

等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書

に記載し、又は添えることを要しないものとする。

７　第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の

請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等の

うち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請

求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

８　法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。）に係る法附則第

十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求（法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者（国民年金法附則第五

条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。）がこれらの表の下欄に掲げる年齢（以下「特例支給開始年齢」という。）

に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。）を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載

した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二

第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出す

る請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。

９　前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書

に添えなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治

つた年月日

四　障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌

機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しく

は番号

１０　前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。

一　障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

三　障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることができないときは、当該初

診日を証するのに参考となる書類）

１１　老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員（以下「国会議員等」という。）

である期間（老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。）を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号

に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共
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団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から

第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

１２　前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたとき

は、この限りでない。

（裁定請求の特例）

第三十条の二　老齢厚生年金（法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢

厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。）を除く。）について、法第三十三条の規定に

よる裁定を受けようとする者（六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。）は、前条の

規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子（前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号に

おいて同じ。）があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨

四　同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨

２　老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を除く。）について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者（六十六歳に達して

いる者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。）は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載し

た請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係

四　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号又は基礎年金番号

五　加給年金額の対象者である子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その旨

六　同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨

３　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の

九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類

イ　請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ロ　配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類

ハ　前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書（その障害が別表に掲げる疾病

又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム）

４　第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関にお

いて払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を

変更する届書を提出したときは、この限りでない。

５　第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を除く。）の受給権者が同時に老齢基礎年金（国民年金法

附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。）の

受給権を有する場合（国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。）においては、国

民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の

請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基

礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記

載し、又は添えることを要しないものとする。

第三十条の三　老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者（老齢基礎年金（国民年金法附則第九条の二第

三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。）の受給権を有する者

（当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る

。）に限る。）は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢基礎年金の年金証書の年金コード

２　前項の請求書には、提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない

（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないとき

に限る。）。

３　前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年

金」とあるのは、「老齢基礎年金（国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条

第二項の規定による老齢基礎年金を含む。）」と読み替えるものとする。

４　第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。

第三十条の四　老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を除く。）について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者（特別支

給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四

十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の

規定による改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。）は、第三十条及び第三十条の二の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　第三十条の二第二項各号に掲げる事項

二　支給繰下げの申出を行う旨

２　前項の請求書には、第三十条の二第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

３　第三十条の二第四項及び第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
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（支給停止解除の申請）

第三十条の五　法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項（昭和六十年改正法附則第五

十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

五　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者

が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

五の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号

六　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第四号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類

四　前項第四号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の

証明書又は戸籍の抄本

六　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかに

することができる書類

七　法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定す

るもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

３　第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二

十条第二項（昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定による支給停止解除の申請と併せて行われる

ときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類の

うち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記

載し、又は添えることを要しないものとする。

（支給停止の申出）

第三十条の五の二　法第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した

申出書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨

２　前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十

八条の二第一項（平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員

共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過

措置政令」という。）第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。）、国民年金法第二十条の二第一項（平成十

六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。）又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するもの

とされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われると

きは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわら

ず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。

一　法による年金たる保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限る。）又は旧法による年金たる保険給付

二　国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付

三　旧船員保険法による年金たる保険給付

四　平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

五　平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

（支給停止の申出の撤回）

第三十条の五の三　法第三十八条の二第三項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載

した申出書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨

五　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びに

その者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
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イ　受給権者と配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の

抄本

ロ　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる

書類

三　法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診

査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

３　第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給

付に係る法第三十八条の二第三項（平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。）、国

民年金法第二十条の二第三項（平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。）又は平成八年改正法附則第十

六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定によ

る支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に

添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項

の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法）

第三十条の六　令第三条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の 高限度額の改定の

状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準

報酬月額の平均額の百分の二百に相当する額がその年度における法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の 高等級の標準報酬月

額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の

四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額の等級区分及び標準賞与額の 高限度額を仮定することにより行う

ものとする。

（胎児出生の届出）

第三十一条　老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項（法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三

項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十

三項及び第十四項において準用する場合を含む。）並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事

項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　子の氏名及び生年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

（加給年金額加算事由該当の届出）

第三十一条の二　第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者（配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子（第三十条第一

項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。）がある者に限る。）は、当該老齢厚生年金が法第四十四条第一項の規定により加給年

金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者（加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。）の氏名、生年月日及びその者と受給権者と

の身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

三の二　加給年金額の対象者（次号に規定する配偶者を除く。）の個人番号

四　加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその

効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関

係政令等の整備に関する政令（平成二十七年政令第三百四十二号）第一条の規定による改正前の令（以下「平成二十七年改正前の令」

という。）第三条の七に掲げる給付（以下「令第三条の七に掲げる給付」という。）を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当

該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこ

れらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　特別支給の老齢厚生年金（法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。）の受給権者（平成六年改正法

附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。）が、平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の

表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる

事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した

場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

四の二　加給年金額の対象者（次号に規定する配偶者を除く。）の個人番号

五　加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有

するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並び

にその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

３　法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。）の受給権者が、六十五歳（そ

の者が法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額（以下「繰上げ調整額」という。）が加算されている老齢厚生年金の受給権者

であるときは、特例支給開始年齢とする。）に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、

次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書

に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
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一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

四の二　加給年金額の対象者（次号に規定する配偶者を除く。）の個人番号

五　加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有

するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができるこ

ととなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人

番号又は基礎年金番号

４　老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時（法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である

ときは、六十五歳（その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。）に達し

た当時）、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第二項若しくは

第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項（その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金

の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項）の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該

老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

四の二　加給年金額の対象者（次号に規定する配偶者を除く。）の個人番号

五　加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有

するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができるこ

ととなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人

番号又は基礎年金番号

５　前各項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第二項及び第三項の場合において、第三十条第一項の請求書

に添えた書類等については、この限りではない。

一　加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三

十条の九の規定により当該対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

一の二　加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類

三　加給年金額の対象者のうち令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する

医師又は歯科医師の診断書

四　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

（加給年金額対象者の障害状態該当の届出）

第三十一条の三　老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の 初の三月三十一日

までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した

届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日

四　障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名

五　障害の状態に該当するに至つた年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

（障害者特例の請求）

第三十一条の四　法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定による老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給

するものであつて、法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。）の受給権者は、次に掲げ

る事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治

つた年月日

五　障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌

機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しく

は番号

六　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係

六の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号

七　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号ま

でに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。

一　障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
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三　障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることができないときは、当該初

診日を証するのに参考となる書類）

四　障害を支給事由とする公的年金給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給

付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

五　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸

籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができな

いときに限る。）

五の二　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村

長の証明書又は戸籍の抄本

六　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類

七　法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態

の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

（加給年金額対象者の不該当の届出）

第三十二条　老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号（第四号、第八号及び第十号

を除く。）（法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八

条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含

む。）又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改

正前の法第四十四条第四項各号（第四号、第八号及び第十号を除く。）（以下この条において「法第四十四条第四項各号」という。）のい

ずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分

関係

四　法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

（法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日）

第三十二条の二　法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条の規定により被保険者

の資格を喪失した日（当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月

を経過した場合に限る。）とする。

（国会議員等となつたときの支給停止の届出）

第三十二条の三　老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ

ればならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の

求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　国会議員等となつた年月日

五　国会議員等である日の属する月における令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額

六　所属する議会の名称

２　前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書

に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

３　老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指

定する期限（以下「指定期限」という。）までにこれに応じなければならない。

（国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出）

第三十二条の四　国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当（令第三条の六第二項第二号又は第三号に規定する期末手当をい

う。以下同じ。）の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百

条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生

労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　支給を受けた年月日

五　支給を受けた期末手当の額

２　老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者（以下「第二号厚生年金被保険

者」という。）、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者（以下「第三号厚生年金被保険者」という。）、同項第四号に規定する第四

号厚生年金被保険者（以下「第四号厚生年金被保険者」という。）、国会議員等又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者

（以下この項において「被保険者等」という。）となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間（当該老齢厚生年

金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。）に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当に

ついて前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、

参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四

号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

３　前二項の届書には、第一項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の

届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

（国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出）

第三十二条の五　国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やか

に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議
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長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号

に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　変更のあつた年月日

五　変更後の第三十二条の三第一項第五号に掲げる額

２　前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書

に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

（国会議員等でなくなつたことの届出）

第三十二条の六　国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届

書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長

に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りで

ない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　国会議員等でなくなつた年月日

（令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第三十二条の七　令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

一　議員報酬を月額として定めている地方公共団体　当該月額に一を乗じて得た額

二　議員報酬を月額以外の方法により定めている地方公共団体　当該地方公共団体の議員報酬の支給の実情を勘案して厚生労働大臣が定

めるところにより算定した額

（支給停止事由該当の届出）

第三十三条　老齢厚生年金の受給権者（第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番

号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。）は、法附則第十一条の五又

は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事

項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支

給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるとき

は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号

２　前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

３　老齢厚生年金の受給権者（第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法

第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。）は、法附則第十一条の六第一項、第

二項若しくは第四項（これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。）若しくは第十三条の六第四項（同条第八項において準

用する場合を含む。）又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項（これらの規定を同条第八項において準用する場合を含

む。）の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三

十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用

保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号

４　前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

（加給年金額支給停止事由の該当の届出）

第三十三条の二　老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受

給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者（受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けてい

る配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。）が令第三条の七

に掲げる給付（老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。）及び障害厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十

七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。）並びに国民年金法による障害基礎年金（受給権者が同時に

当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。）を除く。以下この条及び次条から第三十五条

までにおいて同じ。）の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付（障

害を支給事由とするものに限る。）についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載

した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　配偶者の氏名及び生年月日

四　配偶者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管

掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年

金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

25



（障害者特例不該当の届出）

第三十三条の三　法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金（厚生労働大臣が支

給するものに限る。以下同じ。）の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載

した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日

（繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出）

第三十三条の四　繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五

第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つた年月日

（支給停止事由消滅の届出）

第三十四条　老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一

項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅

したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規定する申請書が

提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

四　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその

者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

五　配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に

掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又

はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。）

三　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の

証明書又は戸籍の抄本

四　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかに

することができる書類

五　法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定

するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

３　第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつ

て支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民

年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事

項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は

添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（加給年金額支給停止事由の消滅の届出）

第三十四条の二　老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受

給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者（老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金

の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。）が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることがで

きなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付（障害を支給事由とするものに限る。）についてその

全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　配偶者の氏名及び生年月日

四　配偶者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第三条の

七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた

年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は

記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　配偶者が令第三条の七に掲げる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受けることができなくなつたことを証する書類

（繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出）

第三十四条の二の二　法附則第十三条の五第五項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第十三条

の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やか

に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所
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二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　障害の原因である疾病又は負傷の傷病名

五　法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日

六　配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその

者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

七　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

（法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手

当の支給を受けた日とみなされる日）

第三十四条の三　法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号（同条第五項において準用

する場合を含む。）に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第三項に規定する失業の認定

日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の

直前の法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日を除いた

各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第八条又は第十三条の四第三項に規定する老齢厚生年金

の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。

（法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率）

第三十四条の四　法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働

省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十五分

の六を乗じて得た率とする。

一　雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗

じて得た額

二　当該受給権者に係る標準報酬月額

三　第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額

（平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率）

第三十四条の五　平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定め

る率とする。

（厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等）

第三十五条　厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提

供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対

し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の

事実が確認されなかつたとき（次条第一項に規定する場合を除く。）又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の

生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

（機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等）

第三十五条の二　厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供

を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書（自ら署名することが困難

な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。）を毎年厚生労働大臣が指定する日（以下「指定日」という

。）までに提出することを求めることができる。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならな

い。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者

の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

（加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出）

第三十五条の三　加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者（特別支給の老齢厚生年金（法附則第九条の二第二項の規定によりそ

の額を計算されている場合を除く。）の受給権者（平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る

。）が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第十三条の四第三項の規

定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳（その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給

開始年齢とする。）に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の、加

給年金額の対象者がある者を含む。）は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しな

ければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

２　前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
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一　加給年金額の対象者のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であ

ると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

一　老齢厚生年金の裁定が行われた日

二　当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日

三　その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日（その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年

金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権を有していた場合を除く。）

四　当該受給権者の老齢基礎年金（受給権者が七十歳未満であるものに限る。）について昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定に

より年金の額が改定された日

（老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第三十五条の四　老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労

働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構

に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（支払の一時差止め）

第三十六条　老齢厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなく

て、第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類（同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。）、第三十五条第三項に

規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は第

四十条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。

（氏名変更の届出）

第三十七条　老齢厚生年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならな

い。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　老齢厚生年金の年金証書

二　氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

３　老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の

届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

４　老齢厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金（以下「第二

号等老齢厚生年金」という。）の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく

当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

（住所変更の届出）

第三十八条　老齢厚生年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならな

い。

一　氏名、生年月日及び変更後の住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

２　老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の

届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

３　老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規

定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみな

す。

（個人番号の変更の届出）

第三十八条の二　老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出

しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

２　老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条の二第一

項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

（払渡希望金融機関等の変更の届出）

第三十九条　老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨
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２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

３　老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項

の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

（証書再交付の申請）

第四十条　老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載され

た氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければ

ならない。

一　氏名（老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

三　老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

３　前項の申請書（老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。）には、老齢厚生年金の年金証書を添

えなければならない。

４　老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請（老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。）をした後、滅失した老齢厚

生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

５　老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項

の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

（所在不明の届出等）

第四十条の二　老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでない

ときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

二　受給権者と同一世帯である旨

三　受給権者の氏名及び生年月日

四　受給権者の基礎年金番号

五　受給権者の所在不明となつた年月日

六　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなけれ

ばならない。

３　厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実

について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

５　受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十三条第一項の届書が提出されたとき

は、第一項の届書の提出があつたものとみなす。

６　老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項

の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出を

行つたものとみなす。

（死亡の届出）

第四十一条　法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出す

ることによつて行うものとする。

一　氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　老齢厚生年金の年金証書（老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書）

二　受給権者の死亡を証する書類

３　受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、

第一項の届出があつたものとみなす。

４　老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項

の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものと

みなす。

５　法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により

当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。

６　法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法

（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定による死亡の届出をした場合とする。

（未支給の保険給付の請求）

第四十二条　老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合（次項に規定する場合を除く。）において、法第三十七条の規定による未支給の保険

給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二　個人番号

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日
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五　請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

六　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付

の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添える

べき書類等を機構に提出しなければならない。

３　前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報

一覧図の写し

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

四　法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書（老齢厚生年金の年金証書を添えることができ

ないときは、その事由書）

４　第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の

請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行

わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第

二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたもの

については、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（証明書の省略）

第四十三条　この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書

又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第二節　障害厚生年金及び障害手当金

（裁定の請求）

第四十四条　障害厚生年金又は障害手当金（厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。）について、法第三十三条の規定による裁定

を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

イ　現に第四種被保険者等である者又は 後に被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。）の資格を喪失したときに第四種被保

険者等であつた者

ロ　昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

四　障害の原因である疾病又は負傷（二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同

じ。）の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病

又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日

五　障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨

五の二　次に掲げる者にあつては、その旨

イ　法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者

ロ　法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者

五の三　公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を

受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

五の四　法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨

六　障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係

七　旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつて

は、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨

七の二　配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号

八　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該給付の名

称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書

又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

九　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保

存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合（存続組合及び指定基金を含

む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

四　障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

五　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
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六　障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日（疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は

負傷が発した日を含む。）を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考

となる書類）

七　公的年金給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利につい

て裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

八　配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

八の二　前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年

金番号を明らかにすることができる書類

九　配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類

十　前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

３　第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金

（以下「障害基礎年金」という。）の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に

併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に

添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定に

かかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

４　第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法

附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支

給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書（年金証書を添えることができないとき

は、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類）を添え

なければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えること

を要しないものとする。

一　法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金

二　旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金

三　平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたこと

がある者にあつては、当該障害共済年金

四　昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有

していたことがある者にあつては、当該障害年金

五　平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該

特例障害農林年金

（支給停止解除の申請）

第四十五条　法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項（なお効力を有する平成二十四

年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定により

障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　公的年金給付（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード

又は記号番号若しくは番号

五　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

五の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

六　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第四号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類

四　前項第四号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

六　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

七　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

八　配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当

該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項（昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定による

支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添え

なければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の

規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（支給停止の申出）

第四十五条の二　法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

出書を機構に提出しなければならない。
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一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　障害厚生年金の支給停止の申出をする旨

２　第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

（支給停止の申出の撤回）

第四十五条の三　法第三十八条の二第三項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た申出書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨

五　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の

診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

四　配偶者があるときは、次に掲げる書類

イ　受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ロ　配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

（加給年金額対象者の不該当の届出）

第四十六条　令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者

が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内

に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象

者の氏名及び生年月日

四　法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその

事由

（改定の請求）

第四十七条　障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日

四　公的年金給付（障害を支給事由とするものに限る。）を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の

名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又

は記号番号若しくは番号

五　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

五の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

六　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類

イ　障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

ロ　イの障害の現状が第四十七条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類

ハ　疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

三　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（当該請求書を

提出する日前一月以内に作成されたものに限る。）

３　第一項の請求は、障害厚生年金（障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。）の受給権者が同時に当該障害

厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併

せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添

えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規

定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第四十七条の二　障害厚生年金（昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律

の施行に伴う経過措置に関する政令（平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。）第十五条及び第十九条の規

定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項（第二号を除く。）及び第五十条の二第一項（第二号を除く。）において
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同じ。）の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード

四　次に掲げる者にあつては、その旨

イ　障害厚生年金の支給事由である障害（法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書

の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。）の原因となつた疾病又は

負傷に係る初診日のうち も遅い日（以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。）以後において公的年金制度の

加入期間を有する者

ロ　現に第四種被保険者等である者又は 後に被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。）の資格を喪失したときに第四種被保

険者等であつた者

ハ　昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

五　法第五十二条第四項に規定するその他障害（以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。）の原因である疾病又は

負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日

六　障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつ

た年月日

七　法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び

当該額の改定が行われた年月日

八　法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた

疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日

九　公的年金給付（障害を支給事由とするものに限る。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金

給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書

類の年金コード又は記号番号若しくは番号

十　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

十の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

十一　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年

金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びに

その年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合（存

続組合及び指定基金を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類

イ　障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

ロ　イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

四　その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることができないときは、

当該初診日を証するのに参考となる書類）

五　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（当該請求書を

提出する日前一月以内に作成されたものに限る。）

３　第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合に

おいては、国民年金法第三十四条第四項（政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。）の規定による請求に併

せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添

えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規

定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等）

第四十七条の二の二　法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係

るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関（法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。

以下同じ。）の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合（第八号に掲げる状態については、

当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。）とする。

一　両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

二　一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

三　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ／二視標による両

眼中心視野角度が二八度以下のもの

四　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの

五　両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

六　両上肢の全ての指を欠くもの

七　両下肢を足関節以上で欠くもの

八　四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの（脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超え

て継続している場合に限る。以下同じ。）

九　心臓を移植したもの又は人工心臓（補助人工心臓を含む。以下同じ。）を装着したもの

十　脳死状態（脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。）又は遷延性植物状態（意識障害により昏

睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。）となつたもの

十一　人工呼吸器を装着したもの（一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。）
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２　法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚

生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれか

の状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。

一　両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの

二　一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの

三　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ／二視標による両

眼中心視野角度が五六度以下のもの

四　ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭
さく

窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ／二視標による両眼の視野がそれぞ

れ五度以内のもの

五　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの

六　両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

七　喉頭を全て摘出したもの

八　両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの

九　一上肢の全ての指を欠くもの

十　両下肢の全ての指を欠くもの

十一　一下肢を足関節以上で欠くもの

十二　心臓再同期医療機器（心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。）を装着したもの

十三　人工透析を行うもの（三月を超えて継続して行つている場合に限る。）

十四　六月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱（ストーマの処置を行わないものに限る。）を使用しているもの

十五　人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの（人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が六月を超えて継

続している場合に限る。）

十六　人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態（留置カテーテルの使用又は自己導尿（カテーテルを用いて自ら排尿する

ことをいう。）を常に必要とする状態をいう。）にあるもの（人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が六月を超えて

継続している場合に限る。）

３　年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧

法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の

規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合（第四号に掲げる状態

については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。）とする。

一　両眼の視力が〇・〇二以下のもの

二　両上肢を腕関節以上で失つたもの

三　両下肢を足関節以上で失つたもの

四　四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの

五　心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの

六　脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの

七　人工呼吸器を装着したもの

４　年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧

法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の

規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状

態に至つた場合とする。

一　両眼の視力が〇・〇四以下のもの

二　一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・〇六以下のもの

三　両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

四　喉頭を全て摘出したもの

五　一上肢を腕関節以上で失つたもの

六　一下肢を足関節以上で失つたもの

七　両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの

八　両下肢の全ての足指を失つたもの

九　心臓再同期医療機器を装着したもの

（配偶者を有するに至つたときの届出）

第四十七条の三　令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者（法第五十条の二第三項に規

定する配偶者をいう。以下この条において同じ。）を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記

載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

四の二　配偶者の個人番号又は基礎年金番号

五　配偶者を有するに至つた年月日及びその事由

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号

を明らかにすることができる書類

三　配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

（障害不該当の届出）

第四十八条　障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所
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一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日

２　障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が

国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

（障害共済年金の受給権取得の届出）

第四十八条の二　障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令

第五十四号。以下「経過措置政令」という。）第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載

した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日

四　障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨

（業務上障害補償の該当の届出）

第四十九条　障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、

機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日

２　前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなけ

ればならない。

３　障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が

国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

（加給年金額支給停止事由の該当の届出）

第四十九条の二　障害厚生年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対

象者（受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とな

る被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。）が令第三条の七に掲げる給付（老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するもの

に限る。）及び障害厚生年金並びに障害基礎年金（受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有す

るものに限る。）を除く。以下この条において同じ。）の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受け

ることができる令第三条の七に掲げる給付（障害を支給事由とするものに限る。）についてその全額につき支給を停止される事由が消滅

したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

四　加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名

称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日

並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の個人番号又は基礎年金

番号

（支給停止事由消滅の届出）

第五十条　障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二

項、第四十九条第一項、第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第

一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が

消滅したとき（法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。）は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構

に提出しなければならない。ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

四　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

五　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

四　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。）

五　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

六　配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合

（当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつ

て支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。）においては、国民年金法施行規則第三十五
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条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第

一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定に

かかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

一　法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに昭和六十年改正法附則第五十六

条第一項　国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項

二　法第四十九条第一項　国民年金法第三十二条第一項

三　法第五十四条第一項　国民年金法第三十六条第一項

四　法第五十四条第二項　国民年金法第三十六条第二項

第五十条の二　障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項

ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　障害厚生年金の年金証書等の年金コード

三　個人番号又は基礎年金番号

四　次に掲げる者にあつては、その旨

イ　特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者

ロ　現に第四種被保険者等である者又は 後に被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。）の資格を喪失したときに第四種被保

険者等であつた者

ハ　昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

五　その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨

及びその治つた年月日

六　障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつ

た年月日

七　法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び

当該額の改定が行われた年月日

八　法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた

疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日

九　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

十　配偶者が公的年金給付等（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金

給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ

の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載

するときは、併せて、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合（存

続組合及び指定基金を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

三　その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

四　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

五　その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることができないときは、

当該初診日を証するのに参考となる書類）

六　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

七　配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合

（当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書（政令第三百三十

七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。）に該当するに至つたときに限る。）においては、国民年金法施行規則第三十五条の

二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第

一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定に

かかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（加給年金額支給停止事由の消滅の届出）

第五十条の三　障害厚生年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象

者（老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上で

あるものを除く。）が令第三条の七に掲げる給付（老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。）及び障害厚生年金並びに障害基

礎年金（受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。）を除く。以下この条にお

いて同じ。）の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付（障

害を支給事由とするものに限る。）についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届

書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

四　加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つ

た令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることがで

きなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年

金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
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二　加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受けることができなくなつたことを証

する書類

（厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等）

第五十一条　厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提

供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対

し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の

事実が確認されなかつたとき（次条第一項に規定する場合を除く。）又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の

生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

（機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等）

第五十一条の二　厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供

を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出す

ることを求めることができる。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならな

い。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者

の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

（加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出）

第五十一条の三　加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名

した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでな

い。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

２　前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

一　障害厚生年金の裁定が行われた日

二　法第五十二条第一項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日

三　その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日（その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚

生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権を有していた場合を除

く。）

（障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第五十一条の四　障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労

働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構

に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（支払の一時差止め）

第五十二条　障害厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなく

て、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、前条の書類等又は第五十六条

の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。

（氏名変更の届出）

第五十三条　障害厚生年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならな

い。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　障害厚生年金の年金証書

二　氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

３　障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみな

す。

４　障害厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による障害厚生年金（以下「第二

号等障害厚生年金」という。）の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく

当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

（住所変更の届出）

第五十四条　障害厚生年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならな

い。
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一　氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

２　障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみな

す。

３　障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規

定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみな

す。

（個人番号の変更の届出）

第五十四条の二　障害厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出

しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

２　障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたもの

とみなす。

（払渡希望金融機関等の変更の届出）

第五十五条　障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

３　障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみな

す。

（証書再交付の申請）

第五十六条　障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載さ

れた氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければ

ならない。

一　氏名（障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害厚生年金の年金証書の年金コード

三　障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

３　前項の申請書（障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。）には、障害厚生年金の年金証書を添

えなければならない。

４　障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請（障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。）をした後、滅失した障害厚

生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

５　障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみな

す。

（所在不明の届出等）

第五十六条の二　障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでな

いときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

二　受給権者と同一世帯である旨

三　受給権者の氏名及び生年月日

四　受給権者の基礎年金番号

五　受給権者の所在不明となつた年月日

六　障害厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなけれ

ばならない。

３　厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実

について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

５　受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則

第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
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６　障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項

の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出が

あつたものとみなす。

（死亡の届出）

第五十七条　法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出す

ることによつて行うものとする。

一　氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　障害厚生年金の年金証書（障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書）

二　受給権者の死亡を証する書類

３　受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施

行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

４　障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項

の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものと

みなす。

５　第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

（未支給の保険給付の請求）

第五十八条　障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合（次項に規定する場合を除く。）において、法第三十七条の規定によ

る未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二　個人番号

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日

五　請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

六　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未

支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提

出しなければならない。

３　前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報

一覧図の写し

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

四　法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書（障害厚生年金の年金証書を添えることができ

ないときは、その事由書）

４　第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有

していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことが

できる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされ

た事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八

条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二

項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（証明書の省略）

第五十九条　この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書

又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第三節　遺族厚生年金

（裁定の請求）

第六十条　遺族厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。）について、法第三十三条の規定によ

る裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者（法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、

離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。）との

身分関係

一の二　個人番号（基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号）

二　被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに基礎年金番号

三　被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨

イ　合算対象期間を有する者

ロ　昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
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四　被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨

五　削除

六　被保険者又は被保険者であつた者が 後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨

七　被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該

疾病又は負傷に係る初診日（当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。）

八　被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであると

きは、その旨

九　請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機

関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは

番号

十　法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨

十一　請求者である妻（被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。）に、被保険者又は被保険者で

あつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個

人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨

十二　請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日

及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨

十三　死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号に

も該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨

十四　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。

３　第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規

定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

一の二　第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号

を明らかにすることができる書類

二　被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二の二　被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書（年金証書を添えること

ができないときは、その事由書）

三　被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四　被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項

についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

五　請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類

六　請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その

事実を証する書類

七　請求者である妻（被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一

項の規定に該当するものに限る。）に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要

件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計

を同じくしていることを証する書類

八　請求者（妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。）が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、そ

の障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

九　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム

九の二　共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合（存続組合及び指定基金

を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

十　合算対象期間（昭和六十年改正法附則第八条第五項（同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。）の規

定により合算対象期間に算入される期間を除く。）を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

十一　被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規

定に該当する者（同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。）にあつては、当該事実について

共済組合が確認した書類

十二　被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号

までの規定に該当する者（同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。）にあつて

は、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

十三　公的年金給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利につ

いて裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

十四　第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他

の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

４　被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえ

て、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならな

い。

５　第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年

金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六

月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

６　被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付（法による年金たる保険給

付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。）、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平
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成九年政令第八十五号）第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令（平成十

四年政令第四十四号）第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に

掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード

二　請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨

７　第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金

（以下「遺族基礎年金」という。）の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に

併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書

に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第

三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（胎児の出生による裁定の請求の特例）

第六十条の二　被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条

の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならな

い。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、

この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号

一の三　被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号

二　被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険

者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二　生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規

定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二の二　請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続

情報一覧図の写し

三　令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

３　第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する

場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、

第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該

遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えるこ

とを要しないものとする。

（老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め）

第六十条の三　厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第三十三条の規定による裁定又は法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有す

る平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令（平成

二十七年政令第三百四十三号）第八十四条の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項第二号に規定する老齢厚生年金等又は平成

二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正前の令第三条の十の五各号に掲

げる年金たる給付の受給権者に対し、法第三十三条又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項（なお

効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法（私立

学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなお

その効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。）第四十一条第一項の

規定を適用する場合を含む。）若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十三条第一項の規定によるこれらの

年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。

（支給停止解除の申請）

第六十一条　法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項（なお効力を有する平成二十四

年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定により

遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨

三　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

四　公的年金給付（当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が

支給する法による遺族厚生年金（以下「第二号等遺族厚生年金」という。）及び遺族共済年金を除く。）の年金証書又はこれに準ずる書

類の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第四号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類
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四　前項第四号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の

謄本又は法定相続情報一覧図の写し

六　厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

七　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当

該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項（昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定による

支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添え

なければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の

規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（支給停止の申出）

第六十一条の二　法第三十八条の二第一項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

出書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

四　遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨

２　第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

（支給停止の申出の撤回）

第六十一条の三　法第三十八条の二第三項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た申出書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

四　遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の

診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

（胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求）

第六十二条　遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる

事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　出生した子の氏名、生年月日及び住所

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、

戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

三　出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

３　第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事

項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたもの

については、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（障害状態該当の届出）

第六十二条の二　遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第三条の八に

定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならな

い。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　障害の原因である疾病又は負傷の傷病名

四　障害の状態に該当するに至つた年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給

事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金

の受給権者である配偶者が国民年金法施行規則第四十四条第一項又は第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみな

す。

（失権の届出）

第六十三条　遺族厚生年金の受給権者は、法第六十三条（第二項第一号及び第三号を除く。）又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項

の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項（以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。）の規
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定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第七十四条の

規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　法第六十三条（第二項第一号及び第三号を除く。）又は旧法第六十三条第三項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由

２　前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないとき

は、その事由書を添えるものとする。

３　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

第六十四条　削除

（支給停止事由消滅の届出）

第六十五条　法第三十八条第一項、第六十四条、第六十五条の二、第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法

第三十八条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止さ

れている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第六十一条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

２　遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

３　第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の

謄本又は法定相続情報一覧図の写し

三　厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

四　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

五　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。）

４　遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子

の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。

５　第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合

（当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつ

て支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。）においては、国民年金法施行規則第四十八

条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により

第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第

三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

一　法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六

条第一項　国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項

二　法第六十四条　国民年金法第四十一条第一項

（所在不明による支給停止の申請）

第六十六条　遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなけれ

ばならない。

一　申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所

一の二　申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号

二　申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　所在不明となつた年月日

２　遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合に

おいて、当該受給権者が国民年金法施行規則第四十九条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

（所在不明とされた者の申請）

第六十七条　遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金に

ついて、法第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た申請書を、機構に提出しなければならない。

一　申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号

二　申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の

九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年

金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

３　第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合に

おいては、国民年金法施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載するこ

ととされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又

は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
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（支給停止事由該当の届出）

第六十七条の二　遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母（当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに五十五歳

以上であるものに限る。）は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日

（昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出）

第六十七条の三　昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法

施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなけ

ればならない。

（厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等）

第六十八条　厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提

供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対

し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の

事実が確認されなかつたとき（次条第一項に規定する場合を除く。）又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の

生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

（機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等）

第六十八条の二　厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供

を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出す

ることを求めることができる。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

２　前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならな

い。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者

の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

（遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出）

第六十八条の三　遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労

働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構

に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

２　被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要で

あると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定

日前三月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族

厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

３　第一項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第一項又は前項の書類に、指定日前三月以内に作成され

たその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（支払の一時差止め）

第六十九条　遺族厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなく

て、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは前条の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二

第三項の書類を提出しないときとする。

（氏名変更の届出）

第七十条　遺族厚生年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けること

ができる者を除く。）は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　氏名の変更の理由

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　遺族厚生年金の年金証書

二　戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類

３　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものと

みなす。

４　遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規

定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみな

す。

（氏名変更の理由の届出）

第七十条の二　遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該

変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所
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二　個人番号又は基礎年金番号

三　氏名の変更の理由

２　前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

（住所変更の届出）

第七十一条　遺族厚生年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるこ

とができる者を除く。）は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならな

い。

一　氏名、生年月日及び変更後の住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

２　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものと

みなす。

３　遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規

定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみな

す。

（個人番号の変更の届出）

第七十一条の二　遺族厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出

しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

２　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたもの

とみなす。

（払渡希望金融機関等の変更の届出）

第七十二条　遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

３　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたもの

とみなす。

（証書再交付の申請）

第七十三条　遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載さ

れた氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければ

ならない。

一　氏名（遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

三　遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

３　前項の申請書（遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。）には、遺族厚生年金の年金証書を添

えなければならない。

４　遺族厚生年金の受給権者は、第一項の申請（遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。）をした後、滅失した遺族厚

生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

５　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたもの

とみなす。

（所在不明の届出等）

第七十三条の二　遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでな

いときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一　届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

二　受給権者と同一世帯である旨

三　受給権者の氏名及び生年月日

四　受給権者の基礎年金番号

五　受給権者の所在不明となつた年月日

六　遺族厚生年金の年金証書の年金コード
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２　前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなけれ

ばならない。

３　厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実

について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

５　受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則

第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書が提出されたものとみなす。

６　遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項

の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出が

あつたものとみなす。

（死亡の届出）

第七十四条　法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出す

ることによつて行うものとする。

一　届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　遺族厚生年金の年金証書（遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書）

二　受給権者の死亡を証する書類

３　遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたもの

とみなす。

４　遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項

の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものと

みなす。

５　第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

（未支給の保険給付の請求）

第七十五条　遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合（次項に規定する場合を除く。）において、法第三十七条の規定による未支給の保険

給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二　個人番号

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　遺族厚生年金の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日

五　請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

六　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付

の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提

出しなければならない。

３　前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報

一覧図の写し

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

四　法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書（遺族厚生年金の年金証書を添えることができ

ないときは、その事由書）

４　第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有

していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請

求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載

することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施

行規則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、

第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（証明書の省略）

第七十六条　この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書

又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第三節の二　脱退一時金

（裁定の請求）

第七十六条の二　脱退一時金（厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。）について、法附則第二十九条第九項において準用する法

第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
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一　請求者の生年月日及び住所

二　基礎年金番号

三　公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

イ　合算対象期間を有する者

ロ　法附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者

四　払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二　旅券の写し

三　法附則第二十九条第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認し

たときを除く。）

四　預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（死亡の届出）

第七十六条の三　法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に

掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。

一　届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　受給権者の基礎年金番号

四　受給権者の死亡の年月日

（未支給の脱退一時金の請求）

第七十六条の四　脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十七条第一項の規定に

よる未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

一　請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　受給権者の基礎年金番号

四　受給権者の死亡の年月日

五　請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

六　払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

第四節　脱退手当金

（裁定の請求）

第七十七条　昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金（次条において「旧

法による脱退手当金」という。）について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条

第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金（以下「旧船員保険法による脱退手当金」とい

う。）について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　 後に被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。）の資格を喪失した年月日並びに 後に被保険者

として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

四　公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管

掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は

記号番号若しくは番号

五　障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、そ

の旨

六　公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨

七　合算対象期間を有する者にあつては、その旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者

に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

（未支給の保険給付の請求）

第七十七条の二　旧法による脱退手当金（旧船員保険法による脱退手当金を含む。）の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条

の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受け

ようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第三十七条第

三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければなら

ない。

一　氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二　個人番号

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号

三　受給権者の死亡の年月日

四　請求者以外に旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生

年月日並びにその者と受給権者との身分関係
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五　払渡希望金融機関又は郵便局の名称

２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報

一覧図の写し

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

第三章の二　離婚等をした場合における特例

（法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由）

第七十八条　法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

あつた当事者（同項に規定する当事者をいう。以下同じ。）について、当該当事者の一方の被扶養配偶者（国民年金法第七条第一項第三

号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。）である国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者（以下

「第三号被保険者」という。）であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が

解消したと認められること（当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。）とする。

（対象期間）

第七十八条の二　法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める期間（以下「対象期間」という。）は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一号又は第二号に定

める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者

の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第一号又は第二号に定め

る期間からその重複する期間を除くものとする。

一　離婚（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。）

をした場合　婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間

二　婚姻の取消しをした場合　婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間（民法（明治二十九年法律第八十九号）第七百三

十二条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間（当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第

三号被保険者であつた期間を除く。）を除く。）

三　前条に定める事由に該当した場合　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他

方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間（当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合に

あつては、これらの期間を通算した期間（以下「事実婚第三号被保険者期間」という。）とする。）

２　婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出を

したことにより当該事情が解消し、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわら

ず、同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。

（対象期間に係る被保険者期間）

第七十八条の二の二　対象期間標準報酬総額（法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。）を計算する

場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある

場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属

する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間（当該

一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。）の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に

算入する。

２　前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわら

ず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当

該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。

（標準報酬改定請求の請求期限）

第七十八条の三　法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年

を経過した場合とする。ただし、法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと

認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求（以下「標準報酬改定請求」という。）の請求期間の計算

については、当該補正に要した日数は、算入しない。

一　離婚が成立した日

二　婚姻が取り消された日

三　第七十八条に定める事由に該当した日

２　前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六

月以内に次の各号のいずれかに該当した場合（第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日か

ら起算して二年を経過した日前に請求すべき
あん

按分割合（法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき
あん

按分割合をいう。以下同

じ。）に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。）について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前

項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。

一　請求すべき
あん

按分割合を定めた審判が確定したとき

二　請求すべき
あん

按分割合を定めた調停が成立したとき

三　人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）第三十二条第一項の規定による請求すべき
あん

按分割合を定めた判決が確定したとき

四　人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべき
あん

按分割合を定めた和解が成立したとき

３　法第七十八条の四第一項の規定による請求（以下「情報提供請求」という。）を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、

法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に

規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。

この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報

の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げ

る日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。

一　二年

二　第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間

（法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法）

第七十八条の四　法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一　次のいずれかに掲げる書類の添付
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イ　当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
あん

按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録

謄本又は公証人の認証を受けた私署証書（第一号改定者（法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。）及

び第二号改定者（同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。）の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者

のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。）

ロ　請求すべき
あん

按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本（前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき
あん

按分割合

を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類）

ハ　請求すべき
あん

按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本（前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべ

き
あん

按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類）

ニ　請求すべき
あん

按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本

ホ　請求すべき
あん

按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本

二　次に掲げる書類等の持参（第一号改定者又はその代理人（以下この号において「第一号代理人」という。）及び第二号改定者又はそ

の代理人（第一号代理人を除く。以下この号において「第二号代理人」という。）が共に行うものに限る。）

イ　当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
あん

按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類

（第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を

受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。）

ロ　次の（１）又は（２）に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該（１）又は（２）に規定する書類等

（１）　第一号改定者又は第二号改定者　当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年

月日及び住所が記載されている運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。）、旅券若し

くは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード（以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。）又は当該第一号改

定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書

（２）　第一号代理人又は第二号代理人（以下このロにおいて単に「代理人」という。）　当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者

の記名及び押印がある委任状（押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。）並びに当該代理人の氏名、生

年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登

録証明書

２　前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき
あん

按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得

た割合で記載されているものとみなす。

（情報提供の有効期限）

第七十八条の五　法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第七十八条の四第一項の規定により
あん

按分割合の範囲

（法第七十八条の三第一項に規定する
あん

按分割合の範囲をいう。）について情報の提供（法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判

官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その 後のもの。以下この条において同じ。）を受けた日が

対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一　情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合

二　情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき
あん

按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二

条第一項の規定による請求すべき
あん

按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して

一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

三　請求すべき
あん

按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき
あん

按分割合に関する処分の申立て

をした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三

第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

（当事者からの情報提供請求）

第七十八条の六　第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者（以下この条において「情報提供請求当事者」という。）

は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

イ　情報提供請求当事者が、対象期間の末日（情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求が

あつた日とする。以下この条において同じ。）が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合　同日以前の

直近の被保険者の資格を喪失した年月日

ロ　情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合（ハに該当する場合を除く。）　同

日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日

ハ　情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得

した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき　当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日

四　次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項

イ　情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合　当該婚姻が成立した日

ロ　情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合　事実婚第三号被

保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨

ハ　情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合　同号に規定する期間

ニ　情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合　同号に規定する期間

ホ　情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合　事実婚第三号被保険者期間及

び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨

ヘ　情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められ

る場合　当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

五　婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提

供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日

六　次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類
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二　当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

三　情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該

事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日

までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類

四　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号

被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情に

あつたことを明らかにすることができる書類

３　当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しな

ければならない。

一　当事者の他方の氏名、生年月日及び住所

二　その他必要な事項

４　前項の場合において、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情

報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。

５　当事者が、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。）、同項

第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間（以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。）又は同項第四号に規定する第四号厚生

年金被保険者期間（以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。）について、他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情

報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

６　厚生労働大臣は、法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければ

ならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該

当事者の他方に対し通知しないものとする。

７　第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大

臣は、当該情報を提供したものとみなす。

（法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合）

第七十八条の七　法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌

日から起算して三月を経過していない場合（次の各号に掲げる場合を除く。）とする。

一　当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合

二　法第二十六条第一項の規定による申出が行われた場合

三　国民年金法附則第七条の三第一項又は第二項の規定による届出が行われた場合（第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

四　当事者の一方が障害厚生年金（対象期間中の特定期間（法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいい、同条第二項及び第三

項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。）の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次

号において同じ。）の受給権者となつた場合

五　当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合

六　請求すべき
あん

按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき
あん

按分割合に関する処分の申

立てをするのに必要な場合

（情報提供の内容）

第七十八条の八　法第七十八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

一　第一号改定者の氏名

二　第二号改定者の氏名

三　法第七十八条の四第二項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみ

なされた日

四　第七十八条に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者につい

て当該事情が解消したと認められる日

五　その他標準報酬改定請求をするために必要な情報

（改定割合の算定方法）

第七十八条の九　法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率（その率に

小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。）とする。

一　請求すべき
あん

按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき
あん

按分割合を控除して得た率を乗じて得た

率を控除して得た率

イ　法第七十八条の三第一項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額

ロ　法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額

二　請求すべき
あん

按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき
あん

按分割合を控除して得た率を乗じて得た率

を合算して得た率

イ　法第七十八条の三第一項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率（同項に規定す

る再評価率をいう。以下この号において同じ。）を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第

一号改定者の対象期間標準報酬総額

ロ　法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額

（離婚時みなし被保険者期間に係る記録）

第七十八条の十　法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

一　離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号

二　離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日

三　保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限る。）に関する事項

（標準報酬改定請求）

第七十八条の十一　第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者（以下この条において「請求者」という。）は、第七

十八条の四第一項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　第一号改定者の氏名、生年月日及び住所

二　第二号改定者の氏名、生年月日及び住所

三　前二号に定める者の個人番号又は基礎年金番号
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四　対象期間

五　請求すべき
あん

按分割合

六　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

イ　対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合　同日以前の直近の被保険者の資格を喪失

した年月日

ロ　対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合（ハに該当する場合を除く。）　同日以前の直近の被保険者

の資格を取得した年月日

ハ　対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月

の末日において被保険者であるとき　当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日

七　第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並

びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

八　当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類

イ　第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合　当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長

の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

ロ　第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合　同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情が解消したと認められるとき（当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。）までの間に

おける当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

三　第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をした

ことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

四　標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類（厚生労働大臣が住民基本台帳法第

三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

五　当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類（厚生労働大臣が住民基

本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

３　請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標

準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

（令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法）

第七十八条の十二　第七十八条の四（第一項第二号を除く。）の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法につい

て準用する。

（改定割合の特例）

第七十八条の十三　標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた
あん

按分割合の範囲内で定められ

た
あん

按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の

割合（以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。）以下である場合は、当該
あん

按分割合を基礎として法

第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条

の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち も低い割合とみなす。

第三章の三　被扶養配偶者である期間についての特例

（法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき）

第七十八条の十四　法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

一　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者（法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者

をいう。以下この章において同じ。）及び被扶養配偶者（同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。）について、

当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格（当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。）を喪

失し、当該事情が解消したと認められる場合（当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した

場合を除く。）

二　法第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求（以下「三号分割標準報酬改定請求」という。）のあつた日

に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格

（当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。）を喪失している場合

イ　特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められる場合（離婚の届出をしていない場合に限る。）

ロ　離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であ

つて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合

（令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由）

第七十八条の十五　令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

一　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第三

号被保険者としての国民年金の被保険者の資格（当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。）を喪失し、当該事情が解消し

たと認められること（当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。）。

二　三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険

者としての国民年金の被保険者の資格（当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。）を喪失していること。

イ　特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められること（離婚の届出をしていない場合に限る。）。

ロ　離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三

号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。

（特定期間に係る被保険者期間の計算）

第七十八条の十六　婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶

者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前

条第二号に掲げるものをした場合における特定期間（法第七十八条の十四に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。）に係

る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間（第
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七十八条の十九第二項第三号において「事実婚特定期間」という。）に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲

げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。

２　特定期間の初日が属する月が、法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて、当該特定期

間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間

に算入しない。

３　三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期

間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間（当該一の

特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。）の初日とが同一の月に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわら

ず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者

期間に算入される月である場合は、この限りでない。

４　三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期

間については、当該場合における特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の

特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の

十二ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定

により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。

（法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等）

第七十八条の十七　法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

一　三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算

の基礎となつている場合（当該三号分割標準報酬改定請求において令第三条の十二の十一の規定により当該障害厚生年金の額の計算の

基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。）

二　次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年（法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情

報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあ

つたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。）を経過した場合

イ　離婚が成立した日

ロ　婚姻が取り消された日

ハ　第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当した日

２　前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算し

て二年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合（同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した

場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき
あん

按分割合に関する審判又は調

停の申立てがあつたときに限る。）について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたもの

とみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号

の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。

３　第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたと

きにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき

は、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる

期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二

号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第

一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する

情報の提供があつた日」とする。

一　二年

二　第一項第二号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間

（被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録）

第七十八条の十八　法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

一　被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号

二　被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日

三　保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限る。）に関する事項

（三号分割標準報酬改定請求）

第七十八条の十九　第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者（以下この条において「請求者」という。）

は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

三　特定期間

四　特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類

イ　離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合　特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の

証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

ロ　第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保

険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき（当該特定被保険者及び被扶養配

偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。）までの間における当該事情にあつたことを明らかにすること

ができる書類

ハ　第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合　三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつ

て三年が経過していることを明らかにすることができる書類

ニ　第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合　三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、

夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標
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準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類（特定被保険者及び被扶

養配偶者が自らした署名があるものに限る。）

三　第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚

姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることが

できる書類

四　三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類（厚生労働大臣が住

民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

五　特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類（厚生労働大臣が

住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

３　請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に三

号分割標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

（特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等）

第七十八条の二十　法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部

を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金（当該特

定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。）の受給権を有するときは、同条第二項に規定する情報は、法第七十八

条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間（当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特

定期間に係る被保険者期間を除く。）の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。

２　前項の規定は、法第七十八条の五の求め（実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る。）があつた場合に準用する。

第四章　認可等に関する通知等

（業務の分掌の通知）

第七十九条　厚生労働大臣は、第一条第二項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以

上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなけれ

ばならない。

（認可等に関する通知）

第八十条　厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければなら

ない。

一　法第六条第三項の規定による認可又は認可の申請の却下　申請者

二　法第八条第一項、第十条第一項又は第十一条（法附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。）の規定による認可の申請の

却下　申請者

三　法第三十一条第二項の規定による却下　請求者

四　法附則第四条の三第一項又は第四項の申出の受理　申出者

五　昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五項又は第八項の申出の受理　申出者

（基礎年金番号通知書の交付等）

第八十一条　厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者（既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知

書の交付を受けた者を除く。）については、同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しな

ければならない。

２　前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付

することができる。

（保険給付に関する通知等）

第八十二条　厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者

に通知しなければならない。

２　前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲

げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合において

その受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合

においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてそ

の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を

裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは、

この限りでない。

一　年金の種類及び年金証書の年金コード

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　基礎年金番号

三　受給権を取得した年月

３　前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年

金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該遺族基礎年金の年

金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。

第八十三条　削除

（聴取書）

第八十四条　厚生労働大臣は、第十二条第三項の規定により口頭による確認の請求があつたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、こ

れを請求者に読み聞かせなければならない。

（年金証書の再交付）

第八十五条　厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年

金証書を作成して申請者に交付しなければならない。

（添付書類の特例）

第八十六条　第三章の規定による届出（氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給

年金額対象者の不該当の届出（加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。）に限る。以下この項及び次項において「第三

章の規定による変更届出等」という。）を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変

更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えた
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ものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされ

た事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

２　第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（昭和六十一年厚生

省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。）附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭

和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその

効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附

則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行

規則の規定による届出（氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者

の不該当の届出（加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。）に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」

という。）のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなけ

ればならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定に

よる変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係

る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

３　厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添え

るべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

４　第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生

存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類（以下「添付書類」とい

う。）については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略す

ることができる。

５　第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届

書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、

申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。

同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は

届書の当該添付書類についても、同様とする。

６　第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記

載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、

又は添付することを要しないものとする。

７　第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事

項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないもの

とする。

８　第三章から第三章の三まで及び附則の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求

書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、

当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。

第八十七条　第一章、第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書（以

下この条及び次条において「請求書等」という。）に添えなければならない場合において、法第百条の二第一項の規定による情報の提供

を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書

類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。

一　共済組合（存続組合及び指定基金を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により共済組合の

組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類

二　合算対象期間を明らかにすることができる書類

三　公的年金給付の支給状況に関する書類

（実施機関による届書等の受理、送付等）

第八十七条の二　実施機関（厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。）は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一

節（第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。）、第三章第二節（第四十五条

第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五

条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。）若しくは第三章第三節（第六

十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。）、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事

実についての審査を行うものとする。

２　実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなけ

ればならない。

３　第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。

第五章　費用負担

（前納保険料の還付請求）

第八十八条　国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十三号）第二条の規定による改正前の令第七条第一項

（経過措置政令第百三条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。）の規定により前納した保険料の還付を請求しよう

とする者（以下この条において「請求者」という。）は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

一　請求者の氏名（請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保

険者であつた者との身分関係）及び住所

二　第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号

三　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

四　還付額及び還付理由

２　前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えな

ければならない。

一　第四種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類

二　先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
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（実施機関に対する交付金の交付等）

第八十八条の二　令第四条の二の五第一項の規定による交付金（以下「交付金」という。）の交付は、毎年度、四月十四日（日曜日又は土

曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。）、六月十四日（日

曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。）、八月

十四日（日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。第八十八条の七第一項において同

じ。）、十月十四日（日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。次条、第八十八条の七

第一項及び第八十八条の八において同じ。）及び十二月十四日（日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たると

きは十二月十三日とする。次条第二項、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。）までに、それぞれ令第四条の

二の五第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満

の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、二月十四日（日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たると

きは二月十三日とする。次条第二項、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。）までに残余の額を交付すること

により行うものとする。

２　令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する

年度における前項に規定する日（当該変更した日以前の日を除く。）までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。

３　交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関（法

第八十四条の三に規定する実施機関をいう。以下第八十八条の十までにおいて同じ。）を所管する大臣と協議して定めるところによる。

第八十八条の三　令第四条の二の六第一項の規定による交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとす

る。

２　令第四条の二の六第二項の規定による交付金への充当は、前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交

付すべき交付金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による返還は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。

３　交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所

管する大臣と協議して定めるところによる。

（法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率）

第八十八条の四　法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率（小数点以下第十二位未満の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た率）とする。

（法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率）

第八十八条の五　法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政

均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第四条の二の九第一号に掲げる返還金及び

同条第二号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合（その割合が一を超えるときは、一）を平均した率（小数点以下

第二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率）とする。

２　厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、速やかに、前項の保険料財源比率を算定

し、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

（法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率）

第八十八条の六　法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額（法

第二条の五第一項第三号に定める者にあつては、地方公務員共済組合（構成組合（地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する

構成組合をいう。以下同じ。）を除く。）、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額）

を、当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積

立金額の総額との合計額で除して得た率（小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率）とする。

（実施機関の拠出金の納付）

第八十八条の七　令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、毎年度、四月十四日、六月十四日、八月十四日、

十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額（五百

円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、二月十四日までに

残余の額を納付することにより行わなければならない。

２　令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見

込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日（当該変更した日以前の日を除く。）までに、それぞれ同条第四項の規定によ

り納付しなければならない。

３　実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実

施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

第八十八条の八　令第四条の二の十二第一項の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の十月十四日までに納付することにより行

わなければならない。

２　令第四条の二の十二第二項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の十月十四

日及び十二月十四日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の

二月十四日までに行うものとする。

３　実施機関の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が

実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

（実施機関に係る標準報酬の総額等の報告）

第八十八条の九　各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を九月十六日

（日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。）までに文書により報告しなければならない。

一　前年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額

二　翌年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額の見込額

三　前年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額

四　翌年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額の見込額

五　前々年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額

六　当該年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額の見込額

七　その他交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
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（法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等）

第八十八条の十　各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日

（日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。）までに光ディスクにより報告しなければならな

い。

一　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項（日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホ

に掲げる事項を除く。）を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間（他の法令の規定により当該被保険者であつた

期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの（以下この項

において「算入期間」という。）を含む。以下この項において同じ。）の期間別（イに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、

年齢別、被保険者であつた期間の期間別及び報酬等（平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する報酬、平成二十四年一元化法改

正前地共済法に規定する給料又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。）の月額の額別と

し、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間

のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

イ　当該被保険者の数

ロ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等（標準報酬月額並びに平成二十四年一元化法改正

前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項若しくは第五項（同項の規定

に基づく命令を含む。）の規定の例により算定した額、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月

額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（平成二十七年政令第三百四十六号）第一条の規定による改正前の

地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令第三百五十二号）第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値（同令

第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数

値）を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項（同項の規定に基づく命令を含む。）までの

規定の例により算定した額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同

じ。）を平均した額

ハ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月（前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済

組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限

る。次号ロにおいて同じ。）の標準報酬月額等を平均した額

ニ　昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期

間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者

の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額

ホ　昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日（同日におい

て国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおい

て同じ。）における俸給年額（昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第

二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号チ（５）において同じ。）を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合

会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日（同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を

有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。）における給料年額（昭和六十年地方公務

員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第三号

チ（５）において同じ。）を平均した額

ヘ　当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等（標準賞与額並びに平成二十

四年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる

期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。）を合計し

た額を平均した額

ト　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月（平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとす

る。次号ホにおいて同じ。）の標準賞与額等を平均した額

チ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額

リ　当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等（平成二十四年一元化法改正前国共

済法に規定する期末手当等、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成二十四年一元化法改正前私学共済

法に規定する賞与をいう。）の額を合計した額を平均した額

ヌ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数

ル　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

ヲ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被

保険者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が二十歳に達した日の属する

月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）の平均月数

ワ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係

るものに限る。）の平均月数

カ　当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間

を除く。）の平均月数

二　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者（同日において当該実施機関に係る被保険者である者以

外の者であつて、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。）に関

する次に掲げる事項（日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。）を、当該待期者の男女別、年齢別

及び被保険者であつた期間の期間別（ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間

別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分

したもの

イ　当該待期者の数

ロ　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額

ハ　昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間

に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同

月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
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ニ　昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年

額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を

平均した額

ホ　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額

ヘ　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数

ト　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

チ　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期

者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の

期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）の平均月数

リ　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係る

ものに限る。）の平均月数

ヌ　当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間（昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を

除く。）の平均月数

三　前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に掲げるもの

イ　老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項（当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有

する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者（第十条の四で定める要件に該当する者に限る。以下

この項において同じ。）以外の者である場合には、（７）及び（８）に掲げる事項を除く。）を、当該受給権者の男女別、年齢別、前

年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以

上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別（当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険

者であつた期間が二十五年（昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。）以上で

あるもの（昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当す

るものを含む。）とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。）並びに繰上年数（当該年金たる給付の支給を開始すべき年

齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支

給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。）及び

繰下年数（当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給

付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年

数をいう。以下同じ。）の年数別（（５）及び（１０）に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日にお

ける当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以

外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五

年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月（前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ（５）

及びハ（５）において同じ。）の標準報酬月額等を平均した額

（６）　当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月（平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るもの

に限る。ロ（６）及びハ（６）において同じ。）の標準賞与額等を平均した額

（７）　当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額

（８）　当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

（９）　当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの（（１０）から（１２）ま

でにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という。）の平均月数

（１０）　老齢厚生年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（１１）　老齢厚生年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附

則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達

した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）の平均月数

（１２）　老齢厚生年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（１３）　当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎と

なるものの数

（１４）　当該受給権者の子（十八歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第

二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。）であつて主として当該受給権者

の収入により生計を維持するもの（加給年金額の計算の基礎となるものに限る。（１５）及び（１６）において「加給年金対象被

扶養子」という。）のうち、第一子であるものの数

（１５）　加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

（１６）　加給年金対象被扶養子（第一子及び第二子を除く。）の数

ロ　障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別（（８）に掲

げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三

月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別（（５）に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、

法に規定する障害の程度別、被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間

の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。）とし、（６）及び

（７）に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者で

あつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。）に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額
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（４）　前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

（６）　当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

（７）　当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの（（８）から（１０）まで

において「障害厚生年金基礎期間」という。）の平均月数

（８）　障害厚生年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（９）　障害厚生年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間

及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）の平均月数

（１０）　障害厚生年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（１１）　当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎と

なるものの数

（１２）　当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子（十八歳に達する日以後の

初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあ

り、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。）であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの（加給年金額の計

算の基礎となるものに限る。（１３）及び（１４）において「加給年金対象被扶養子」という。）のうち、第一子であるものの数

（１３）　加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

（１４）　加給年金対象被扶養子（第一子及び第二子を除く。）の数

ハ　遺族厚生年金の受給権者（複数の子であるときはそのうちの末子に限る。）に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る

死亡した被保険者又は被保険者であつた者（組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。）の男

女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別（（８）に掲げる事

項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生

年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であ

つた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別（（５）に掲げ

る事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族

厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であ

つた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施

機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。）とし、（６）及び（７）に掲げる事項に

ついては、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者

又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間

別とし、（１１）に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、（１２）から（１４）までに掲げる事項にあつては、当該受

給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。）に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額（当該受給権者が末子の場合は、子の総額（当該年金たる給付の額に受給権者の数

を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。））を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額（当該受給権者が末子の場合は、子の総額）

（５）　当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

（６）　当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

（７）　当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族厚生年金の額

の計算の基礎となつたもの（（８）から（１０）までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という。）の平均月数

（８）　遺族厚生年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（９）　遺族厚生年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保

険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除

く。）の平均月数

（１０）　遺族厚生年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（１１）　当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額（法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。）の

対象者の数

（１２）　当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子（十八歳に達する日以後の

初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあ

り、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。）であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの（加給年金額の計

算の基礎となるものに限る。（１３）及び（１４）において「加給年金対象被扶養子」という。）のうち、第一子であるものの数

（１３）　加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

（１４）　加給年金対象被扶養子（第一子及び第二子を除く。）の数

ニ　退職共済年金（なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共

済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又

はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をい

う。以下このニ及びホにおいて同じ。）（平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共

済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前

国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。）の受給権者に関する次に掲げる事項（当該受給権者が前年

度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上

の者以外の者である場合には、（７）及び（８）に掲げる事項を除く。）を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における

当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の

者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別（（５）及び（１０）に掲げる事項にあつて

は、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者で

あつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年
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数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とす

る。）に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月（前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ（５）

及びト（５）において同じ。）の標準報酬月額等を平均した額

（６）　当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月（平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るもの

に限る。ヘ（６）及びト（６）において同じ。）の標準賞与額等を平均した額

（７）　当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額

（８）　当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

（９）　当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの（（１０）から（１２）ま

でにおいて「退職共済年金基礎期間」という。）の平均月数

（１０）　退職共済年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（１１）　退職共済年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附

則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達

した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）の平均月数

（１２）　退職共済年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（１３）　当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎と

なるものの数

（１４）　当該受給権者の子（十八歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第

二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。）であつて主として当該受給権者

の収入により生計を維持するもの（加給年金額の計算の基礎となるものに限る。（１５）及び（１６）において「加給年金対象被

扶養子」という。）のうち、第一子であるものの数

（１５）　加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

（１６）　加給年金対象被扶養子（第一子及び第二子を除く。）の数

ホ　退職共済年金（ニに掲げるものを除く。）の受給権者に関するニ（１）から（１６）までに掲げる事項（当該受給権者が前年度の

末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者

以外の者である場合には、ニ（７）及び（８）に掲げる事項を除く。）を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における

当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の

者の別並びに繰上年数（当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年

齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ

及び第十八号において同じ。）の年数別（ニ（５）及び（１０）に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度

の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の

者とそれ以外の者の別、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月

一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

ヘ　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効

力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有

する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次

に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法（なお効力を有する平

成二十四年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成二十四年一

元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。）に規定する障害の程度別（（５）及び（８）に掲げる事項にあつては、

当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者で

あつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

（６）　当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

（７）　当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの（（８）から（１０）まで

において「障害共済年金基礎期間」という。）の平均月数

（８）　障害共済年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（９）　障害共済年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間

及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）の平均月数

（１０）　障害共済年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（１１）　当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎と

なるものの数

（１２）　当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子（十八歳に達する日以後の

初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあ

り、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。）であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの（加給年金額の計

算の基礎となるものに限る。（１３）及び（１４）において「加給年金対象被扶養子」という。）のうち、第一子であるものの数

（１３）　加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

（１４）　加給年金対象被扶養子（第一子及び第二子を除く。）の数
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ト　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効

力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有

する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者（複数の子

であるときはそのうちの末子に限る。）に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつ

た者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別（（５）及

び（８）に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年

齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険

者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間

の別とし、（１１）に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、（１２）から（１４）までに掲げる事項にあつては、当該

受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。）に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額（当該受給権者が末子の場合は、子の総額）を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額（当該受給権者が末子の場合は、子の総額）

（５）　当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

（６）　当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

（７）　当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額

の計算の基礎となつたもの（（８）から（１０）までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。）の平均月数

（８）　遺族共済年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（９）　遺族共済年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した被保

険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除

く。）の平均月数

（１０）　遺族共済年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（１１）　当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額（なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該

遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。）の対象者の数

（１２）　当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子（十八歳に達する日以後の

初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあ

り、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。）であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの（加給年金額の計

算の基礎となるものに限る。（１３）及び（１４）において「加給年金対象被扶養子」という。）のうち、第一子であるものの数

（１３）　加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

（１４）　加給年金対象被扶養子（第一子及び第二子を除く。）の数

チ　退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項（当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る

被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、（６）

及び（７）に掲げる事項を除く。）を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別並びに前年度の末日に

おける当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ

以外の者の別に区分したもの

（１）　当該給付の受給権者の数

（２）　当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数

（３）　当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額

（４）　前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支

給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等（俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合

法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項

の規定により読み替えて準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六

条第二項に規定する平均標準給与の年額をいう。）を十二で除して得た額（リ（５）、ヌ（５）及びル（５）において「俸給年額等

の月額」という。）を平均した額

（６）　当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額

（７）　当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

（８）　当該給付の受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの（（９）及び（１０）におい

て「退職年金等基礎期間」という。）の平均月数

（９）　退職年金等基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（１０）　退職年金等基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

リ　減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項（当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の被保険者の資格を有する

者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、（６）及び（７）に掲げる事項

を除く。）を、当該受給権者の男女別、年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又

は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとした

ならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年

齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を

受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額

（６）　当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額

（７）　当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
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（８）　当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの（（９）及び（１０）にお

いて「減額退職年金基礎期間」という。）の平均月数

（９）　減額退職年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（１０）　減額退職年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

ヌ　障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正

前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給

事由が生じたものであるかの別に区分したもの

（１）　当該受給権者の数

（２）　当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数

（３）　当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額

（４）　前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受け

た当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額

（５）　当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額

（６）　当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの（（７）及び（８）において「障

害年金基礎期間」という。）の平均月数

（７）　障害年金基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（８）　障害年金基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

ル　遺族年金又は通算遺族年金の受給権者（複数の子であるときはそのうちの末子に限る。）に関する次に掲げる事項を、遺族年金又

は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付

に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡

の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別（（５）から（８）までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算

遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に

係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、（９）に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保

険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額（なお効力を有する平成二十四年一元化法改

正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。（９）において同じ。）の計算の基礎と

なつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。）に区分したもの

（１）　当該給付の受給権者の数

（２）　当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数

（３）　当該給付の受給権者に係る当該給付の額（当該受給権者が末子の場合は、子の総額）を平均した額

（４）　前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支

給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額（当該受給権者が末子の場合は、子の総額）

（５）　当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額

（６）　当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎とな

つたもの（（７）及び（８）において「遺族年金等基礎期間」という。）の平均月数

（７）　遺族年金等基礎期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）の平均月数

（８）　遺族年金等基礎期間（算入期間を除く。）の平均月数

（９）　当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数

ヲ　平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ（１）から

（１６）までに掲げる事項（当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加

入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、イ（７）及び（８）に掲げる事項を除く。）を、当

該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて

適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数

の年数別（イ（５）及び（１０）に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に

係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期

間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

ワ　平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ（１）から

（１４）までに掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別（ロ（５）及び（８）に掲げる事項に

あつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日

以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

カ　平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ（１）から

（１４）までに掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別

及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別（ハ（５）及び（８）に掲げる事項にあつては、

当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡

した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険

者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。）に区分したもの

四　前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの

五　前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被

保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの

六　前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を、当該被保険者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び被保険

者の資格の喪失事由別に区分したもの

七　前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者（前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号に

おいて同じ。）の同日における標準報酬月額等を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者

の資格取得履歴の有無別に区分したもの

八　前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を、当

該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの

九　前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険

者の男女別及び年齢別に区分したもの
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十　前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被

保険者の年齢別に区分したもの

十一　前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者の請求により、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により

標準報酬改定が行われた件数（第一号改定者に係る分に限る。）を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分

したもの

十二　前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報

酬改定請求が行われた者（第一号改定者に限る。）に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した

額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの

十三　前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報

酬改定請求が行われた者（第一号改定者に限る。）に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を、当該被保

険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの

十四　前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女

別及び年齢別に区分したもの

十五　前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者

（同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。）の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及

び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第十一条第一項に規定する基本月額に相当する額（次号において「基本

月額に相当する額」という。）の額別に区分したもの

十六　前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付（第三号イ、ニ、ホ、チ、リ及びヲに

掲げるものに限る。）の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であつた期間（当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたも

のに限る。）の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分した

もの

十七　前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金（退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行つた者に係

るものを除く。）の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年

数別に区分したもの

十八　前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別

及び繰上年数の年数別に区分したもの

十九　前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者（加給年金額の計算の基礎となる

対象者をいう。次号、第二十二号及び第二十三号において同じ。）の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の

加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの

二十　前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の年金た

る給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの

二十一　前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当

該者の男女別、年齢別並びに法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの

二十二　前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該給付の受給権者の

男女別及び年齢別に区分したもの

二十三　前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の受給

権者の年齢別に区分したもの

二十四　前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者（複数の子

であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ。）に関する事項であつて、次に掲げるもの

イ　当該給付の受給権を取得した者の数を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別、当該給付

の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険

者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの

ロ　当該給付の受給権を取得した者の数を、受給権を取得した者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付

の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別

に区分したもの

二十五　前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該給付に係る死亡し

た被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は

被保険者であつた者との続柄別に区分したもの

二十六　前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅し

た者の男女別及び年齢別に区分したもの

二十七　前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項

二十八　第一号から前号までに掲げるもののほか、法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして、厚生労

働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項

２　厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対

し、一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。

３　厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織（厚生労働大臣の使用に係る電

子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。以下同じ。）を使用して行わせることができる。

４　前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計

算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

５　実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところに

より、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければな

らない。

６　第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣

に到達したものとみなす。
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（法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率）

第八十八条の十一　法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率（小数点以下第十二位未満の端数があると

きは、これを四捨五入して得た率）とする。

２　前項の規定は、法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。

第六章　雑則

（原簿の記載事項）

第八十九条　法第二十八条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

一　被保険者の基礎年金番号

二　被保険者の生年月日及び住所

三　被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別

四　事業所の名称及び船舶所有者の氏名（船舶所有者が法人であるときは、名称とする。）

五　被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称

六　賞与（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。）の支払年月日

七　保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限る。）に関する事項

（法第三十九条の二の規定による充当を行うことができる場合）

第八十九条の二　法第三十九条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げ

る場合に行うことができる。

一　年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金（当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限

る。）の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権

に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二　遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金（同一の実施機関が支給するものに限る。）の受給権者の死亡に

伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

（法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等）

第八十九条の三　各実施機関（法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。）は、毎年度、厚生労働大臣に対し、

当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日（日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当

たるときは十月三十日とする。）までに光ディスクにより報告しなければならない。

一　前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別に区分したもの

イ　当該被保険者の数

ロ　当該被保険者の標準報酬月額

ハ　当該被保険者の標準賞与額

二　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの

イ　当該被保険者の数

ロ　当該被保険者の標準報酬月額を平均した額

ハ　当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額

三　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの

四　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した

額の額別に区分したもの

２　厚生労働大臣は、法第四十三条の二第一項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、

同項第二号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。

３　第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による報告について準用する。

（法第百条の三第三項に規定する厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項の報告等）

第八十九条の三の二　次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を毎月十五日（十五日が日曜日、土曜日

又は国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日。

以下この項において「報告期日」という。）までに、光ディスクにより報告しなければならない。

一　地方公務員共済組合（構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者

に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。次項第一号において同じ。）及び日本私立学校振興・共済事業団　次

に掲げる事項

イ　報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る被保険者の数並びに当該被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額並びに

当該実施機関に係る適用事業所の数に関する事項

ロ　報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る保険料の徴収に関する事項

ハ　報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る法第三章の二に規定する離婚等をした場合における特例及び法第三章の

三に規定する被扶養配偶者である期間についての特例に関する事項

ニ　報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る障害手当金及び脱退一時金に関する事項

ホ　報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る年金たる給付の受給権を有する者、受給権を取得した者及び受給権が消

滅した者に関する事項

ヘ　その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項（毎月把握することが必要な事項に限る。）

二　国家公務員共済組合　前号イ及びヘに掲げる事項

三　国家公務員共済組合連合会　第一号ロからヘまでに掲げる事項

２　次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を八月十五日（日曜日に当たるときは八月十六日とし、土

曜日に当たるときは八月十七日とする。以下この項において「報告期日」という。）までに、光ディスクにより報告しなければならない。

一　国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団　次に掲げる事項

イ　報告期日の属する年度の前年度における当該実施機関に係る被保険者の数を各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの

に関する事項

ロ　その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項（前項第一号ヘに掲げるものを除く。）

二　国家公務員共済組合連合会　前号ロに掲げる事項

３　厚生労働大臣は、法第百条の三第五項の規定により実施機関を所管する行政機関の長に報告を求める際は、あらかじめ、当該行政機関

の長と協議しなければならない。
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４　厚生労働大臣が前項の報告を求めたことにより、第一項又は第二項の報告の全部又は一部を要しなくなつたときは、厚生労働大臣は、

実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関に対して、当該報告の全部又は一部を要しない旨の通知を行うものとする。

（法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項）

第八十九条の四　法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一　当該事業年度における管理積立金（法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち年金積立金管理運用独立行政法人（以下

「管理運用法人」という。）が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。）の資産の額

二　当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合

三　当該事業年度における管理積立金の運用収入の額

四　法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

五　管理積立金の運用利回り

六　管理積立金の運用に関するリスク管理の状況

七　運用手法別の運用の状況（管理運用法人が年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号）第二十一条第一項第三号

本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含

む。）

八　管理運用法人における株式に係る議決権の行使に関する状況等

九　管理運用法人の役員（監事を除く。）及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保

するための体制に関する事項

十　その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

（法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項）

第八十九条の五　法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響

二　法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状

況（前号に掲げるものを除く。）

三　その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

（督促状）

第九十条　法第八十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第三十一号による。

（受給権者に関する調査等の場合の証票）

第九十一条　法第九十六条第二項（法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。）の規定によつて機構の職員が携

帯すべき証票は、様式第三十四号による。

（法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限）

第九十二条　法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一　国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第三十二条第一項の規定の例による告知

二　国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

三　国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）

四　国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第十一条の規定の例による延長

五　国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）

六　国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

七　国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

八　国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

九　国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

十　国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一　国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

（法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限）

第九十三条　法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一　法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定に

より取得した損害賠償の請求権の行使

一の二　令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理

二　令第六条第二項の規定による資料の提供の求め

二の二　第十四条の四第一項の規定による申出書の受理

三　第二十九条の三第二項の規定による承認

三の二　第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに

第七十六条の二第二項第三号の規定による確認

四　第七十八条の六第五項の規定による通知

五　第七十九条の規定による通知

六　第八十条の規定による通知

七　第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ

八　第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め

九　第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表

十　第百三十条の規定による情報の提供の求め

十一　第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理

十二　平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の

三第一項の規定による確認

（厚生労働大臣に対して通知する事項）

第九十四条　法第百条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を

厚生労働大臣に通知しなければならない。

一　厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

二　厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
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三　その他必要な事項

（法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項）

第九十五条　法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　厚生労働大臣が法第百条の四第二項に規定する滞納処分等（以下「滞納処分等」という。）を行うこととなる旨

二　機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

三　機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称

四　当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五　当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六　当該滞納処分等の根拠となる法令

七　滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

八　その他必要な事項

（法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等）

第九十六条　法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限（以下この条において「権限」という。）の全

部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

一　権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

２　法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次

の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二　権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等）

第九十七条　法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所（第一条に規定

する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所）に対してするものとする。

（法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限）

第九十八条　法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる

権限とする。

（令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数）

第九十九条　令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

（令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金）

第百条　令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。

一　健康保険法第五十八条第一項、第七十四条第二項及び第百九条第二項（同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定による徴収金

二　船員保険法第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項（同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定に

よる徴収金

（令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額）

第百一条　令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

（滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等）

第百二条　法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分（同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。）

の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一　財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額

二　その他必要な事項

（財務大臣による通知に関する技術的読替え等）

第百三条　法第百条の五第三項の規定により法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは

「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百条の五第一項の規定により委任された滞納処

分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分

等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読

み替えるものとする。

２　法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項の規定による通知は、法第百条の五第五項から第七項までの規定

による委任が行われる場合には、当該委任を 後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

（法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項）

第百四条　法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げ

る事項とする。

一　財務大臣（法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局

長又は税務署長）が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨

二　厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日

三　厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省（法第百条の五第五項から第七項までの規定によ

る委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署）の部局の名称

四　当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五　当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六　当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令

七　滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

八　その他必要な事項

（滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等）

第百五条　法第百条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労

働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
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一　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

二　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

２　法第百条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものと

するときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（機構が行う滞納処分等の結果の報告）

第百六条　法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一　機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業

所の名称及び所在地

二　差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果

三　その他参考となるべき事項

（滞納処分等実施規程の記載事項）

第百七条　法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　滞納処分等の実施体制

二　滞納処分等の認可の申請に関する事項

三　滞納処分等の実施時期

四　財産の調査に関する事項

五　差押えを行う時期

六　差押えに係る財産の選定方法

七　差押財産の換価の実施に関する事項

八　保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

九　その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

（地方厚生局長等への権限の委任）

第百八条　法第百条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣

が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一　法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予

二　法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し

三　法第百条の二第二項の規定による資料の提供の求め（訂正請求に係るものに限る。）並びに同条第五項の規定による資料の提供の求

め及び報告の求め（訂正請求に係るものに限る。）

四　法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当

該権限

五　法第百条の四第四項の規定による公示

六　法第百条の四第五項の規定による通知

七　法第百条の六第一項及び第二項の規定による認可

八　法第百条の六第三項の規定による報告の受理

九　法第百条の八第一項の規定による認可

十　法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当

該権限

十一　法第百条の十一第二項の規定による認可

十二　法第百条の十一第四項の規定による報告の受理

２　法第百条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。

ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

（法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限）

第百九条　法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とす

る。

一　法第八十六条第一項の規定による督促

二　法第八十六条第二項の規定による督促状の発行

（法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定）

第百十条　法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの（当該法律又は他の法律

において準用する場合を含む。）とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

一　健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項

二　船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項

三　労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第四十九条の三第一項

四　私立学校教職員共済法第四十七条の二

五　国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条

六　削除

七　地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二

八　特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）第三十七条

九　労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四十三条の二

十　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第二十六条及び第二十八条第

二項

十一　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十二条の二

十二　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十八条

十三　昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十五条第二項
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十四　昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十条第二項

十五　介護保険法第二百三条

十六　平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する

廃止前農林共済法第七十八条の二

十七　統計法（平成十九年法律第五十三号）第二十九条及び第三十一条第一項

十八　地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十六号）附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有

するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三

十九　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の四及び第百十四条の二

二十　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の九

二十一　なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二

（法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務）

第百十一条　法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一　第三十二条の三第三項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第三十五条第一項、第五十一条第一項及び第六十八条第

一項の規定による確認に係る事務、第三十五条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の

規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五条の二第三項、第四十条の二第三項、第五十一条の二第三項、第五十

六条の二第三項、第六十八条の二第三項及び第七十三条の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務

一の二　第三十二条の三第三項の規定による指定に係る事務

二　第三十五条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務

三　第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務

四　第八十一条の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務

五　第八十二条第一項の規定による通知に係る事務（当該通知を除く。）

六　第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務

七　第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務

八　住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務

九　厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成

九年政令第八十六号）第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務（当該資料の提供を除く。）

十　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行

に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令（平成十四年政令第四十五号）第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の

提供に係る事務（当該資料の提供を除く。）

十一　番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報（番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。）

の提供を受けることに係る事務

（法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等）

第百十二条　法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所（第一条に規定する選択を

した場合にあつては、当該選択をした年金事務所）に対してするものとする。

（法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの）

第百十三条　法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一　保険料その他法の規定による徴収金（当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。）

二　法第三十九条の二に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金（当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利

息を含む。）

三　法第四十条第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金

（令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合）

第百十四条　令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

一　機構の職員が、保険料等（法第百条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。）を納付しようとする納付義務者に対して、

年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合

二　納付義務者が納入告知書において指定する納付場所（年金事務所を除く。）での納付が困難であると認められる場合

（令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの）

第百十五条　令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一　年金事務所の名称及び所在地

二　年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

（領収証書等の様式）

第百十六条　令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号に

よる。

（保険料等の日本銀行への送付）

第百十七条　機構は、法第百条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書（様式第三十六号）を添え、これを現金収納

の日又はその翌日（当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日、一月二

日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。）において日本

銀行（本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。）に送付しなければならない。

（帳簿の備付け）

第百十八条　令第四条の九に規定する帳簿は、様式第三十七号によるものとし、収納職員（令第四条の五第三号に規定する収納職員をい

う。以下同じ。）ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

（徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領）

第百十九条　徴収職員（法第百条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。）は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産

の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

２　徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

３　国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費

用の額に相当する金銭を受領するものとする。
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４　徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならな

い。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでな

い。

５　第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第三十八号による。

（現金の保管等）

第百二十条　収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

２　収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

（証券の取扱い）

第百二十一条　収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

（収納に係る事務の実施状況等の報告）

第百二十二条　法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況

報告書（様式第三十九号）により行わなければならない。

（帳簿金庫の検査）

第百二十三条　機構の理事長は、毎年三月三十一日（同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日

とする。）又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、

当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

２　機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を

検査させるものとする。

３　検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

４　検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提

出しなければならない。

５　検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとす

る。

（収納職員の交替等）

第百二十四条　収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条

の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

２　前任の収納職員は、様式第四十号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納

職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員におい

て記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

３　収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続

をしなければならない。

４　前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の

理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

（送付書の訂正等）

第百二十五条　機構は、令第四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百十七条に規定する送付書の記載事項

に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行（本

店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）にその訂正を請求しなければならない。

２　機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正

の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

（領収証書の亡失等）

第百二十六条　機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならな

い。

（情報の提供）

第百二十七条　機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大

臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

（被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等）

第百二十八条　厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係

る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、

被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。

（事業所の適用情報等の公表）

第百二十九条　厚生労働大臣は、第十三条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第六条第三項の規定による認可を受けた事業主

の事業所に係る次の各号に掲げる事項（第十四条の三第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出又は第十四条の四第一項の規定

により申出があつたときは、当該各号に掲げる事項であつて、当該届出又は申出に係る変更後のもの）をインターネットを利用して公衆

の閲覧に供する方法により公表することができる。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　適用事業所に該当した年月日

四　特定適用事業所であるか否かの別

五　当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所

六　事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

七　使用される被保険者及び協会の管掌する健康保険の被保険者の数

八　健康保険法第十七条第一項に規定する設立事業所であるときは、その設立に係る健康保険組合の名称

２　厚生労働大臣は、第十三条の二第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第八条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業

所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地
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三　適用事業所に該当しなくなつた年月日

四　当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所

五　事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

（情報の提供の求め）

第百三十条　厚生労働大臣は、個人番号利用事務（番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。）を適切かつ円滑に処理

するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

（保険料又は徴収金の還付請求等）

第百三十一条　厚生労働大臣は、保険料その他法の規定による徴収金（以下この条において「保険料又は徴収金」という。）を納付した者

が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額（以下この条において「過

誤納額」という。）について、歳入徴収官事務規程（昭和二十七年大蔵省令第百四十一号）第七条の規定に基づき調査決定し、納付義務

者（ただし、法第四十条の二の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」と

いう。）に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の

規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

２　前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。

一　納付した者の氏名

二　過誤納に係る調査決定をした年月日

三　還付する額

四　還付する理由

五　その他必要な事項

３　第一項の還付を請求しようとする者（以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。）は、次に掲げる事項を記載した請求書

を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　請求者の氏名（請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係）

及び住所

二　納付した者の氏名

三　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

四　その他必要な事項

４　前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　納付した者の死亡を明らかにすることができる書類

二　先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

５　法第八十三条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して預金又は貯金の払出しとその払い出した金

銭による保険料の納付をしている者について、過誤納額（法第四十条の二の規定による徴収金に係る額を除く。）が発生したときは、当

該者が請求者として、第一項の還付を当該預金口座又は貯金口座において受けることを希望する旨を含む同項の還付の請求をしたものと

みなす。

附　則　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

（関係省令の廃止）

２　厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続（昭和二十六年厚生省令第十号）

は、廃止する。

（被保険者台帳等に関する経過規定）

４　この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則（昭和十六年厚生省令第七十号）の規定に基き作成された被保険者台帳及び

被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。

（遺族年金請求の特例）

５　第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。

（特例老齢年金）

６　特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しな

ければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。）であつた期間を有する者にあつては、その旨

四　削除

五　 後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等（旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第

二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。）であつた者にあつては、その旨

六　現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

七　法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称

八　公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受け

ることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

九　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

７　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類
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二　生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保

存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

三　法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類

四　公的年金給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利につい

て裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

五　前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

８　特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用

については、老齢厚生年金とみなす。

９　第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用す

る。

（特例遺族年金）

１０　特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出し

なければならない。

一　氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日、死亡した年月日並びに基礎年金番号

三　被保険者（旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。）又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた

期間

四　削除

五　被保険者又は被保険者であつた者が 後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨

六　法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称

七　被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものである

ときは、その旨

八　公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受け

ることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

九　法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨

十　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　第三十条第一項第十一号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　第三十条第一項第十一号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十条第一項第十一号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

１１　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三　被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四　被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項

についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

五　請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類

六　請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その

事実を証する書類

七　請求者（妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。）が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、そ

の障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

八　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

九　被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類

十　公的年金給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利につい

て裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

十一　前項第十号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

１２　被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえ

て、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならな

い。

１３　被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していた

ときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コ

ード

二　請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨

１４　特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八

十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。

１５　第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用す

る。

（住所変更の届出の特例）

１６　事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項まで

の規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記

載して提出することができる。

１７　法附則第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過

措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣
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に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することと

された規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長（以下「社会保険庁長官等」という。）がすべき裁定、

承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの

とする。

１８　前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に

対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の

法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものと

する。

附　則　（昭和三一年七月二六日厚生省令第二八号）

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和三二年四月三〇日厚生省令第一一号）

この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。

附　則　（昭和三二年七月一日厚生省令第二九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三二年七月一日厚生省令第三〇号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条及び様式第九号の改正規定は、昭和三十二年八月一日から、第七条から第九条

までの改正規定、第十条第一項及び第七十八条第二項並びに様式第三号及び様式第四号の改正規定並びに様式第四号の次に様式第四号の

二、様式第四号の三及び様式第四号の四を加える改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。

（報酬月額の届出の特例）

２　第十八条の規定により昭和三十二年八月に行う届出は、同条に基く様式にかかわらず、厚生大臣が別に定める様式による厚生年金保険

被保険者報酬月額算定基礎届正副三通を都道府県知事に提出することによつて行うものとする。同条後段の規定は、この場合において準

用する。

附　則　（昭和三三年六月一四日厚生省令第一六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附　則　（昭和三五年四月三〇日厚生省令第一五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。

（更訂支給額票）

４　都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第十七号）附則第四条の規定により年金額を引き上げられ

る者に対し更訂支給額票（別記様式）を交付しなければならない。

５　受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、
かん

鰥夫年

金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。

別記様式

（厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和三十五年厚生省令第十五号）附則第四項）
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別記様式(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十五年厚生省令第十五

号)附則第四項) 

      年金更訂支給額票          

  厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭

和35年法律第17号)附則第4条による。 

  

  
年 金 証 書 の 記 号 番 号 第               号 

  

受 給 権 者 氏 名   

更 訂 年 金 額 金               円 

更 訂 年 金 支 給 開 始 年 月  昭和35年5月 

厚 生 省 

  この票は、年金証書の表面左上に必ずはつておい

て下さい。 
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附　則　（昭和三六年一一月一七日厚生省令第四八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置による未支給年金請求の特例）

２　昭和三十六年四月一日から通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百八十二号。以下「改

正法」という。）施行の日の前日までの間に死亡した年金たる保険給付の受給権者に係る未支給の年金又はその支給を、その年金の加給

年金額の計算の基礎となつていた者が請求する場合の手続については、なお従前の例によることができる。

（経過措置による通算老齢年金請求の特例）

３　改正法附則第五条第一項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、そ

の者が昭和三十六年四月一日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職

員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。

４　改正法附則第五条第三項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、昭

和三十六年四月一日後においてその者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類

を、添えなければならない。

５　改正法附則第八条の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、同条第四

号に掲げる書類は、添えることを要しない。

（経過措置による脱退手当金請求の特例）

６　改正法附則第九条第一項及び第二項の規定による脱退手当金を請求する場合には、この省令による改正後の第七十七条の規定を準用す

る。ただし、同条第一項及び第二項の規定に該当する女子（改正法による改正前の法附則第二十二条の二の規定に該当するものを除く。）

が脱退手当金を請求する場合には、第七十七条第二項第二号に掲げる書類は、添えることを要しない。

７　改正法附則第九条第五項の規定により改正法による改正後の法第三十七条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手

当金の請求については、この省令による改正後の第七十七条の二の規定を準用する。

（脱退手当金返還の申出）

８　改正法附則第九条第六項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に被保険者証を添えて都道府県知事に提出するこ

とによつて行なうものとする。

一　被保険者台帳の記号番号

二　脱退手当金の支給を受けた年月日

附　則　（昭和三七年六月五日厚生省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

附　則　（昭和三七年七月三日厚生省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改

正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日

雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及

び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号に

よる厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号）　抄

１　この省令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。

附　則　（昭和三七年一二月一日厚生省令第五二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年一二月二四日厚生省令第五三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

附　則　（昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付のうち、次の表の上欄に掲げる都道府県知事を管轄都道府県知事とする受給権者のそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる年金たる保険給付以外の保険給付に係るこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定（この省令によ

る改正後の第八条の二、様式第十八号ノ二及び様式第二十四号を除く。以下「改正後の規定」という。）による手続については、改正後

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

埼玉県知事

千葉県知事

神奈川県知事

　当該知事が昭和三十九年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち同年八月以後の月分に係るもの

（同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。）及び当該知事が同年十一月一日以後にお

いて裁定する年金たる保険給付

大阪府知事

兵庫県知事

　当該知事が昭和四十年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち昭和三十九年十一月以後の月分に

係るもの（同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。）及び当該知事が昭和四十年

二月一日以後において裁定する年金たる保険給付

東京都知事 　当該知事が昭和四十年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付（通算老齢年金を除く。以下この欄にお

いて同じ。）のうち同年八月以後の月分に係るもの（同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたもの

を除く。）及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付

埼玉県知事、千葉県知

事、神奈川県知事、大

阪府知事及び兵庫県知

事以外の都道府県知事

　当該知事が昭和四十年十一月三十日までに裁定した通算老齢年金のうち同年六月以後の月分に係るもの（同年

十月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。）及び当該知事が同年十二月一日以後において

裁定する通算老齢年金
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埼玉県知事、千葉県知

事、神奈川県知事、大

阪府知事、兵庫県知事

及び東京都知事以外の

道府県知事

　当該知事が昭和四十一年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付（通算老齢年金を除く。以下この欄に

おいて同じ。）のうち昭和四十年十一月以後の月分に係るもの（同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の

処分をしたものを除く。）及び当該知事が昭和四十一年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付

附　則　（昭和四〇年六月五日厚生省令第三〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（更訂支給額票）

５　都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。）附則第九条、第

十条第一項及び第十一条第一項の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票（別記様式）を交付しなければならない。

６　受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡

婦年金証書、
かんぷ

鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。

（準用）

７　厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の法律第百四

号附則第十条第三項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。

８　法律第百四号附則第十七条第一項及び第二項の規定による脱退手当金を請求する場合には、厚生年金保険法施行規則第七十七条（第二

項第二号を除く。）の規定を準用する。

９　法律第百四号附則第十七条第四項の規定により、厚生年金保険法第三十七条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退

手当金の請求については、厚生年金保険法施行規則第七十七条の二の規定を準用する。

別記様式

（厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五項）
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別記様式(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五項) 

年 金 更 訂 支 給 額 票 

  

厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法

律第104号)附則第9条、第10条又は第11条による。 
  

  
年金証書の

記号番号 
第          号 

受 給 権 者

氏 名 
  

  

更訂年金額 金          円 
更訂年金支

給開始年月 
昭和40年5月 

社 会 保 険 庁 

(この票は、年金証書の表面左上に必ずはつておいて下さい。) 
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附　則　（昭和四〇年六月三〇日厚生省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年一〇月二九日厚生省令第五〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年一〇月二四日厚生省令第三七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年七月一日厚生省令第一九号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十条の二第二項第五号若しくは第三項、第三十四条第二項第五号若しくは第三

項、第三十五条第二項第四号若しくは第三項、第四十四条の二第二項第二号、第三号若しくは第七号、第四十七条第二項第五号、第五十

条第二項第一号、第二号若しくは第六号、第五十一条第二項第一号、第二号若しくは第五号、第六十五条第三項第一号、第二号若しくは

第五号又は第六十八条第二項第一号、第二号若しくは第五号の規定に基づき都道府県知事が指定した者は、この省令による改正後の厚生

年金保険法施行規則の相当規定に基づき、社会保険庁長官が指定した者とみなす。

３　この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十五条、第四十三条の六、第五十一条又は第六十八条の規定により提出すべきも

のとされていた年金受給権者現況届については、なお従前の例による。

附　則　（昭和四二年一一月二一日厚生省令第五〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

附　則　（昭和四三年七月二五日厚生省令第三一号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。

（経過規定）

２　厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出につい

ては、なお従前の例によることができる。

３　前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前

の様式によることができる。

一　健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

二　健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

三　厚生年金保険被保険者種別変更届

四　厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書

附　則　（昭和四四年八月二三日厚生省令第二三号）　抄

１　この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

附　則　（昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三四号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（準用）

２　厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保

険法及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十八号）附則第七条第三項の規定による障害年金の額の改定の請求に

ついては、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。

附　則　（昭和四五年四月一五日厚生省令第一三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（昭和四六年八月二日厚生省令第二九号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条の十三、第五十八条、第七十五条及び第七十七

条の二の改正規定は公布の日から施行する。

（準用）

２　厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保

険法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第七十二号）附則第五条第二項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚

生年金保険法施行規則の規定を準用する。

附　則　（昭和四八年一〇月九日厚生省令第四〇号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

（準用）

２　厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受

ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号）附則第三条第四項において準用する厚生

年金保険法第五十二条の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。

附　則　（昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前に交付された厚生年金保険被保険者証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用について

は、同令の規定による年金手帳とみなす。
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３　この省令の施行前に定められた厚生年金保険の被保険者台帳の記号番号は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定に

よる年金手帳の厚生年金保険の記号番号とみなす。

４　船員保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和四十九年厚生省令第四十三号）による改正前の船員保険法施行規則（昭和十五年厚生

省令第五号）の規定による船員保険の年金番号証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、船員保

険法施行規則の一部を改正する省令による改正後の船員保険法施行規則の規定による年金手帳とみなす。

５　都道府県知事は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三条第一項の規定により提出された年金手帳が附則第二項の規定

により年金手帳とみなされた厚生年金保険被保険者証である場合には、改正後の厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項後段の規定に

かかわらず、当該厚生年金保険被保険者証に代えて、年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。この場合において、同条

第二項の規定を準用する。

附　則　（昭和五〇年七月二三日厚生省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十九条の改正規定は、昭和五十年八月一日から、第三十条第二項に一号を加える改

正規定、第三十九条に一項を加える改正規定、第四十二条第三項に一号を加える改正規定、第四十三条の二第二項に一号を加える改正規

定、第四十三条の十一に一項を加える改正規定、第四十三条の十四第三項に一号を加える改正規定、第四十四条第二項に一号を加える改

正規定、第五十五条に一項を加える改正規定、第五十八条第三項に一号を加える改正規定、第六十条第三項に一号を加える改正規定、第

七十二条に一項を加える改正規定、第七十五条第三項に一号を加える改正規定及び附則第十項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年

一月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年七月二七日厚生省令第三二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は公布の日から施行する。

（健康保険法による標準報酬月額の届出）

第二条　昭和五十一年七月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に

被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であつて、健康保険の被保険者である者について、当該健康保

険組合から、その者の同年七月における健康保険法（大正十一年法律第七十号）に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたとき

は、当該通知を受けた日から五日以内（この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から五日以内）に当

該標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同年七月の健康保険法による標準報酬月額が二十万円以下であると

きは、この限りでない。

（六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出）

第三条　昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老

齢年金を受ける権利を有するものは、同年九月三十日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければな

らない。

一　受給権者の生年月日

二　老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号

三　現に被保険者又は船員保険の被保険者として使用される事務所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

２　厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、

船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者

が行う届書の提出について準用する。

（寡婦加算不該当の届出）

第四条　昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）附則第十六

条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は

被保険者であつた者の死亡について厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政令第百十号）第三条の二の二に掲げる給付の支給を受けるこ

とができるものは、同年九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

一　受給権者の生年月日

二　遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号

三　当該給付の名称及びその支給を行う者の名称

四　当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日

２　厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第四項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。

附　則　（昭和五一年一〇月一日厚生省令第四七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行し、附則第三項による改正後の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十一年厚生省令

第三十二号）附則第五条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎と

なる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。

附　則　（昭和五二年七月一五日厚生省令第二九号）

この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年五月三〇日厚生省令第三五号）

この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年一一月二八日厚生省令第七一号）

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年四月二一日厚生省令第一八号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

（被保険者の氏名等の届出）

２　事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者（同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。）

について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖

縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。

一　被保険者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）及び生年月日

二　年金手帳の厚生年金保険の記号番号

三　被保険者の種別
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四　健康保険被保険者証の記号番号

３　事業主は、前項に規定する被保険者（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十三条の規定により昭和五十四年八月から

十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。）について、同年八月十日までに提出する厚生

年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の

届書を提出することを要しない。

一　被保険者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）及び生年月日

二　年金手帳の厚生年金保険の記号番号

附　則　（昭和五四年五月二九日厚生省令第二六号）

この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年一一月二〇日厚生省令第四四号）

この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和五五年一〇月三一日厚生省令第三九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（加給年金額支給停止事由の該当等の届出）

第二条　昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は

障害年金（その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。）を受ける権利を有する者（その者の配偶者が当該老齢

年金又は障害年金の加給年金額の対象者（加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。）となつており、かつ、当該

配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。）第三条の二の二に掲

げる給付（その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。）の支給を受けることができ

る者に限る。）は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

一　老齢年金又は障害年金の受給権者の生年月日

二　老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号

三　当該配偶者の氏名及び生年月日

四　当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の

名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号

五　当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日

の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日

（寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出）

第三条　昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下

「法」という。）第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金（法附則第十六条第一項において準用する法第六十二

条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による

保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。）を受ける権利を有する者であ

つて、同日において令第三条の五に掲げる給付（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受けることができるもの

は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

一　受給権者の生年月日

二　遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号

三　当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又は

これらに準ずる書類の記号番号又は番号

四　当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるとき

は、その期間の始期及び終期の年月日

（法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出）

第四条　厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。）附則第二十二条又は

附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとす

る。

２　法律第八十二号第一条の規定による改正前の法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項若しく

は附則第二十八条の三第二項又は法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律

（昭和三十六年法律第百八十二号）附則第八条第三項の請求をする前に、法又は船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）による老齢に

関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。

３　厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。

（法律第八十二号附則第六十条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例）

第五条　法律第八十二号附則第六十条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けよ

うとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書

を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　請求者の生年月日及び住所

二　法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号

三　加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係

四　加給年金額の対象者である配偶者が次のいずれかに掲げる給付（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受け

ることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年

金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号

イ　老齢年金又は障害年金

ロ　令第三条の二の二に掲げる給付

２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に

当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している

等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び

第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。

一　障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
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二　疾病又は負傷が厚生年金保険法施行規則別表（以下この条において「別表」という。）に掲げるものであるときは、その障害の状態

の程度を示すレントゲンフイルム

三　加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日の区長を含むものとし、その者と請求者との身分関係を明らかにすることがで

きる市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市に

あつては、区長又は総合区長とする。）の証明書又は戸籍の抄本

四　加給年金額の対象者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類

五　加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する

医師又は歯科医師の診断書

六　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム

七　法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書（当該年金証書を添えることができな

いときは、その事由書）

（法律第八十二号附則第六十三条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求）

第六条　厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十八号）附則第四条第一項又は第二項に規定する者

であつて、昭和三十二年十月前の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第三

条の規定による改正前の法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し

支給する保険給付（老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。）の受給権者が、法律第八十二号附則第六十三条の規定によ

り当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　受給権者の生年月日

二　老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の年金証書の記号番号

附　則　（昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号）

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号）　抄

１　この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号）

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年七月一六日厚生省令第三二号）

この省令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十一年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十三条　この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第七号から様式第九号まで、様式第十号の二及び様式第十一号の

届書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則（以下「新厚生年金保険法施行規則」という。）の様式による

ものとみなす。

２　新厚生年金保険法施行規則第十八条に規定する様式第八号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報

酬月額算定基礎届（別記様式）によることができる。

（旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等）

第十四条　昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九

年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。）による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生

年金保険法施行規則第三十条（第一項第六号を除く。）から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五（第三号を除く。）ま

で、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、

第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九ま

で、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項（第六号を除

く。）から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省

令（昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。）附則第五条並びに第十二条の規定による改正前

の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。）

附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第一項 法第三十三条 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以

下「昭和六十年改正法」という。）第三条の規定による改正前の法（以

下「法」という。）第三十三条

第三十条第一項第一号 請求者の 氏名、

第三十条第一項第二号 年金手帳の厚生年金保険の記号

番号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番

号（以下「個人番号」という。）又は国民年金法（昭和三十四年法律第

百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号（以下「基礎年金番号」

という。）

第三十条第一項第三号 被保険者又は船員保険の被保険

者の資格を喪失して

昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法（以下「新法」とい

う。）第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者（昭和

六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法（以下「旧船員

保険法」という。）による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第

十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」
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という。）以外の被保険者（以下「被保険者」という。）又は船員被保

険者の資格を喪失して

船員保険の被保険者の資格を喪

失した

船員被保険者の資格を喪失した

船員保険の被保険者として 船員被保険者として

第三十条第一項第四号 第四種被保険者 第四種被保険者（昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第

四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を

いう。以下同じ。）

第三十条第一項第五号及び附

則第九項第五号

船員保険の被保険者 船員被保険者

第三十条第一項第八号 障害年金、遺族年金、通算遺族

年金若しくは特例遺族年金又は

船員保険法による障害年金を受

ける権利を有する者にあつて

は、その年金の年金証書の記号

番号

国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（昭和六十一年厚生

省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。）第二条の規定

による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付（以下

単に「公的年金給付」という。）を受ける権利を有する者にあつては、

当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その

支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又

はこれに準ずる書類の年金コード（年金の種別及びその区分を表す記

号番号をいう。以下同じ。）又は記号番号若しくは番号

第三十条第一項 九　加給年金額の対象者である

配偶者が、次のいずれかに掲げ

る給付（その全額につき支給を

停止されているものを除く。）

の支給を受けることができると

きは、当該給付の名称、その支

給を行う者の名称、その支給を

受けることができることとなつ

た年月日、及びその年金証書、

恩給証書又はこれらに準ずる書

類の記号番号又は番号

イ　老齢年金又は障害年金

ロ　令第三条の二の二に掲げる

給付

九　加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付

の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行

う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及

びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は

記号番号若しくは番号

イ　老齢年金又は障害年金

ロ　国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関す

る政令（昭和六十一年政令第五十四号）第九十三条の規定により読み

替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十

一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。）第二条

の規定による改正前の令（以下「令」という。）第三条の二の二に掲げ

る給付

九の二　配偶者があるときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号

第三十条第一項第十号、第三

十条の二第一項第二号及び第

三号、第三十一条第一項第二

号、第三十二条第二号、第三

十三条第二号、第三十三条の

二第二号、第三十四条第一項

第二号、第三十四条の二第二

号、第三十八条第二号、第三

十九条第一項第二号、第四十

条第二項第二号、第四十一条

第一項第三号、第四十二条第

一項第三号、第四十三条の二

第一項第八号、第四十三条の

三第一項第二号及び第三号、

第四十三条の四第一項第二号、

第四十三条の五第二号、第四

十三条の十第二号、第四十三

条の十一第一項第二号、第四

十三条の十二第二項第二号、

第四十三条の十三第一項第三

号、第四十三条の十四第一項

第三号、第四十四条の二第一

項第二号及び第三号、第四十

六条第二号、第四十七条第一

項第二号、第四十八条第二号、

第四十九条第二号、第四十九

条の二第二号、第五十条第一

項第二号、第五十条の二第二

号、第五十三条第一項第二号、

第五十四条第二号、第五十五

条第一項第二号、第五十六条

第二項第二号、第五十七条第

一項第三号、第五十八条第一

項第三号、第六十一条第一項

記号番号 年金コード
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第二号及び第三号、第六十二

条第一項第二号、第六十三条

第一項第二号、第六十四条第

二号、第六十四条の二第二号、

第六十四条の三第二号、第六

十五条第一項第二号、第六十

五条の二第二号、第六十五条

の三第一項第二号、第六十五

条の四第一項第二号、第六十

五条の五第一項第二号、第六

十五条の六第二号、第六十六

条第二号、第七十一条第二号、

第七十二条第一項第二号、第

七十三条第二項第二号、第七

十四条第一項第三号、第七十

五条第一項第三号、第七十六

条の三第一項第二号及び第三

号、第七十六条の四第一項第

二号、第七十六条の五第一項

第二号、第七十六条の六第一

項第二号、第七十六条の七第

一項第二号、第七十六条の八

第二号、第七十六条の十三第

二号、第七十六条の十四第一

項第二号、第七十六条の十五

第二項第二号、第七十六条の

十六第一項第三号、第七十六

条の十七第一項第三号並びに

第八十二条第三項第一号

第三十条第一項第十二号 払渡希望金融機関の名称及び預

金通帳の記号番号又は払渡希望

郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局

の名称及び所在地（公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための

預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法律第三十八号）第三条

第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯

金口座（以下「公金受取口座」という。）への払込みを希望する者にあ

つては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。）

第三十条第二項 四　加給年金額の対象者がある

ときは、その者の生年月日及び

その者と請求者との身分関係を

明らかにすることができる市町

村長の証明書又は戸籍の抄本

四　加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類

イ　加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町

村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十

条の九の規定により加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報

の提供を受けることができないときに限る。）

ロ　加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることが

できる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

四の二　前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記

載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金

番号を明らかにすることができる書類

第三十条第二項第一号、第四

十三条の二第二項第一号及び

附則第十項第一号

年金手帳（年金手帳を添えるこ

とができないときは、その事由

書）

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつて

は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることが

できる書類

第三十条第二項第二号 及び地方自治法（昭和二十二年

法律第六十七号）第二百五十二

条の十九第一項の指定都市にあ

つては、区長とする。以下同

じ。）の証明書又は戸籍の抄本

の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区

長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民

基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九の規定によ

り請求者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人

確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができないときに限

る。）

第三十条第二項第八号 事由書） 事由書）及び前項第八号に規定する公的年金給付（厚生労働大臣が支

給するものを除く。）の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金

証書又はこれに準ずる書類

第三十条第二項第九号、第四

十三条の二第二項第六号及び

附則第十項第四号

預金通帳の記号番号についての

当該払渡希望金融機関の証明書

預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる

書類

第三十条の二第一項 厚生年金保険及び船員保険交

渉法

昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保

険及び船員保険交渉法
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ならない。 ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載する

ときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明

らかにすることができる書類を添えなければならない。

第三十条の二第一項、第四十

三条の三第一項、第四十四条

の二第一項、第六十一条第一

項及び第七十六条の三第一項

選択しようとする者 選択しようとする者（昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定

により支給を停止されている者を除く。）

第三十条の二第一項、第三十

一条第一項、第三十二条から

第三十三条の二まで、第三十

四条第一項、第三十四条の二、

第三十九条第一項、第四十三

条の三第一項、第四十三条の

四第一項、第四十三条の五、

第四十三条の十一第一項、第

四十四条の二第一項、第四十

六条、第四十七条第一項、第

四十八条、第四十九条、第四

十九条の二、第五十条第一項、

第五十条の二、第五十五条第

一項、第六十一条第一項、第

六十二条第一項、第六十四条

から第六十四条の三まで、第

六十五条第一項、第六十五条

の二、第六十五条の四第一項、

第六十五条の五第一項、第六

十五条の六、第七十二条第一

項、第七十六条の三第一項、

第七十六条の六第一項、第七

十六条の七第一項及び第七十

六条の十四第一項

一　受給権者の生年月日 一　氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

第三十条の二第一項第五号、

第三十三条の二第四号、第三

十四条第一項第五号、第三十

四条の二第四号、第四十四条

の二第一項第五号、第四十七

条第一項第五号、第四十九条

の二第四号、第五十条第一項

第五号及び第五十条の二第四

号

記号番号又は番号 年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の個人番号又

は基礎年金番号

第三十条の二第二項第一号、

第三十四条第二項第一号及び

第四十三条の四第二項

抄本 抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該

受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない

ときに限る。）

第三十三条の二、第三十四条

の二、第四十九条の二及び第

五十条の二

老齢年金若しくは障害年金又は

同条に掲げる給付

障害年金又は同条に掲げる給付（障害を支給事由とするものに限る。）

老齢年金若しくは障害年金若し

くは同条に掲げる給付

障害年金若しくは同条に掲げる給付（障害を支給事由とするものに限

る。）

第三十四条第一項 第一項から第三項までの規定又

は交渉法第二十条

第三項、交渉法第二十条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条

第二項

消滅したとき 消滅したとき（昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつ

て被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅

したときを除く。）

申出書 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令

第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書

第三十四条第一項第四号及び

第五号、第三十四条第二項、

第四十三条の四第二項、第五

十条第一項第四号及び第五号、

第六十五条第三項並びに第七

十六条の六第三項

第三十八条第二項 第三十八条第二項若しくは昭和六十年改正法附則第五十六条第六項

第三十四条第一項第四号及び

第五号

又は法第四十六条第一項ただし

書若しくは第二項の規定に該当

しなくなつたことにより支給を

停止すべき事由が消滅した場合

を除く。）

を除く。）
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第三十四条第一項第五号及び

第五十条第一項第五号

（その （障害を支給事由とする給付であつてその

第三十四条第二項 又は法第四十六条第一項ただし

書若しくは第二項の規定に該当

しなくなつたことにより支給を

停止すべき事由が消滅したとき

は、この限りでない。

は、この限りでない。

第三十四条の二及び第五十条

の二

届書を 届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることがで

きる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同条に掲げる

給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受けることができなく

なつたことを証する書類を添えて、これを

第三十七条第一項、第三十八

条、第四十三条の九第一項、

第四十三条の十、第五十三条

第一項、第五十四条、第七十

一条及び第七十六条の十三

受給権者は 受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により

機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。）は

第三十七条第一項 一　受給権者の生年月日

二　老齢年金証書の記号番号

三　変更前の氏名

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　老齢年金証書の年金コード

第三十八条、第四十三条の十、

第五十四条、第七十一条及び

第七十六条の十三

一　受給権者の生年月日 一　氏名、生年月日及び変更後の住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

第三十九条第一項、第四十三

条の十一第一項、第五十五条

第一項、第七十二条第一項及

び第七十六条の十四第一項

払渡希望金融機関 払渡希望金融機関若しくは払渡希望金融機関の預金口座の名義

第三十九条 三　払渡希望金融機関の名称及

び預金通帳の記号番号又は払渡

希望郵便局の名称及び所在地

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに

定める事項

イ　払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者（ロ及びハに規定す

る者を除く。）　払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口

座番号

ロ　払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成十七年

法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同

じ。）の営業所又は郵便局（簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十

三号）第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業

所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業（銀行法（昭和

五十六年法律第五十九号）第二条第十四項に規定する銀行代理業をい

う。）の業務を行うものをいう。）（以下「郵便貯金銀行の営業所等」と

いう。）を希望する者（預金口座への払込みを希望する者を除く。）　払

渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　公金受取口座への払込みを希望する者　払渡希望金融機関の名称

及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

　 ２　前項の届書には、払渡しを

受ける機関に金融機関を希望す

る者にあつては、預金通帳の記

号番号についての当該払渡希望

金融機関の証明書を添えなけれ

ばならない。

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座

の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすること

ができる書類を添えなければならない。

第四十条第一項 又は
ヽ

き損したとき 若しくは毀損したとき又は老齢年金証書に記載された氏名に変更があ

るとき

第四十条第二項 一　受給権者の生年月日 一　氏名（老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、

変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

三　滅失又は
ヽ

き損の事由 三　老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

第四十条第三項 老齢年金証書が
ヽ

き損したことに

より前項の申請書を提出すると

きは、これにその

前項の申請書（老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係

るものを除く。）には、

第四十一条第一項、第四十三

条の十三第一項、第五十七条

第一項、第七十四条第一項及

び第七十六条の十六第一項

法 新法

第四十一条第一項、第四十二

条第一項、第四十三条の十三

第一項、第四十三条の十四第

一項、第五十七条第一項、第

五十八条第一項、第七十四条

二　受給権者の氏名及び生年

月日

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　受給権者の基礎年金番号
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第一項、第七十五条第一項、

第七十六条の十六第一項及び

第七十六条の十七第一項

第四十二条第一項、第四十三

条の十四第一項、第五十八条

第一項、第七十五条第一項及

び第七十六条の十七第一項

一　請求者の氏名及び住所並び

に請求者と受給権者との身分

関係

一　氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二　個人番号

第四十二条第一項第六号、第

四十三条の二第一項第九号、

第四十三条の十四第一項第六

号、第五十八条第一項第六号、

第六十二条第一項第五号、第

七十五条第一項第六号、第七

十六条の四第一項第三号、第

七十六条の十七第一項第六号

及び附則第九項第九号

払渡希望金融機関の名称及び預

金通帳の記号番号又は払渡希望

郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局

の名称及び所在地（公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、

公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。）

第四十二条第三項、第四十三

条の十四第三項、第五十八条

第三項、第七十五条第三項及

び第七十六条の十七第三項

三　払渡しを受ける機関に金融

機関を希望する者にあつては、

預金通帳の記号番号についての

当該払渡希望金融機関の証明書

三　払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口

座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の

写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

四　新法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の年

金証書（年金証書を添えることができないときは、その事由書）

第四十二条第三項第一号 又は戸籍の謄本若しくは抄本 、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則（平成十七年法務省令

第十八号）第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一

項に規定する法定相続情報一覧図の写し（以下「法定相続情報一覧図

の写し」という。）

第四十三条の二第一項及び附

則第九項

一　請求者の生年月日及び住所

二　年金手帳の厚生年金保険の

記号番号

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

第四十三条の二第一項第六号 該当する旨 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一

時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨

第四十三条の二第一項第七号 障害年金、遺族年金、通算遺族

年金又は特例遺族年金の受給権

者にあつては、その年金の年金

証書の記号番号

公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、

当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けること

ができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書

類の年金コード又は記号番号若しくは番号

第四十三条の二第二項第二号

及び附則第十項第二号

抄本 抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求

者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに

限る。）

第四十三条の二第二項第五号 事由書） 事由書）及び前項第七号に規定する公的年金給付（厚生労働大臣が支

給するものを除く。）の受給権者にあつては、年金証書又はこれに準ず

る書類

第四十三条の三第二項、第四

十四条の二第二項第一号、第

五十条第二項第一号、第六十

一条第二項第一号、第六十五

条第三項第一号、第六十五条

の三第三項第一号、第七十六

条の三第二項第一号及び第七

十六条の六第三項第一号

抄本 抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその

者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに

限る。）

第四十三条の四第一項 第四十六条の七又は交渉法第十

九条の三

第四十六条の七第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則

第五十六条第二項又は同法附則第七十八条第六項の規定により適用す

るものとされた平成六年改正法附則第二十一条（船員保険の被保険者

となつたことにより適用される場合に限る。）

消滅したとき 消滅したとき（昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつ

て被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅

したときを除く。）

申出書 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令

第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書

第四十三条の四第二項 又は法第四十六条の七第一項た

だし書若しくは第二項の規定に

該当しなくなつたことにより支

給を停止すべき事由が消滅した

ときは、この限りでない。

は、この限りでない。

第四十三条の五 至つたとき 至つたとき（昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて

被保険者の資格を喪失したことにより法第四十六条の四第三項におい

て準用する法第四十三条第四項の規定に該当するに至つたときを除く。）
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第四十三条の九第一項 一　受給権者の生年月日

二　通算老齢年金証書の記号

番号

三　変更前の氏名

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　通算老齢年金証書の年金コード

第四十三条の十一 三　払渡希望金融機関の名称及

び預金通帳の記号番号又は払渡

希望郵便局の名称及び所在地

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに

定める事項

イ　第三十九条第一項第三号イに規定する者　払渡希望金融機関の名

称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十九条第一項第三号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行

の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十九条第一項第三号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名

称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

　 ２　前項の届書には、払渡しを

受ける機関に金融機関を希望す

る者にあつては、預金通帳の記

号番号についての当該払渡希望

金融機関の証明書を添えなけれ

ばならない。

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座

の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすること

ができる書類を添えなければならない。

第四十三条の十二第一項 又は
ヽ

き損したとき 若しくは毀損したとき又は通算老齢年金証書に記載された氏名に変更

があるとき

第四十三条の十二第二項 一　受給権者の生年月日 一　氏名（通算老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつ

ては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

三　滅失又は
ヽ

き損の事由 三　通算老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

第四十三条の十二第三項 通算老齢年金証書が
ヽ

き損したこ

とにより前項の申請書を提出す

るときは、これにその

前項の申請書（通算老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請

に係るものを除く。）には、

第四十三条の十四第三項第一

号、第五十八条第三項第一号、

第七十五条第三項第一号及び

第七十六条の十七第三項第一

号

又は戸籍の謄本若しくは抄本 、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し

第四十四条の二第一項第四号、

第四十七条第一項第四号及び

第五十条第一項第四号

引き続き受給権者によつて生計

を維持している旨

受給権者によつて生計を維持している旨

第四十五条 （胎児出生の届出）

第四十五条　障害年金の受給権

者は、法第五十一条第二項にお

いて準用する法第四十四条第二

項に規定する胎児が出生したと

きは、十日以内に、次の各号に

掲げる事項を記載した届書を、

社会保険庁長官に提出しなけれ

ばならない。

一　受給権者の生年月日

二　障害年金証書の記号番号

三　子の氏名及び生年月日

２　前項の届書には、次の各号

に掲げる書類を添えなければな

らない。

一　子の生年月日及びその子と

受給権者との身分関係を明らか

にすることができる市町村長の

証明書又は戸籍の抄本

二　子が法別表第一に定める一

級又は二級の障害の状態にある

ときは、その障害の状態の程度

に関する医師の診断書

（配偶者又は子を有するに至つた場合の届出）

第四十五条　障害年金の受給権者は、配偶者（法第五十一条第二項に

おいて準用する法第四十四条第一項に規定する配偶者をいう。以下こ

の条において同じ。）又は子（法第五十一条第二項において準用する法

第四十四条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。）を

有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各

号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければな

らない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金証書の年金コード

四　配偶者又は子の氏名、生年月日及び個人番号

五　配偶者又は子を有するに至つた年月日及びその事由

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は

戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によ

り当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない

ときに限る。）

一の二　子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町

村長の証明書又は戸籍の抄本

二　子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、

その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

三　配偶者又は子が受給権者によつて生計を維持していることを明ら

かにすることができる書類

第四十七条第二項 前項の請求書には、その請求書

を提出する日前一月以内に作成

された次の各号に掲げる書類等

を添えなければならない。

一　障害の現状に関する医師又

は歯科医師の診断書

前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等

イ　障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

ロ　疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態

の程度を示すレントゲンフィルム
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二　疾病又は負傷が別表に掲げ

るものであるときは、その障害

の状態の程度を示すレントゲン

フィルム

三　加給年金額の対象者がある

ときは、その者と請求者との身

分関係を明らかにすることがで

きる市町村長の証明書又は戸籍

の抄本

四　加給年金額の対象者のう

ち、法別表第一に定める一級又

は二級の障害の状態にある子で

あつて、社会保険庁長官が指定

する以外のものがあるときは、

その障害の現状に関する医師又

は歯科医師の診断書

ハ　加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の

障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のもの

があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

二　加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係

を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（当該

請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。）

第五十条第一項 又は交渉法第二十条 、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項

申出書 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十六条において準用する同令

第二条の規定による改正後の第四十五条第一項に規定する申請書

第五十三条第一項 一　受給権者の生年月日

二　障害年金証書の記号番号

三　変更前の氏名

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　障害年金証書の年金コード

第五十五条 三　払渡希望金融機関の名称及

び預金通帳の記号番号又は払渡

希望郵便局の名称及び所在地

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに

定める事項

イ　第三十九条第一項第三号イに規定する者　払渡希望金融機関の名

称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十九条第一項第三号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行

の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十九条第一項第三号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名

称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

　 ２　前項の届書には、払渡しを

受ける機関に金融機関を希望す

る者にあつては、預金通帳の記

号番号についての当該払渡希望

金融機関の証明書を添えなけれ

ばならない。

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座

の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすること

ができる書類を添えなければならない。

第五十六条第一項 又は
ヽ

き損したとき 若しくは毀損したとき又は障害年金証書に記載された氏名に変更があ

るとき

第五十六条第二項 一　受給権者の生年月日 一　氏名（障害年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、

変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

三　滅失又は
ヽ

き損の事由 三　障害年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

第五十六条第三項 障害年金証書が
ヽ

き損したことに

より前項の申請書を提出すると

きは、これにその

前項の申請書（障害年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係

るものを除く。）には、

第六十一条第一項第五号、第

六十二条第一項第四号、第六

十四条の二第四号、第六十五

条第一項第五号、第六十五条

の二第三号及び第六十五条の

六第三号

記号番号又は番号 年金コード又は記号番号若しくは番号

第六十二条第二項第一号及び

第七十六条の四第二項第一号

又は戸籍の抄本 、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

第六十三条第一項及び第七十

六条の五第一項

一　受給権者の生年月日 一　氏名、生年月日及び住所

一の二　基礎年金番号

第六十五条第一項 第六十四条、第六十五条又は第

六十六条

第六十四条から第六十六条までの規定又は昭和六十年改正法附則第五

十六条第二項

申出書 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令

第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書

第六十五条の三第一項 一　請求者の生年月日 一　請求者の生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

第六十六条及び第七十六条の

八

一　申請者及び所在不明者の生

年月日

一　申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所

一の二　申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年

金番号
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三　所在不明者の氏名、所在不

明者の住所及び所在不明

三　所在不明

第六十七条 一　申請者及び申請者以外の遺

族年金の受給権者の生年月日

二　申請者及び申請者以外の遺

族年金の受給権者の遺族年金証

書の記号番号

三　申請者以外の遺族年金の受

給権者の氏名及び住所

一　申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及

び住所

一の二　申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の個人番号又は

基礎年金番号

二　申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の年

金コード

第七十条 （氏名変更の届出）

第七十条　遺族年金の受給権者

は、その氏名を変更したとき

は、十日以内に、次の各号に掲

げる事項を記載した届書を、社

会保険庁長官に提出しなければ

ならない。

一　受給権者の生年月日

二　遺族年金証書の記号番号

三　変更前の氏名

２　前項の届書には、次の各号

に掲げる書類を添えなければな

らない。

一　遺族年金証書

二　氏名の変更に関する市町村

長の証明書又は戸籍の抄本

（氏名変更の届出）

第七十条　遺族年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三

十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることがで

きる者を除く。）は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各

号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければ

ならない。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　遺族年金証書の年金コード

三　氏名の変更の理由

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　遺族年金証書

二　戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができ

る書類

（氏名変更の理由の届出）

第七十条の二　遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であ

つて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更

をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に

提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　氏名の変更の理由

２　前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らか

にすることができる書類を添えなければならない。

第七十二条 三　払渡希望金融機関の名称及

び預金通帳の記号番号又は払渡

希望郵便局の名称及び所在地

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに

定める事項

イ　第三十九条第一項第三号イに規定する者　払渡希望金融機関の名

称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十九条第一項第三号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行

の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十九条第一項第三号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名

称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

　 ２　前項の届書には、払渡しを

受ける機関に金融機関を希望す

る者にあつては、預金通帳の記

号番号についての当該払渡希望

金融機関の証明書を添えなけれ

ばならない。

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座

の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすること

ができる書類を添えなければならない。

第七十三条第一項 又は
ヽ

き損したとき 若しくは毀損したとき又は遺族年金証書に記載された氏名に変更があ

るとき

第七十三条第二項 一　受給権者の生年月日 一　氏名（遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、

変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

三　滅失又は
ヽ

き損の事由 三　遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

第七十三条第三項 遺族年金証書が
ヽ

き損したことに

より前項の申請書を提出すると

きは、これにその

前項の申請書（遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係

るものを除く。）には、

第七十六条の四第一項 一　請求者の生年月日及び住所 一　請求者の生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

第七十六条の六第一項 又は法第六十八条の六において

準用する法第六十四条若しくは

第六十六条

、法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六

条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項

申出書 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令

第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書
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第七十六条の九 一　申請者及び申請者以外の通

算遺族年金の受給権者の生年

月日

二　申請者及び申請者以外の遺

族年金の受給権者の通算遺族年

金証書の記号番号

三　申請者以外の通算遺族年金

の受給権者の氏名及び住所

一　申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名、生年月

日及び住所

一の二　申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の個人番号

又は基礎年金番号

二　申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の通算遺族年金

証書の年金コード

第七十六条の十二 （氏名変更の届出）

第七十六条の十二　通算遺族年

金の受給権者は、その氏名を変

更したときは、十日以内に、次

の各号に掲げる事項を記載した

届書を、社会保険庁長官に提出

しなければならない。

一　受給権者の生年月日

二　通算遺族年金証書の記号

番号

三　変更前の氏名

２　前項の届書には、次の各号

に掲げる書類を添えなければな

らない。

一　通算遺族年金証書

二　氏名の変更に関する市町村

長の証明書又は戸籍の抄本

（氏名変更の届出）

第七十六条の十二　通算遺族年金の受給権者（厚生労働大臣が住民基

本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受

けることができる者を除く。）は、その氏名を変更したときは、十日以

内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提

出しなければならない。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　通算遺族年金証書の年金コード

三　氏名の変更の理由

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　通算遺族年金証書

二　戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができ

る書類

（氏名変更の理由の届出）

第七十六条の十二の二　通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更

した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないとき

は、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届

書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　氏名の変更の理由

２　前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らか

にすることができる書類を添えなければならない。

第七十六条の十四 三　払渡希望金融機関の名称及

び預金通帳の記号番号又は払渡

希望郵便局の名称及び所在地

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに

定める事項

イ　第三十九条第一項第三号イに規定する者　払渡希望金融機関の名

称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　第三十九条第一項第三号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行

の営業所等の名称及び所在地

ハ　第三十九条第一項第三号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名

称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

　 ２　前項の届書には、払渡しを

受ける機関に金融機関を希望す

る者にあつては、預金通帳の記

号番号についての当該払渡希望

金融機関の証明書を添えなけれ

ばならない。

２　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座

の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすること

ができる書類を添えなければならない。

第七十六条の十五第一項 又は
ヽ

き損したとき 若しくは毀損したとき又は通算遺族年金証書に記載された氏名に変更

があるとき

第七十六条の十五第二項 一　受給権者の生年月日 一　氏名（通算遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつ

ては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

三　滅失又は
ヽ

き損の事由 三　通算遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

第七十六条の十五第三項 通算遺族年金証書が
ヽ

き損したこ

とにより前項の申請書を提出す

るときは、これにその

前項の申請書（通算遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請

に係るものを除く。）には、

第八十条、第八十一条、第八

十四条、第八十五条及び第八

十七条

都道府県知事 厚生労働大臣

第八十二条第一項 社会保険庁長官又は都道府県

知事

厚生労働大臣

第八十二条第三項 二　受給権者の氏名及び生年

月日

二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　基礎年金番号

第八十九条第一号 年金手帳の厚生年金保険の記号

番号

被保険者の基礎年金番号
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附則第九項第八号 障害年金又は遺族年金の受給権

者にあつては、その年金の年金

証書の記号番号

公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、

当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けること

ができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書

類の年金コード又は記号番号若しくは番号

附則第十項第三号 書類 書類及び前項第八号に規定する公的年金給付（厚生労働大臣が支給す

るものを除く。）の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書

又はこれに準ずる書類

附則第十一項 第四十三条の三 第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の九

附則第十七項 第七十六条の三 第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二

別表 二　肺
ヽ

え
ヽ

そ

三　肺
ヽ

の
ヽ

う
ヽ

よ
ヽ

う

四　
ヽ

け
ヽ

い肺（これに類似する
ヽ

じ
ヽ

ん肺症を含む。）

五　
ヽ

じ
ヽ

ん臓結核

六　胃
ヽ

か
ヽ

い
ヽ

よ
ヽ

う

七　胃
ヽ

が
ヽ

ん

八　十二指腸
ヽ

か
ヽ

い
ヽ

よ
ヽ

う

九　内臓下垂症

十　動脈
ヽ

り
ヽ

ゆ
ヽ

う

十一　骨又は関節結核

十二　骨
ヽ

ず
ヽ

い炎

十三　骨又は関節損傷

十四　その他認定又は診査に際

し必要と認められるもの

二　肺化のう症

三　けい肺（これに類似するじん肺症を含む。）

四　その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

２　前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第

三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正前の厚生省令第

三十二号

附則第五条第一

項

厚生年金保険法等

の一部を改正する

法律

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下

「昭和六十年改正法」という。）附則第百十一条の規定による改正前の厚生

年金保険法等の一部を改正する法律

附則第五条第一

項第二号及び第

三号

厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

改正前の厚生省令第

三十九号

附則第六条第一

項

厚生年金保険法及

び船員保険法の一

部を改正する法律

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下

「昭和六十年改正法」という。）附則第百八条の規定による改正前の厚生年

金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律

法による 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法による

法律第八十二号 昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の法律第八十二号

（添付書類の省略等）

第十四条の二　前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出（氏名の変更、住

所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出（加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。）に限る。

以下この条において「附則第十四条第一項の規定による変更届出等」という。）を附則第十四条第一項の規定による変更届出等のうち同

種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければな

らないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないもの

とする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

２　附則第十四条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改

正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章、平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則

第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第二十

一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出（氏名の変更、住所の変更若しくは

死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出（加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。）に限る。以下この項にお

いて「他の法令による変更届出等」という。）のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係

る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載

し、又は添えたものについては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとす

る。この場合においては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記

載することを要しないものとする。

第十四条の三　附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定により次の各号に掲

げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書（以下この条において「請求書等」という。）に添えなければならない場合において、厚生

年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができると

きは、附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を

請求書等に添えることを要しないものとする。

一　附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則第四十三条の二第二項第四号ハに規

定する書類

二　厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類

（旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請）

第十五条　平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改

正法附則第五十六条第三項において準用する同法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法（以下「新厚生年金保険法」という。）第

三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用す
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る。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四　公的年金給付（昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又

は死亡を支給事由とする給付に限る。）の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものと

する。

（旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請）

第十六条　平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条

第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請につい

て準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四　公的年金給付（昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給

付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。）の年金証書又は

これに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

（旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請）

第十七条　平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条

第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族

年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四　公的年金給付（昭和六十一年

四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とす

る給付を除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

（旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等）

第十七条の二　厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十

年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲

げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。

（旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請）

第二十二条　平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年

改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢

年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四　公的年金

給付（昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。）の年金証書又はこれに準ずる書類の

年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

（旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請）

第二十三条　平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六

条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について

準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四　公的年金給付（昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付

及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。）の年金証書又はこ

れに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

（旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請）

第二十四条　平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六

条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年

金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四　公的年金給付（昭和六十一年四

月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする

給付を除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

（旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等）

第二十四条の二　厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六

十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄

に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び

特例老齢年金について準用する。

（旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出）

第二十五条　附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保

険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定によ

る改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定

は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第 三 十

一条

令第五十一条第一項又は 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十三号）第五条の規定に

よる改正前の令第五十一条第一項に該当する者（令第五十三条第一項の規定による申出（以下

「特例納付の申出」という。）を行い、かつ、同項の規定による納付（以下「特例納付」という。）

を行つていない者を除く。）又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定に

よる改正前の令（以下「令」という。）

厚生年金保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和

六十一年改正省令」という。）第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則（以下「厚

生年金保険法施行規則」という。）

令第五十一条第一項に該当

する者

令第五十一条第一項に該当する者（特例納付の申出を行つた者を除く。）

二　令第五十四条第一項に

該当する者にあつては、法

の施行の日の前日に沖縄に

住所を有していたことを明

らかにすることができる書

類又は住民票の写し

二　令第五十一条第一項に該当する者（特例納付を行つた者に限る。）にあつては、特例納付を

行つたことを明らかにすることができる書類

三　令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有してい

たことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し

第 三 十

四条

又は に該当する者（特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。）又は令
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船員保険法施行規則 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則（以下「船員保険法施行

規則」という。）

令第五十七条第一項に該当

する者

令第五十七条第一項に該当する者（特例納付の申出を行つた者を除く。）

二　令第六十条第一項に該

当する者にあつては、法の

施行の日の前日に沖縄に住

所を有していたことを明ら

かにすることができる書類

又は住民票の写し

二　令第五十七条第一項に該当する者（特例納付を行つた者に限る。）にあつては、特例納付を

行つたことを明らかにすることができる書類

三　令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していた

ことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し

第 三 十

九条

国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」と

いう。）第一条の規定による改正前の国民年金法

国民年金法施行規則 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則

（経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間）

第二十六条　経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律（昭和十九年

法律第二十一号）による改正前の労働者年金保険法（昭和十六年法律第六十号）第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間

とする。

（経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間）

第二十七条　経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係

る同項に規定する指定共済組合（以下単に「指定共済組合」という。）が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める

期間とする。

初めて健康保険の療養の給付を受けた日（以下「療養の給付開始日」という。）が昭和二十二

年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間

にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの

三年（当該組合員期間（経過措置政令第

百二十四条第一項第一号に規定する組合

員期間をいう。以下同じ。）の計算につい

て当該支給事由とする障害年金の受給権

を取得した日前五年以前の期間は算入し

ないものとする。）

療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病

であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日（健康保険の療養の給付を受け

た者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。）が昭和二十七年五月一日以

後にある傷病

六月

（経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件）

第二十八条　経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一　組合員期間が二十年以上である者又は四十歳（女子については、三十五歳）に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡し

た場合（昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。）

二　組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合（昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の

死亡に限る。）

三　組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき

イ　昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二

年以内に死亡したとき

ロ　昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき

四　指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病（昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。）により療養の

給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき

五　指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき

イ　業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡した

とき

ロ　当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者（旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法（昭和十六年法律第六十

号）別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。）が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡

したとき

ハ　当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者（旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに

限る。）が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき

（指定共済組合が支給する給付の併給調整）

第二十九条　経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に

対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八

条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部

を改正する法律（昭和四十四年法律第七十八号）附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金

保険法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第七十二号）附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたもの

とみなす。

別記様式

（国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第十三条関係）
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別記様式(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第十三条関係) 

(表面) 
  

健 康 保 険 

厚生年金保険 
被保険者報酬月額算定基礎届 

  届書コード 処理区分     

2 2 5         

  

  ①健康保険被保険者証の記号 

            

(令和  年8月1日現在) ※   

◎
記
入
の
方
法
は
裏
面
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
よ
く
読
ん
で
下
さ
い
。 

◎｢

※｣

印
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。 

  
② 

健 康 保 険 被

保 険 者 証 の

番号 

ア 

被保険者の氏名 

③ 

生 年 月 日 

イ 

種別 

(性別) 

ウ 

従 前 の

標 準 報

酬 月 額 

エ 報 酬 月 額 標 準 報 酬 
⑥※ 

改 定

予定月 

⑦※ 

作成

原因 

  

サ 

備 考 

  

算定

基礎

月 

オ 

支払基

礎日数 

カ 

金 銭 ( 通 貨 )に

よ る も の の 額 

キ 

現 物 に よ る

ものの額 

ク 

合 計 

ケ 平 均 額 
 ④※ 

適用年月 

⑤※ 

月 額 コ 修正平均額 

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 
5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

      
      6月 日 円 円 円 

      

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

  
事 業 所 所 在 地 

事 業 所 名 称 

事 業 主 氏 名 

電 話 

〒   － 

印 

(  局)        番 

  令和  年  月  日 提出   

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印 

  印 
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(裏面) 

(記入上の方法) 

 1 ③の年号は、該当する文字を○印で囲むこと。生年月日は、たとえば、昭和32年2月7日生まれの場合は、 

｢ 明1 

・ 

大3 

・ 

昭5 

・ 

平7 

・ 

令9 

年 月 日 

｣ 

のように記入すること。 

3 2 0 2 0 7 

      

 

 2 イ は、被保険者が坑内員以外の男子であるときは「1」を、女子であるときは「2」を、坑内員であるときは「3」を○印で囲むこと。ただし、厚生年金基金の加入員であつて、坑内員以外の男子であるときは「5」を、女子であるときは「6」を、坑内員であるとき

は「7」を○印で囲むこと。 

 3 ウ のうち、「健」の欄には健康保険の標準報酬月額を、「年」の欄には厚生年金保険の標準報酬月額を記入すること。 

 4 エ には、下記により記入すること。 

   カ には、報酬のうち、臨時に受けたもの及び3月を超える期間ごとに受けたもの以外のもので、金銭(通貨)で支払われた賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けた、すべてのものの額を、それぞれ該

当の欄に記入すること。 

   キ には、報酬のうち、食事、住宅、被服など金銭(通貨)以外のもので支払われたものについて、健康保険法第2条第2項若しくは第3項又は厚生年金保険法第25条の規定によつて地方社会保険事務局長又は健康保険組合が定めた価額によつて算定した額を、それぞ

れ該当の欄に記入すること。 

 5 ケ には、「支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計」の欄の額を、報酬支払の基礎となつた日数20日以上の月の数で除して得た額を記入すること。 

 6 サ には、健康保険の被保険者証の番号の通知をまだ受けていないときは、その旨を記入すること。 

備 考 1：この用紙は、B列5番とすること。 

    2：表面の左側の余白は、つづりしろとし、その幅を25ミリメートルとすること。 
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附　則　（昭和六三年一月二八日厚生省令第六号）

この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。

附　則　（平成元年一月一八日厚生省令第二号）

この省令は、平成元年二月一日から施行する。

附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の

様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

４　この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当で

ないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附　則　（平成元年一二月二二日厚生省令第四九号）

（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年三月二二日厚生省令第九号）

（施行期日）

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附　則　（平成二年三月二七日厚生省令第一六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則（以下この条において「新規則」という。）第十八条に規定する届出は、平成五

年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（昭和六十一年厚生省令第十七

号）別記様式によることができる。

２　新規則第十九条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の厚生年金保険

法施行規則様式第九号によることができる。

附　則　（平成三年三月二九日厚生省令第二三号）

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年一一月九日厚生省令第七一号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則の目次の改正規定（「第六款　特別一時金（第六十三条の

二・第六十三条の三）」を「／第六款　脱退一時金（第六十三条・第六十三条の二）／第七款　特別一時金（第六十三条の三・第六十三

条の四）／」に改める部分に限る。）、同規則第二章第一節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第六十

五条の改正規定（第六十三条の三第二項に係る部分を除く。）並びに第三条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第三章

第三節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第八十二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年三月二九日厚生省令第二〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成七年四月一日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部の改正に伴う経過措置）

３　この省令の施行の際第四条による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号により使用されている証票は、同条による改正後の

同令様式第三十四号によるものとみなす。

附　則　（平成七年九月二六日厚生省令第五五号）

この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年一一月九日厚生省令第五九号）

この省令は、平成七年十二月一日から施行する。

附　則　（平成八年二月二七日厚生省令第四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による厚生年金保険の被保険者が第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規

則（以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。）第六条の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、厚生年金保険法施行規則第二

十一条の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条　第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則（以下「新厚生年金保険法施行規則」という。）第十五条第一項に規定する

届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第七号の届書正副二通を提出する

ことによって行うことができる。

２　前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。

第四条　新厚生年金保険法施行規則第二十二条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧

厚生年金保険法施行規則様式第十一号によることができる。

（厚生年金保険の被保険者の住所の届出）

第七条　事業主は、平成八年六月十日までに、同年四月一日現に使用する厚生年金保険の被保険者（同日に被保険者の資格を取得した者を

除く。）の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。

附　則　（平成八年七月二三日厚生省令第四五号）

この省令は、平成八年九月一日から施行する。

附　則　（平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成九年一月一日から施行する。
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（基礎年金番号に関する通知書）

第二条　社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者（同日において当該各号のいずれかに該当す

るに至った者を除く。）に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

一　国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。）第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第

五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十一条第一項の規定により被保険者となっ

た者（法第三条第二項に規定する共済組合（以下この項及び次条において単に「共済組合」という。）の組合員（農林漁業団体職員共

済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。）である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっ

ては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。）

二　第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則（以下「新国民年金法施行規則」という。）第十六条第一項第六号ニからトまでに

掲げる年金たる給付の受給権者（法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場

合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）による年金たる保険

給付の受給権者である者を除く。）

２　国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければなら

ない。

（事業主等の経由）

第三条　社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業

主を経由することができる。

２　社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由す

るものとする。

（準用）

第三条の二　厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場

合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受け

たとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

（年金証書の交付）

第四条　社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給

付（同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。）又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者（同日において当該

年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。）である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金

の年金証書を交付しなければならない。

一　年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。）

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　受給権を取得した年月

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第八条　附則第二条第一項に規定する者に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則（以下この条において「新厚生年金保

険法施行規則」という。）第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交

付された通知書に記載された記号番号とする。

２　附則第四条に規定する者に係る新厚生年金保険法施行規則第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、

附則第四条第一号の記号番号とする。

第九条　この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の

間、これを使用することができる。

（国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置）

第十四条　附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（以下この

条において「昭和六十一年改正省令」という。）附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番

号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の

規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

２　附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一

項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定

にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

（請求等に係る経過措置）

第二十一条　この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれ

ぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附　則　（平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号）

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附　則　（平成九年三月二一日厚生省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年三月二八日厚生省令第三一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成九年四月一日から施行する。

（新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置）

第二条　厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。）附則第四条の規定により

厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者（次項、次条及び附則第九条において「新厚年資格取得者」という。）については、厚生年

金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないもの

とする。

２　新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合におい

ては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者（既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受

けた者を除く。）」とあるのは「平成八年改正法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるの

は「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
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（新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例）

第三条　新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条の規定による資格の取得の届出について厚生

年金保険法施行規則第十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者

に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。

（遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置）

第四条　旧適用法人共済組合員期間（平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。）を有する者の死亡

について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは

「あつた者（平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合（平成八年

改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。）の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。）」と、同項第

七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平

成九年政令第八十五号）第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。

（平成九年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する経過措置）

第五条　平成九年度における厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政令第百十号）第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済

組合等（厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。）

の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六

日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額

の五分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上

げた額）を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。

（平成九年度から平成十三年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による

拠出金の納付に関する特例）

第六条　平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚

生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」と

いう。）第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠

出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年

金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九年政令第八十五号。次項において「平成九年経過措置政

令」という。）第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同

条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十

二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日（日

曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。）」とあるのは「平成十六年二月十二日」とす

る。

（平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置）

第七条　平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等

は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。

２　平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告について同条第二項の規定を適用する場合におい

ては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成九年度」とする。

（平成九年度及び平成十年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置）

第八条　平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者た

る共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。

２　平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場

合においては、同項第一号中「の期間別（イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であ

つた期間の期間別及び報酬等（他の被用者年金各法（法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同

じ。）に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。）の月額の額別とする。）」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬

等」とあるのは「報酬等（他の被用者年金各法（法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。）

に規定する報酬、給料又は給与をいう。）」とする。

（新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例）

第九条　平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第七条第一項第

三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。）である第三号被保険者（同号に規定する第三号被保険者をいう。以下

この条において同じ。）である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出

を要しないものとする。

一　当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合（平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。次号におい

て同じ。）の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施

行規則第一条の二又は第六条の二の規定による届出をした者（当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に、当該新厚年資

格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者（同令第六条の三第一項に規定す

る年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。）の資格を取得していない場合であって、当該届出

をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。）

二　当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出

をした者（当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険

者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年

資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。）

（老齢厚生年金の額の計算の特例の申出）

第十六条　平成八年改正法附則第八条第二項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出

することによって行うものとする。

一　申出者の氏名、生年月日及び住所

二　基礎年金番号（国民年金法施行規則等の一部を改正する省令（平成八年厚生省令第五十八号）附則第五条の規定により基礎年金番号

とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。）

三　平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間及び同号に規定する旧適用法人共済組合の名称
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（年金証書の交付）

第十七条　厚生労働大臣は、平成九年四月一日において現に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政

府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者（同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。）である者に

対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

一　年金の種類及び国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号並びに年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以

下同じ。）

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　年金の支給開始年月

（退職共済年金の裁定の請求）

第十八条　退職共済年金（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに

限る。第八号を除き、以下同じ。）について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出し

なければならない。

一　請求者の氏名、生年月日及び住所

二　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する

個人番号（以下「個人番号」という。）又は基礎年金番号

二の二　雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあって

は、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号（次項第一号の二並びに附則第二十六条第一項及

び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。）

三　退職当時の事業所の名称

四　退職年月日

五　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法（被

用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一

元化法」という。）附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による

改正前の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）をいう。以下同じ。）第七十四条第一項第一号に定める場合に該当

するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこ

れに準ずる書類（以下「年金証書等」という。）の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するもの

とされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等

七　配偶者又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国

共済法第七十八条第一項の規定に該当する者（以下「加給年金額の対象者」という。）である子があるときは、その者の氏名及び生年

月日並びにその者と請求者との身分関係

七の二　配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号

七の三　加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号

八　加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金（その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間（平成八年改正法附則第

二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第四十五条において同じ。）（平成九年三月三十一日に

おいて平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年

金保険の被保険者期間（平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であっ

て、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。）を含む。）が二十年以上であるものに限る。）、障害共済年金又は

平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令（平成二十四年一元化法

附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（平

成二十七年政令第三百四十四号）第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）をいう。

以下同じ。）第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付（附則第六十二条を除き、以下「加給調整対象年金」という。）の支給を受け

ることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金

証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

九　加給年金額の対象者である子が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四

年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級（以下「新障害等級」という。）の一級又は二級に該当する障害の状

態にあるときは、その旨

十　禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二

十四年一元化法改正前国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨

十一　平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するも

のとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第九項において準用する同条第二項の規定による

退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢

十二　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者（ロ及びハに規定する者を除く。）　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以

下同じ。）の営業所又は郵便局（簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株

式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業（銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第十四項に規定

する銀行代理業をいう。）の業務を行うものをいう。）（以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。）を希望する者（預金口座への払込

みを希望する者を除く。）　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法律第三十八号）第三条第一項、第

四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座（以下「公金受取口座」という。）への払込みを希望する者　払渡

希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　請求者の生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の

十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法

（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確

認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができないときに限る。）
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一の二　雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類（雇用保険被保険者証の交付を受けていな

い者にあっては、その事由書）

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　退職の事由及び平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられて適用するものとされたなお効力を有する改正前

国共済令第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類

四　厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有す

る者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

五　加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類

イ　加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三

十条の九の規定により当該加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

ロ　加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によっ

て生計を維持していたことを証する書類

五の二　前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年

金番号を明らかにすることができる書類

六　前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

七　前項第九号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

八　前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表（以下「別表」という。）に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレ

ントゲンフィルム

九　前項第十二号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

十　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七

十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類

３　平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものと

されたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成

八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条

の三（平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。）又は第十二条の八第一項（同条第九項（平成

九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。）において準用する場合を含む。）若しくは第二項（平成九

年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。）の規定による退職共済年金（以下「特別支給の退職共済年

金」という。）に係る裁定の請求を既に行ったものは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に

提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　特別支給の退職共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者又は加給年金額の対象者である子（六十五歳に達した日の前日において特別支給の退職共済年金の加給年金額の対象となって

いた配偶者又は子に限る。次項において同じ。）があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が請求者によって

生計を維持していた旨

五　加給年金額の対象者である子が新障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨

六　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七

十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨

４　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、こ

の限りでない。

一　提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の

九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類

イ　請求者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚

生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限

る。）

ロ　配偶者又は子が請求者によって生計を維持していたことを証する書類

ハ　前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

ニ　ハの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム

５　第三項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が特別支給の退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡し

を受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第七十六条の三第一項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変

更する届書を提出したときは、この限りでない。

（支給停止解除の申請）

第十九条　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

第七十四条第三項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働

大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨

四　退職共済年金の年金証書の年金コード

五　厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付（以下「公的年金給付」という。）のうちなお効力を有する

平成二十四年一元化法改正前国共済法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十

年国共済改正法」という。）第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（以下「旧国共済法」という。）又は昭和六十年国共

済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧
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国共済施行法」という。）による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付（受給権者が

六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。）の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が

引き続き受給権者によって生計を維持している旨

六の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号

七　配偶者が公的年金給付等（厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第十号に規定する他の公的年金給付等であって、老齢若しくは退

職又は障害を支給事由とするものをいう。以下同じ。）を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付

等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並

びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

四　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明

書又は戸籍の抄本

六　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにする

ことができる書類

七　加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の現状にある子であって厚生労働大臣が指定する者以

外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

八　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二

十条第二項（昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定による支給停止解除の申請と併せて行われる

ときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等

のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に

記載し、又は添えることを要しないものとする。

（併給調整事由消滅の届出）

第二十条　退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給

を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定す

る申請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

五　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が

引き続き受給権者によって生計を維持している旨

六　配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができる

こととなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。）

三　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明

書又は戸籍の抄本

四　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにする

ことができる書類

五　加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外の

ものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

六　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によっ

て支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合において

は、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することと

された事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七の届書に記載し、

又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（出生による改定の請求）

第二十二条　退職共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二

十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第三項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生

労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　子の氏名及び生年月日

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
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一　子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によ

り子に係る機構保存確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

一の二　子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本

二　子が新障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

（加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出）

第二十三条　退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたな

お効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号（第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同

じ。）のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七

十八条第四項各号のいずれかに該当することとなった加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係

五　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七

十八条第四項各号のいずれかに該当することとなった年月日及びその事由

（加給年金額の支給停止事由該当の届出）

第二十四条　退職共済年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者

である配偶者が加給調整対象年金（障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受

けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金（障害を支給事由とするものに限る。）につ

いてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなっ

た年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並び

に配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものと

されたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受

給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金（厚生労働大臣が支給する

ものに限る。以下同じ。）の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、

速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

五　老齢厚生年金に加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日

（加給年金額の支給停止事由消滅の届出）

第二十五条　退職共済年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者

である配偶者が加給調整対象年金（障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受

けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金（障害を支給事由とするものに限る。）について

その全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名

称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなっ

た年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し

等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置

に関する政令（平成二十七年政令第三百四十五号）第二十四条の規定により、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第

七十八条第一項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、厚生年金保険法第四十四条に規定する加給年金額が

加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣

に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　老齢厚生年金の年金証書の年金コード

五　老齢厚生年金の支給を停止されることとなった年月日及びその事由

３　前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が加給調整対象年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受けることができ

なくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを証する書類
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（支給停止事由該当の届出）

第二十六条　退職共済年金の受給権者（附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。）は、平成八年

改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八

の二第一項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければな

らない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規

定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、雇用保険被保険者番号

２　前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

３　退職共済年金の受給権者（附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。）は、平成八年改正法附

則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の三第一

項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平

成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は

第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでな

い。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　雇用保険被保険者番号

４　前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

（加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出）

第二十八条　加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日（以下「指定日」という。）までに、

次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書（自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した

届書。以下同じ。）を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、

この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職共済年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨

２　前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　加給年金額の対象者である子が、新障害等級の一級又は二級の障害の状態にある者であって、その障害の程度の診査が必要であると

認めて厚生労働大臣が指定したものであるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する

ときは、これを適用しない。

（退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等）

第二十八条の二　厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共

済年金について準用する。

（支給停止解除の申請）

第二十九条　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済

法第七十四条第三項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の支給の停止の解除を申請する旨

四　障害共済年金の年金証書の年金コード

五　公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨

六の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

七　配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給

を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基

礎年金番号

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

四　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

六　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

七　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

八　配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
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３　第一項の申請を行う者が、同時に障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二

十条第二項（昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定による支給停止解除の申請と併せて行われる

ときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等

のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に

記載し、又は添えることを要しないものとする。

（併給調整事由消滅の届出）

第三十条　障害共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該障害共済年金について、支給を停

止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申

請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

五　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持して

いる旨

六　配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給

を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基

礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

四　支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることによ

り支給が停止されている障害共済年金に係るものを除く。）

五　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

六　配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合に

おいては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載するこ

ととされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は

添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（障害の程度が変わったときの改定の請求）

第三十一条　障害共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二

十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項

を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日

五　公的年金給付（障害を支給事由とするものに限る。）を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名

称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨

六の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

七　配偶者が加給調整対象年金（老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。）を受ける権利を有するときは、当該給付の

名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若

しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等

イ　障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

ロ　疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

三　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（当該請求書を

提出する日前一月以内に作成されたものに限る。）

３　第一項の請求は、障害共済年金（新障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。）の受給権者が同時に当該障

害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に

併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に

添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の

規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

４　第一項の請求は、障害共済年金（新障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。）の受給権者が同時に当該障害共

済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁

定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年

金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

（配偶者を有するに至った場合の届出）

第三十一条の二　障害共済年金の受給権者は、配偶者（平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を

有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第四項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。）を有するに至った

ときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

四の二　配偶者の個人番号又は基礎年金番号

五　配偶者を有するに至った年月日及びその事由

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号

を明らかにすることができる書類

三　配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

（新障害等級に該当しなくなったときの届出等）

第三十二条　障害共済年金の受給権者は、障害の程度が新障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書

を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　障害の程度が新障害等級に該当しなくなった年月日

２　障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。

第三十二条の二　前条第一項の規定に該当する者が、新障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第二十九条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

五　配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨

五の二　配偶者（次号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

六　配偶者が加給調整対象年金を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができ

ることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

三　疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

四　配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

五　配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合に

おいては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載するこ

ととされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は

添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出）

第三十三条　障害共済年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が平成

八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第

五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当

することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八

十三条第五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいず

れかに該当することとなった年月日及びその事由

（加給年金額の支給停止事由該当の届出）

第三十四条　障害共済年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者

である配偶者が加給調整対象年金（障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受

けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金（障害を支給事由とするものに限る。）について

その全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければな

らない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなっ

た年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並び

に配偶者の個人番号又は基礎年金番号
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（加給年金額の支給停止事由消滅の届出）

第三十五条　障害共済年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者

である配偶者が加給調整対象年金（障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受

けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金（障害を支給事由とするものに限る。）についてその

全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金の名称又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年

金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されること

となった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　加給年金額の対象者が加給調整対象年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受けることができなくなったことを証する書類

（加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出）

第三十八条　加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した

届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでな

い。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨

２　前項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

国共済法第八十四条第一項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来

するときは、これを適用しない。

（障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第三十八条の二　障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労

働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生

労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（支給停止解除の申請）

第三十九条　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済

法第七十四条第三項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨

四　遺族共済年金の年金証書の年金コード

五　公的年金給付（国民年金法による老齢基礎年金（受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）及び当該遺族共済年金と同一の支

給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金並びに厚生年金保険法による遺族厚生年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。）を

除く。）の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

四　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らか

にすることができる戸籍の謄本

六　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

七　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

３　第一項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が

当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項（昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定によ

る支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添

えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項

の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（併給調整事由等消滅の届出）

第四十条　遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給

を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定す

る申請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族共済年金の年金証書の年金コード
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四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

２　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十

一条第一項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げ

る事項及び新障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

３　前二項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

三　前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診

断書

四　前二号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

五　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている遺族共済年金に係るものを除く。）

４　第一項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合に

おいては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載するこ

ととされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は

添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（遺族共済年金に係る転給の申請）

第四十一条　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済

法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二　申請者の個人番号又は基礎年金番号

三　所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード

四　組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

五　申請者が、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国

共済法第七十四条第一項第三号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることが

できることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しく

は加入者であった者との身分関係

七　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込

みを希望する旨

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九

十二条第一項の規定に該当する事実を証する書類

三　申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足

る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第二百四十七条第五項の規

定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し（以下「法定相続情報一覧図の写し」という。）

四　申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

五　前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

六　前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身

分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

七　前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（所在不明とされた者の申請）

第四十二条　前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化

法改正前国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合につ

いて準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたな

お効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生

年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一　平成八年改正法附則第十

六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当

該遺族共済年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条

第二項第二号は「二　提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本

台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）」と読み替えるも

のとする。

（中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出）

第四十三条　平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用す

るものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権

者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法に

よる遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出し

なければならない。
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一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族共済年金の年金証書の年金コード

四　当該受けることができることとなった給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書の年金コード

２　前項の届書には、同項第四号に規定する給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書を添えなければならない。

（遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第四十四条　組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の一級若しくは二級に

該当する子若しくは孫又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化

法改正前国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要

であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたそ

の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支

給が停止されているときは、この限りでない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（退職年金の裁定の請求）

第四十五条　退職年金（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限

る。以下同じ。）について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職当時の事業所の名称

四　退職年月日

五　平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号に定める

場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金

証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　旧適用法人施行日前期間

七　禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第

九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨

八　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込

みを希望する旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者

に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　退職の事由及び平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法施行令等

の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十五号）第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧国

共済令」という。）第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類

四　厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有す

る者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

五　前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等（厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。）の写し

六　前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（障害による退職年金の停止の解除の申請）

第四十六条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年

改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条（同法第四十一条第一項又は第四十二

条第一項において準用する場合を含む。附則第五十三条第二項第二号において同じ。）の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請

しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職年金の年金証書の年金コード

四　障害の状態となった年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

（退職年金の額の改定の請求）

第四十七条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定によ

り退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職年金の年金証書の年金コード

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

106



一　受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者

に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

（減額退職年金の裁定及び改定の請求）

第四十八条　附則第四十五条又は前条の規定は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則

第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項又は平成八年改正法附則第十六条第二

項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により減額退職年金（平成八年改正法附則第十六

条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。）の裁定又は改定を受けようとす

る者について準用する。

２　退職年金の裁定を受けた者であって、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第

七十七条第二項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合

には、前項において準用する附則第四十五条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出し

なければならない。

（支給停止解除の申請）

第四十九条　平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において

準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年

金（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年

金等」という。）の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなら

ない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職年金等の支給の停止の解除を申請する旨

四　退職年金等の年金証書の年金コード

五　公的年金給付（老齢又は退職を支給事由とするものを除く。）の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

四　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

（併給調整事由消滅の届出）

第五十条　退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止す

べき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書

が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職年金等の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

五　その他必要な事項

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることによ

り支給が停止されている退職年金等に係るものを除く。）

（退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第五十三条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年

改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条の規定により退職年金の停止の解除を

受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年におい

て、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければ

ならない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等）

第五十三条の二　厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年

金等について準用する。

（支給停止解除の申請）

第五十四条　平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において

準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害年金（平成八年改正法附則第十六条

第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。）の支給の停止の解除を申請しよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金の支給の停止の解除を申請する旨

四　障害年金の年金証書の年金コード
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五　公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

四　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

六　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

（併給調整事由消滅の届出）

第五十五条　障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止

すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請

書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている障害年金に係るものを除く。）

三　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

四　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

（障害の程度が変わったときの改定の請求）

第五十六条　障害年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則

第四十三条第一項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に

提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金の年金証書の年金コード

四　障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害年金を受ける権利を有することとなった年月日

五　公的年金給付（障害を支給事由とするものに限る。）を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名

称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

（障害年金の額の改定の請求）

第五十七条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定によ

り障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金の年金証書の年金コード

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者

に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

（旧障害等級に該当しなくなったときの届出等）

第五十八条　障害年金の受給権者は、障害の程度が平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国

共済法別表第三の上欄に掲げる程度（以下「旧障害等級」という。）の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事

項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金の年金証書の年金コード

四　障害の程度が旧障害等級に該当しなくなった年月日

２　前項の規定に該当する者が、旧障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。ただし、附則第五十四条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害年金の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

３　前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
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一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　提出日前三月以内に作成された次に掲げる書類等

イ　障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

ロ　疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

（障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第六十一条　障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が

指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣

に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（寡婦加算の支給停止事由消滅の届出）

第六十二条　平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部

を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。）

第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済

改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条

の六の規定により旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過

措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若し

くは第二項各号に掲げる場合（以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。）に該当しないこととなったとき又はなお効力を有

する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付（以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。）（そ

の全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止される

こととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金の年金証書の年金コード

四　寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった者にあっては、当該寡婦加算調整の場合に係る年金たる給付の名称、その支給を行っ

ていた者の名称、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

五　寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができなくなった者又はその全額につき支給を停止されることとなった者にあっては、当

該支給を受けることができなくなった寡婦加算調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった寡婦加算調整対象年金の名

称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなっ

た年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金（厚生労働大臣が支給するものを除

く。）の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができ

る書類その他の必要な書類を添えなければならない。

（寡婦加算の支給停止事由該当の届出）

第六十三条　平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令

第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済

改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行わ

れている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）の支給を受けることがで

きることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅

したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金の年金証書の年金コード

四　支給を受けることができる寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行う者の氏名、その支給を受けることができることとなった年

月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の書類には、寡婦加算調整対象年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の支給を受けることができることとなった事実又は

その全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。

（遺族年金に係る転給の申請）

第六十四条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所

在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二　申請者の個人番号又は基礎年金番号

三　所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード

四　組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

五　申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合

に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書

等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げ

る配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分

関係

七　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込

みを希望する旨
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２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定に該当する事実

を証する書類

三　申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足

る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四　申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

五　前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

六　前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らか

にすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

七　前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（所在不明とされた者の申請）

第六十四条の二　前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止

の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三　平成八年改正法附則第十六条第二項の

規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月

日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一　平成八年改正法附則第十六条第二

項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の基礎年金

番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二　提出日前一月以内に作成さ

れた申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係

る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）」と読み替えるものとする。

（他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求）

第六十五条　平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令

第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済

改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用

を受けている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有

するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付（以下この条において「遺族年金相当年金」という。）若しく

は旧国共済法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金（以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。）

の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を

厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金の年金証書の年金コード

四　支給を受けることができなくなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金又は全額につき支給を停止されることとなった

遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年

月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十

六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正

法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を

受けないこととなった事実を明らかにすることができる書類

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

（遺族年金の額の改定の請求）

第六十六条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定によ

る遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金の年金証書の年金コード

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　請求者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍

抄本又は法定相続情報一覧図の写し

二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

（扶養遺族不該当の届出）

第六十七条　平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により適用するものとされた昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規

定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族（以下この条において単に「扶養遺族」という。）が扶養遺族でなく

なったとき（附則第七十七条の規定の適用を受けることとなるときを除く。）は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出

しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金の年金証書の年金コード

四　扶養遺族でなくなった者の氏名、生年月日及び住所並びに当該扶養遺族と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった

者との身分関係

五　扶養遺族でなくなった年月日

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一　扶養遺族でなくなった事実を明らかにすることができる書類

二　前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにするこ

とができる書類

（通算遺族年金に係る転給の申請）

第六十八条　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において

準用する国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」と

いう。）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「旧厚生年金保険法」という。）第六十七条第一項の規定により所在不明であ

る受給権者の通算遺族年金（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたも

のに限る。以下同じ。）の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二　申請者の個人番号又は基礎年金番号

三　所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード

四　組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

五　申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合

に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書

等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げ

る配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分

関係

七　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込

みを希望する旨

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　行方不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用す

る旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定に該当する事実を証する書類

三　申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足

る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四　申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

五　前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

六　前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らか

にすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

七　前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（所在不明とされた者の申請）

第六十九条　前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三

第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合につ

いて準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるもの

とされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金

の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号

は「一　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定にお

いて準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の基礎年金番号通知書その他の

当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二　提出日前一月以内に作成された申請者の生存に

関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認

情報の提供を受けることができないときに限る。）」と読み替えるものとする。

（支給停止解除の申請）

第七十条　平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準

用する国家公務員共済組合法第七十四条第三項の規定により遺族年金又は通算遺族年金（以下「遺族年金等」という。）の支給の停止の

解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金等の支給の停止の解除を申請する旨

四　遺族年金等の年金証書の年金コード

五　公的年金給付（国民年金法による老齢基礎年金（受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）を除く。）の年金証書等の年金コー

ド又は記号番号若しくは番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書等

四　前項第五号に規定する年金たる給付（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する

書類

五　厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
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六　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

（併給調整事由等消滅の届出）

第七十一条　遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停

止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金等の年金証書の年金コード

四　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

２　平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条の規定により支給が停止され

ている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載し

た届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

３　前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診

断書

二　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

三　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている遺族年金等に係るものを除く。）

（遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出）

第七十二条　厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者（平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものと

された旧国共済法第八十九条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第五

十九条第一項の規定により同法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若し

くは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の一級若しくは二級の障害に該当する子若し

くは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。）は、厚生労働大臣が指定した年に

おいて、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

２　前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程

度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

（支払未済の給付）

第七十三条　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済

法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により

支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　受給権者の基礎年金番号

四　年金証書の年金コード

五　受給権者の死亡年月日（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供

を受けることができないときに限る。）

六　請求者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規

定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨

七　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込

みを希望する旨

２　前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成八年改正法附則第十六条第一

項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条又は平成八年改正法附則第十六

条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十一条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書

並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。

３　前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報

一覧図の写し

二　遺族の順位を証する書類（遺族がない場合にあっては、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを明らかにすること

ができる書類）

三　第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

四　厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書（年金証書を添えることができないときは、その事由書）

（保険給付に関する通知等）

第七十四条　厚生労働大臣は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年

金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者（同項の規定により厚生年金保険の実施者

たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。）に通知しなければならない。

２　前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載

した年金証書を交付しなければならない。

一　年金の種類及び年金証書の年金コード

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　基礎年金番号

四　受給権を取得した年月
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（厚生労働大臣による受給権者の確認等）

第七十四条の二　厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生

年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項につ

いて確認を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者

に係る個人番号の報告を求めることができる。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認され

なかったとき（次条第一項に規定する場合を除く。）又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実につ

いて確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣

に提出しなければならない。

（機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出等）

第七十四条の三　厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることが

できない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求める

ことができる。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の年金コード

２　前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならない。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者

の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出し

なければならない。

（支払の一時差止め）

第七十四条の四　平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に

ついて、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第二十

八条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第三十八条第一項に規定する届書、附則第三十八条の二、第四十四

条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条の書類等、附則第七十四条の二第三項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第

二十八条の二若しくは附則第五十三条の二の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若し

くはこれに添えるべき書類（同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。）を提出しないときとする。

（支給停止の申出）

第七十四条の五　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国

共済法第七十四条の二第一項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給する

ものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければな

らない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　支給停止の申出をする平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金

たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四　平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の

申出をする旨

２　厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

（支給停止の申出の撤回）

第七十四条の六　平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国

共済法第七十四条の二第三項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給する

ものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　支給停止の申出を撤回する平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた

年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四　平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の

申出を撤回する旨

五　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が

引き続き受給権者によって生計を維持している旨（障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権

者によって生計を維持している旨）

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の

診断書

三　前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

四　配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類

イ　受給権者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
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ロ　配偶者又は加給年金額の対象者である子が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類

（障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかに

することができる書類）

五　加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必

要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

３　厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

（証書再交付の申請）

第七十五条　受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金た

る給付の年金証書（以下この条において「年金証書」という。）を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金証書に記載された氏名に変更

があるときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　受給権者は前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名（年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の年金コード

四　年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

３　前項の申請書（年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。）には、年金証書を添えなければならない。

４　受給権者は、第一項の申請（年金証書を滅失したことによるものに限る。）をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、

これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

（氏名変更の届出）

第七十六条　受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を

除く。）は、氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の年金コード

四　変更前の氏名

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　年金証書

二　氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

３　退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支

給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺

族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項（同令第三十八条及び第五十三条におい

て準用する場合を含む。）の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

（住所変更の届出）

第七十六条の二　受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を

受けることができる者を除く。）は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出

しなければならない。

一　氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の年金コード

２　退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支

給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺

族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十二条第一項（同令第三十八条及び第五十三条におい

て準用する場合を含む。）の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

（個人番号の変更の届出）

第七十六条の二の二　受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出し

なければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

（払渡希望金融機関等の変更の届出）

第七十六条の三　受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記

載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の年金コード

四　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込

みを希望する旨

２　前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

（受給代表者の変更の申請）

第七十六条の四　受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出し

なければならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二　申請者の個人番号又は基礎年金番号
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三　前受給代表者である受給権者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード

四　組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

五　公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができること

となった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六　申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるもの

とされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名、生年月日及び組合員若しくは加入者又は組

合員若しくは加入者であった者との身分関係

七　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十八条第一項第十二号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを

希望する旨

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　前受給代表者の年金証書

二　申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又

は戸籍の抄本

三　前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等

四　前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身

分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

五　前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

３　申請者は、第一項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。

（死亡の届出）

第七十七条　受給権者が死亡したときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次

に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　受給権者の基礎年金番号

四　年金証書の年金コード

五　受給権者の死亡の年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　年金証書（年金証書を添えることができないときは、その事由書）

二　受給権者の死亡を証する書類

３　退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支

給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障

害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項（同令第三十八条及び第五十三条にお

いて準用する場合を含む。）の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

４　厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

（失権の届出）

第七十七条の二　受給権者がその権利を喪失したとき（平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を

有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三（平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場

合を含む。）の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したとき、附則第四十一条、第六十四条又は第六十八条の規定の適

用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。）は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければ

ならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の年金コード

四　受給権が消滅した年月日及びその消滅の事由

２　前項の届書には、年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとす

る。

３　遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

（準用）

第七十九条　厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条（第一項及び第二項を除く。）及び第八十七条の二の規定は、附則第十八条

から第七十七条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。

（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行

うことができる場合）

第八十条　平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について

厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九年政令第八十五号）第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金た

る保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が

支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。）」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年

金、通算遺族年金又は遺族共済年金（平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものと

されたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。）の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金（同一の実施機関が支給するも

のに限る。）」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
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（存続組合等に係る職域等費用の納付）

第八十一条　平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用（以下単に「職域等費

用」という。）の納付は、毎年度、四月七日（日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。）、

六月七日（日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。）、八月七日（日曜日又は土曜日に当

たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。）、十月六日（日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日と

し、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。）及び十二月七日（日曜日又は土

曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。）までに、それぞれ同項の規定によ

り納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未

満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、二月六日（日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当

たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。）までに残余の額を納付することにより行わなけ

ればならない。

２　平成九年経過措置政令第三十条第四項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大

臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日（当該変更した日以前の日を除く。）までに、それぞれ同

条第四項の規定により納付しなければならない。

３　存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、

厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。

第八十二条　平成九年経過措置政令第三十一条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の十月六日まで

に納付することにより行わなければならない。

２　平成九年経過措置政令第三十一条第二項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該

指定基金が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当すること

により行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日（日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当

たるときは二月十三日とする。）までに行うものとする。

３　存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわら

ず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。

（平成九年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置）

第八十三条　平成九年度における平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第

八十一条第一項の規定にかかわらず、同年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ平成九年経過措

置政令第三十条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこ

れを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、平成十年二月四日までに残余の額を納付するこ

とにより行わなければならない。

（平成九年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金）

第八十四条　平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又

は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用

する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。

第八十二条の二の前

の見出し

年金保険者たる共済組合等 存続組合等

第八十二条の二第一

項

令 厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う経過措置に関

する政令（平成九年政令第八十五

号。以下「平成九年経過措置政

令」という。）第三十二条第二項

の規定により読み替えられた令

各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金

毎年度、四月七日（日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に

当たるときは四月六日とする。）、六月七日（日曜日又は土曜日に当たるときは

六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。）、八月七日（日曜日又

は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とす

る。）、十月六日（日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火

曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次

条において同じ。）及び十二月七日（日曜日又は土曜日に当たるときは十二月

五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。）ま

でに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六

分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円

以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、二月六日

（日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たると

きは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二

条の七において同じ。）までに残余の額を納付することにより

平成九年四月七日までに

第八十二条の二第二

項

令 平成九年経過措置政令第三十二条

第二項の規定により読み替えられ

た令

各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金

第八十二条の三第一

項

令 平成九年経過措置政令第三十二条

第二項の規定により読み替えられ

た令
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年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金

翌々年度の十月六日 平成十一年十月六日

第八十二条の三第二

項

令 平成九年経過措置政令第三十二条

第二項の規定により読み替えられ

た令

年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保

険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び

二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することによ

り行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月

十四日（日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たると

きは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。）

還付は、平成十一年十月十四日

第八十二条の八の見

出し

年金保険者たる共済組合等 存続組合等

数等 数

第八十二条の八第一

項

各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合又は指定基金は

当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 大蔵大臣

次の各号に 第一号に

九月十六日（日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当た

るときは九月十三日とする。）

平成十年九月十六日

第八十二条の八第一

項第一号

前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 平成九年三月三十一日における当

該存続組合又は当該指定基金に係

る旧適用法人共済組合（平成八年

改正法附則第三条第八号に規定す

る旧適用法人共済組合をいう。）

である者に限る。以下この項において同じ。）の数及び前年度の九月三十日に

おける当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳

未満の者の数

である者であつて、二十歳以上六

十歳未満のものに限る。）の数

第八十二条の八第二

項

各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金

当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 大蔵大臣

基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 存続組合又は指定基金

並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の の

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と 大蔵大臣と

（平成九年度における基礎年金交付金）

第八十五条　平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により

国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合

においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第八十二条の四の前の

見出し

昭和六十年改正法 平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法

第八十二条の四 経過措置政令第五十八

条第三項第一号ハ

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九

年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。）第三十三条第一項の規定

により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ

九月三十日 九月三十日（存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日とする。以下

この条、次条及び第八十二条の六において同じ。）

同日 九月三十日

第八十二条の五 経過措置政令第五十八

条第三項第四号ロ

平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第

五十八条第三項第四号ロ

同日 九月三十日

第八十二条の六 経過措置政令第五十八

条第三項第四号ハ

平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第

五十八条第三項第四号ハ

同日 九月三十日

第八十二条の七第一項 経過措置政令 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令

行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交

付金の交付は、平成九年四月十四日までに行うものとする。

第八十二条の七第二項 経過措置政令 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令

第八十二条の七第三項 経過措置政令 平成九年経過措置政令第三十三条の規定により読み替えられた経過措置政令

行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交

付金の返還は、平成十一年十月六日までに行うものとする。

第八十二条の八第一項 各年金保険者たる共済

組合等

各年金保険者たる共済組合等（存続組合及び指定基金を含む。以下この条において同

じ。）

次の各号に掲げる事項 第三号及び第四号に掲げる事項（存続組合及び指定基金にあつては、第三号に掲げる

ものに限る。）

第八十二条の八第一項

第三号

経過措置政令 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令
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第八十二条の八第一項

第四号

経過措置政令 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令

第八十二条の八第二項 及び各被用者年金保険

者が負担し、又は納付

する基礎年金拠出金の

額並びに

及び

これらの額の その額の

（指定基金の特例に係る準用）

第八十八条　公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備等及び経過措置に関する省令（平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下この項において「平成二十六年整備省令」という。）第十

七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備省令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則（昭和

四十一年厚生省令第三十四号。以下この項において「廃止前厚生年金基金規則」という。）第二十三条から第三十条まで、第四十一条、

第四十一条の二、第四十四条の二、第六十一条、第六十二条及び第六十六条の二の規定並びに平成二十六年整備省令第四十七条の規定

は、平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付（次項において「障害等年金給付」という。）について、平成二十六

年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十一条から第三十二条の三の五

までの規定は、平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金（以下この項において単に「掛金」という。）について、平成二十

六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第六十七条の規定は、掛金及び平

成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。

２　厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項（第三号及び第五号の二から第九号までを除く。）及び第二項（第二号、第三号及び第七号

から第十号までを除く。）並びに第六十条第一項（第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までを除く。）、第二項及

び第三項（第一号の二、第二号及び第七号から第十四号までを除く。）の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求

について準用する。この場合において、同令第四十四条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とある

のは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第四号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年

月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第

二項第五号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第六号中「初診日（疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発し

たものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。）」とあるのは「初診日」と、同令第六十条第一項中「機構」とあるのは「基

金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。

附　則　（平成九年一二月一七日厚生省令第八六号）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一七日厚生省令第八七号）

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附　則　（平成九年一二月二六日厚生省令第九四号）　抄

１　この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一月二九日厚生省令第一〇号）

１　この省令は、平成十年二月二日から施行する。

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成一〇年三月一七日厚生省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号）

１　この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号）

１　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の規定によりされた申請、届出その他の行為

は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の相当規定によってされた申請、届出その他の行為と

みなす。

附　則　（平成一二年二月二八日厚生省令第一八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行

の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれ

の省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

３　この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八八号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

４　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号）　抄

118



（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一二月二八日厚生省令第一五三号）

この省令は、平成十三年二月一日から施行する。

附　則　（平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。

３　昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に

規定する適用事業所（以下単に「適用事業所」という。）に使用されるもの（政府の管掌する健康保険の被保険者であって、施行日前か

ら引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。）の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法

施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、同規則様式第七号に代えて、別記様式第一により行うものとする。

４　昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において適用事業所に使用されるもの（厚生年金保

険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者（次項において「船員被保険者」という。）であって、施行日前から引き

続き当該適用事業所に使用されるものに限る。）の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規

則第十五条第二項の規定にかかわらず、別記様式第二により行うものとする。

５　昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号に規定する育児休業をし、かつ、適用事業所に使用されるもの

（政府の管掌する健康保険の被保険者又は船員被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。）が施

行日前に健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第五条ノ四第一項又は船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五

号）第九十六条ノ三ノ四第一項の規定による申出を行っている場合にあっては、当該者は施行日において厚生年金保険法施行規則第二十

五条の二第一項の規定による申出を行ったものとみなす。

別記様式第一

〔附則第三項関係〕
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別記様式第一〔附則第三項関係〕 

  

  届書コード 処理区分   
厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 届 

  

2 2 3 
※ 

      

  
①※ 事 業 所 整 理 記 号 ②※ 事 業 所 番 号   
            

※ 
  

③※ 
 
 
 
被 保 険 者
整 理 番 号 

被保険者の氏名 

④ 
 
 
 
生 年 月 日 

⑤ 
 
 

種 別 
(性別) 

※ 
 
 

取 得
区 分 

⑥ 
 
 
 
基 礎 年 金 番 号 

⑦※ 
 
 

作成
原因 

  

資 格 取 得
年 月 日 

※ 

イ 
金銭(通貨)に
よるものの額 

※ 
 
 

標準報
酬月額 

※ 
 
 
被扶養
者 の
有 無 

※ 
 
 
健康保険
被保険者
証の不要 

※ 
 
 
強 制
付 番
指 定 

※ 
 
 
年 金
手帳の
不 要 

  

ア 

報
酬
月
額 

ウ 
現 物 に よ る
も の の 額 

エ 合 計 

  (フリガナ) 元号 
 
昭和 

年 月 日             令和 
年 月 日 イ        円 

健 千円           

ウ        円 
(氏名)             年 千円 

                                            エ        円 

オ修正有無 
修正なし 0 

・ 
修正あり 1 

⑨ 
被保険者
住 所 

(フリガナ) 
カ 備 考 

⑧郵便番号 

                  

※住所コード             

  

事 業 所 所 在 地 
 
 

事 業 所 名 称 
 

事 業 主 氏 名 
 

電 話 

  〒 
 
 
 
 
 
 

印   
(      局)            番 

  令和    年    月    日 提出   

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印  

  
印 

  ◎事業主の押印については、署名(自筆)の場合は要しないものであること。本手続は電子申請による届出も可能であること。なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を
事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることがで
きること。 
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別記様式第二

〔附則第四項関係〕
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別記様式第二〔附則第四項関係〕 

  

  届書コード 処理区分   

厚 生 年 金 保 険 (船 員) 被 保 険 者 資 格 取 得 届 

  

2 2 3 
※       

    

  ①※船員保険被保険者証の記号 ②※ 告 知 番 号   

        船員保険 

厚生年金保険 

③ 

 

 

 

船 員 保 険

被 保 険 者

証 の 番 号 

④ 

 

 

 

基 礎 年 金 番 号 被保険者の氏名 

⑤※ 

 

 

 

生 年 月 日 

※ 

 

 

 

種 別 

ア 

 

 

 

職 務 

※ 

 

 

取 得

区 分 

※ 

 

 

 

性 別 

  

資 格 取 得

年 月 日 

※ 

ウ 
金銭 (通貨 )によ

る も の の 額 

※ 

 

 

標 準 報

酬 月 額 

※ 

 

 

被保険者

証の作成 

※ 

 

 

強 制

付 番

指 定 

※ 

 

 

年 金

手帳の

不 要 

  

イ 

報
酬
月
額 

エ 
現 物 に よ る

も の の 額 

オ 合 計 

A C D     (フリガナ) 元

号 

 

昭

和 

年 月 日           令和 

年 月 日 
ウ         円 船 千円         

  
      エ         円                     (氏名)       年 千円 

                        オ         円 

⑥郵便番号 

              

⑦ 

被保険者

住 所 

 

(フリガナ) 

カ 備 考 

年金手帳
又は年金
番号証の
添付の有
無 

※住所コード 

            

    

有・無   

    

  

船 舶 所 有 者 の

氏 名 及 び 住 所 

 

 

 

 

電 話 

  〒 

(住所) 

 

(氏名) 

 

 

 

印   

(      局)            番 

  

令和    年    月    日 提出 

  

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印   

  
印 

  ◎船舶所有者の押印については、署名(自筆)の場合は要しないものであること。本手続は電子申請による届出も可能であること。なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手

続を船舶所有者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該船舶所有者の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該船舶所有者の電子署名

に代えることができること。 
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附　則　（平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

（新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置）

第二条　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平

成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者（以

下「新厚年資格取得者」という。）については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号

を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。

２　新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合におい

ては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者（既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受

けた者を除く。）」とあるのは「平成十三年統合法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とある

のは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。

（農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例）

第三条　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施

行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令（平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」とい

う。）第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等（平成十三年統合法附則第四条に

規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。）が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者（第四

種被保険者にあっては 後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。）が行う届出につ

いて同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。

第一条第二項 事業所又は事務所 事業所、事務所又は農林漁業団体等（厚生年金保険制度及び農林漁業団

体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等

を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合

法」という。）附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。）

第一条第三項、第二条

第二項、第二十二条第

二項及び第二十五条の

二第二項

被保険者が 被保険者（農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。）が

第三条第一項及び第二

項、第五条の二第一項

第七号、第二項第七号

及び第四項第七号、第

六条、第六条の二、第

十六条、第十七条、第

十七条の二並びに第二

十一条第三項

事業主 農林漁業団体等

第五条の二第一項 申出書を 申出書を存続組合（平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する

存続組合をいう。以下同じ。）を経由して

第五条の三第一項 申出書を 申出書を存続組合を経由して

第五条の四 これを これを存続組合を経由して

第五条の五 届書を 届書を存続組合を経由して

第十一条第一項 再交付を 再交付を存続組合を経由して

第十五条第一項 厚生年金保険被保険者資格取得届（様

式第七号）正副二通又は当該届書に記

載すべき事項を記録した磁気ディスク

（これに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物

を含む。以下同じ。）

被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年

月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた

事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク

　 被保険者が 被保険者（農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。）が

第十八条第一項 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基

礎届（様式第八号）正副二通又は当該

届書に記載すべき事項を記録した磁気

ディスク

被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第二十一条第一項

の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を

受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク

　 被保険者が 被保険者（農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。）が

第十九条第一項 厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

（様式第九号）正副二通又は当該届書

に記載すべき事項を記録した磁気ディ

スク

被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第

二十三条第一項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を

存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正

副二通又は記録した磁気ディスク

　 被保険者が 被保険者（農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。）が

第二十一条第一項 事業主（船舶所有者を除く。以下この

条において同じ。）

農林漁業団体等

　 厚生年金保険被保険者氏名変更届（様

式第十号の二）

被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存

続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は

記録した磁気ディスク
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第二十一条の二第一項 事業主（船舶所有者及び法第八条の二

第一項の適用事業所の事業主を除く。）

農林漁業団体等

　 記載した届書又は記録した磁気ディ

スク

存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又

は記録した磁気ディスク

　 四　住所の変更年月日

五　事業所の名称及び所在地並びに事

業主の氏名又は名称

四　住所の変更年月日

第二十二条第一項 厚生年金保険被保険者資格喪失届（様

式第十一号）正副二通又は当該届書に

記載すべき事項を記録した磁気ディ

スク

被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を

存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正

副二通又は記録した磁気ディスク

第二十二条の二及び第

二十二条の三第一項

事業主 農林漁業団体等

届書を 届書を存続組合を経由して

第二十三条第一項 事業主（船舶所有者を除く。以下この

条及び次条において同じ。）

農林漁業団体等

第二十五条の二第一項 申出書 申出書又は記録した磁気ディスク

第二十五条の二第三項 事業主 農林漁業団体等

これを社会保険事務所長等に これを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所

長等に

第二十五条の三 事業主 存続組合

第二十六条の二 事業主 農林漁業団体等

　 記載した届書 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又

は記録した磁気ディスク

第二十七条及び第二十

八条

事業主 農林漁業団体等及び存続組合

第七十八条第一項 事業主に通知しなければならない。 存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通

知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければな

らない。

第八十一条第二項 当該被保険者を使用する事業主 存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等

（遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置）

第四条　旧農林共済組合員期間（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。）を有す

る者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」と

あるのは「あつた者（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節にお

いて同じ。）」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の

統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

（平成十四年政令第四十四号）第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。

（新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例）

第六条　平成十四年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第七条第一項

第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。）である第三号被保険者（同号に規定する第三号被保険者をいう。以

下この条において同じ。）である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届

出を要しないものとする。

一　新厚年資格取得者が旧農林共済組合（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。）の

組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第一条

の二又は第六条の二の規定による届出をした者（当該届出をした日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が

厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合に係る組合員若しくは加入者（同令第六条の三第一項に規定する年金保険者

たる共済組合に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。）の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその

間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。）

二　新厚年資格取得者が旧農林共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出をした者

（当該届出をした日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者た

る共済組合の組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者

の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。）

２　平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第三号被

保険者の国民年金法施行規則第六条の三第一項の規定による届出については、同条第一項中「取得したとき（厚生年金保険の被保険者の

資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき（」とする。

（様式に関する経過措置）

第七条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健

康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

（老齢厚生年金の額の算定の特例の申出）

第九条　平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出すること

によって行うものとする。

一　申出者の住所、氏名及び生年月日

二　国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号（国民年金法施行規則等の一部を改正する省令（平成八年厚生省令第五十八号）附則第

五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。）

三　旧農林共済組合員期間
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（年金証書の交付）

第十条　厚生労働大臣は、平成十四年四月一日において現に平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる

政府が支給するものとされた年金である給付（以下「移行年金給付」という。）の受給権者（同日において当該年金である給付の受給権

者となるに至った者を除く。）に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

一　年金の種類及び基礎年金番号並びに年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。）

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　年金の支給開始年月

（新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例）

第十一条　新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条の規定による資格の取得の届出について

は、平成十四年四月一日において、農林漁業団体等は平成十三年統合法附則第五十九条により読み替えられた厚生年金保険法第二十七条

に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。

（新規厚年適用事業所の届出の特例）

第十二条　農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から

五日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令（平成十四年政令第四十四号）第三十二条第一項に定める

日まで」とする。

（退職共済年金の裁定の請求）

第十四条　退職共済年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、

厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七

号）第二条第五項に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）又は基礎年金番号

二　雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、直

近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号（次項第二号並びに附則第二十二条第一項及び第三項において「雇

用保険被保険者番号」という。）

三　退職した者にあっては、退職当時の事業所の名称及び退職年月日

四　加給年金額の対象者（廃止前農林共済法（平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。）第三十八条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎と

なる配偶者又は子をいう。以下附則第二十三条まで及び附則第五十一条において同じ。）となるべき者があるときは、その者の氏名及

び生年月日並びにその者と請求者との続柄

四の二　加給年金額の対象者となるべき配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号

四の三　加給年金額の対象者となるべき子があるときは、その者の個人番号

五　加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級（以下単に「障害等級」と

いう。）の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨

六　加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項（同法第四十五条の三第二項において準用する場合

を含む。）に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）又は廃止前農林共済法施行令（厚生年金

保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係

政令の整備等に関する政令（平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年統合法整備政令」という。）第一条による廃止前の農林漁

業団体職員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百二十八号）をいう。以下同じ。）第五条に掲げる年金である給付（以下「廃止

前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金」という。）の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行

う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号

番号若しくは番号

七　請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）、障害年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）、

遺族年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）若しくは通算遺族年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）、他の法律に基づく共済組合

が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法（被用者年金制度の一元化等を図るため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第七十九条

の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法（昭和二十

八年法律第二百四十五号）をいう。以下同じ。）による年金である給付（退職を給付事由とする年金である給付を除く。）、厚生年金保

険法による年金である保険給付（老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。）又は国民年金法による年金である給付（老齢を

給付事由とする年金である給付を除く。）を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受け

ることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

八　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者（ロ及びハに規定する者を除く。）　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以

下同じ。）の営業所又は郵便局（簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株

式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業（銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第十四項に規定

する銀行代理業をいう。）の業務を行うものをいう。）（以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。）を希望する者（預金口座への払込

みを希望する者を除く。）　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法律第三十八号）第三条第一項、第

四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座（以下「公金受取口座」という。）への払込みを希望する者　払渡

希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

九　廃止前農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定により退職共済年金の裁定を請求しようとする場合には、その旨及び支給開

始を希望する年齢

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　請求者の生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の

十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法

（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情

報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができないときに限る。）
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二　雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類（雇用保険被保険者証の交付を受けていない者

にあっては、その事由書）

二の二　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかに

することができる書類

三　他の法律に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間（他の法

令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされた期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であ

った期間に算入される期間を含み、厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下この号において「平成八

年改正法」という。）附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く

。）を有する者にあっては、当該共済組合（平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項

に規定する指定基金を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

四　加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類

イ　加給年金額の対象者となるべき者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民

基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者となるべき者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができ

ないときに限る。）

ロ　加給年金額の対象者となるべき者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請

求者によって生計を維持していたことを証する書類

四の二　前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の

基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

五　前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書（その障害が厚生年金保険法施行

規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状

態に関する診断書」という。）

六　前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに

準ずる書類の写し

七　前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

八　平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年

一元化法改正前厚生年金保険法（平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十

四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。）第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするとき

は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類

３　退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求

に併せて行わなければならない。この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないと

された書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添える

ことを要しないものとする。

４　廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第七条又は附則第十三条第一項若

しくは第二項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　第一項第一号に掲げる事項

二　廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が請求者によって生計を維持し

ていた旨

三の二　加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨

四　廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を請求する旨

五　平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年

一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨

５　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、こ

の限りでない。

一　提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の

九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類

イ　請求者とその者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ロ　その者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類

ハ　前項第三号の二に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する診断書

６　第四項の請求に係る退職共済年金については、その請求者が廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規

定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第五十三条第

五項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。

（退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出）

第十五条　退職共済年金の受給権者（廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。）は、

当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者となるべき者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって生計を維持して

いる旨

三の二　加給年金額の対象者となるべき者（第五号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

四　加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
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五　加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金の支給を受けることができるとき

は、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれ

に準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　退職共済年金（廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。）の受給権者（同法附則第十二

条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。）が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、

速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者につい

て、前条第一項の請求書に記載した場合であって、附則第五十二条の届書を提出するときは、この限りではない。

３　前二項の届書には、前条第二項第四号から第五号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第一

項の請求書に添えた書類については、この限りではない。

（退職共済年金に関する胎児出生の届出）

第十六条　退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第三十八条第三項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　その子の氏名及び生年月日

２　前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　その子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規

定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

一の二　その子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　その子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書

（加給年金額対象者の障害状態該当の届出）

第十六条の二　退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にある子が障

害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　障害の状態に該当するに至った加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日

四　障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名

五　障害の状態に該当するに至った年月日

２　前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。

（退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出）

第十七条　廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同

条第四項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号のいずれかに該当する（以下この条において「加給年金額の非対象者

に該当する」という。）に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の非対象者に該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と退職共済年金の受給権者との続柄

四　加給年金額の非対象者に該当するに至った年月日及びその事由

（退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出）

第十八条　廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者（当該退職共済年金の全額に

つき支給を停止されているものを除く。）は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二

第二項に規定する年金（障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。）

を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（障

害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。）についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、

次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

四　配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができることとなったときは、その年金の名称、その

支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記

号番号若しくは番号

五　配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、

その年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書又はこれに準ず

る書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支

給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付（それぞれ退職を給付事

由とするものに限る。）又は厚生年金保険法による年金である保険給付（老齢を給付事由とするものに限る。）のうち同項に相当する規定

により加給年金額が加算されたもの（第三号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。）の支給を受けることができる

こととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、加算が開始された年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の

年金コード又は記号番号若しくは番号

３　前項の届書には、加給年金額（厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。）の加算が開始されたことを明らかにすることができ

る書類を添えなければならない。

（退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出）

第十九条　退職共済年金の受給権者（当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。）は、当該退職共済年金の加給年

金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（障害を支給事由とする給付であってその全額につ
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き支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。）を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項

に規定する年金（障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。）についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、

速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

四　配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったときは、その年金の名称、その支給

を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号

番号若しくは番号

五　配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、その年

金の名称、その支給を行っていた者の名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類

の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　廃止前農林共済法第三十八条の二第三項の規定により、廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されて

いる退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げ

る事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書又はこ

れに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

３　前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　配偶者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（厚生労働大臣が支給す

るものを除く。）を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることがで

きる書類

三　前項に規定する場合に該当するときは、加給年金額が加算された年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の全額につき支給を

停止されることとなったことを明らかにすることができる書類

（退職共済年金の支給停止事由消滅の届出）

第二十一条　退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法（平成十三年統合

法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共

済改正法をいう。以下同じ。）附則第十条第一項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由

が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　支給が停止されていた退職共済年金の年金証書の年金コード

三　支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由

四　加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によっ

て生計を維持している旨

五　加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨

六　加給年金額の対象者となるべき配偶者が、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（その全額につき支給を停止され

ているものを除く。）の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けること

ができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号

又は基礎年金番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類（厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることに

より支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。）

三　加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

四　加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類

五　加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のも

のがあるときは、その障害の状態に関する診断書

３　第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法

律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金

の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第

一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一

項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二

項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出）

第二十二条　退職共済年金の受給権者（附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。）は、廃止前農

林共済法附則第十三条の二第一項又は第五項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大

臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険

制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号。

以下「平成十六年経過措置政令」という。）第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当

該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を

厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード
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三　雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第十五条第二項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、その旨及び雇用保険

被保険者番号

２　前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

３　退職共済年金の受給権者（附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。）は、廃止前農林共済法

附則第十三条の三第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を

記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金

保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定

により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　雇用保険被保険者番号

４　前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

（障害者特例の請求）

第二十三条　廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金

（廃止前農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。）の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚

生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を

受けた年月日（以下「初診日」という。）並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日

四　加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄

四の二　加給年金額の対象者となるべき者（第六号に規定する配偶者を除く。）があるときは、その者の個人番号

五　加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨

六　加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（その全額につき支給を停止されて

いるものを除く。）の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができる

こととなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金

番号

七　請求者が、障害共済年金、障害年金、他の法律に基づく共済組合が支給する障害を給付事由とする年金である給付若しくはなお効力

を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による障害を給付事由とする年金である給付、厚生年金保険法による障害を給付事由

とする年金である保険給付又は国民年金法による障害を給付事由とする年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名

称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年

金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　障害の状態に関する診断書

二　障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることができないときは、当該初

診日を証するのに参考となる書類）

三　加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本又はその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村

長の証明書及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類

四　加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その子の障

害の状態に関する診断書

五　前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに

準ずる書類の写し

（障害者特例不該当の届出）

第二十四条　廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている同法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者

は、同法附則第九条第四項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければなら

ない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　廃止前農林共済法附則第九条第四項に該当するに至った年月日

（退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等）

第二十四条の二　厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共

済年金について準用する。

（障害共済年金の額の改定の請求）

第二十五条　障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第四十四条第一項又は第二項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をし

ようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　障害共済年金の年金証書の年金コード

三　障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日

四　請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるとき

は、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書

類の年金コード又は記号番号若しくは番号

四の二　加給年金額の対象者（廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下本条、附則第二十六条及び附則第二十

八条の二において同じ。）があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が請求者によって生計

を維持している旨
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五　加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）

の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった

年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

二　障害の状態に関する診断書（当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。）

三　加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本（当該請

求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。）

３　第一項の請求は、障害共済年金（障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。）の受給権者が同時に当該障害

共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併

せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添

えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規

定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

４　第一項の請求は、障害共済年金（障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。）の受給権者が同時に当該障害

共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の

裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎

年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

（障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出）

第二十五条の二　障害共済年金の受給権者は、配偶者（廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において

同じ。）を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければ

ならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　障害共済年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

四の二　配偶者の個人番号又は基礎年金番号

五　配偶者を有するに至った年月日及びその事由

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

二　前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号

を明らかにすることができる書類

三　配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

（加給年金額の対象者に関する届出）

第二十六条　附則第十七条から附則第十九条までの規定は、廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定による加給年金額が加算されている

障害共済年金の受給権者について準用する。

（障害共済年金の支給停止事由消滅の届出）

第二十七条　附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されて

いる障害共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第四号中「引き続き生計」とあるのは「生

計」と、同項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」

とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。

（障害不該当の届出等）

第二十八条　障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やか

に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　障害共済年金の年金証書の年金コード

三　廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなった年月日

２　障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。

第二十八条の二　前条第一項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当することとなった

ときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十条に規定する申請書が提出され

た場合は、この限りでない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　障害共済年金の年金証書の年金コード

三　支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

四　加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が受給権者によって生計を

維持している旨

五　加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）

の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった

年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の状態に関する診断書

三　加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

四　加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

３　第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合に

おいては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載するこ
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ととされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は

添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（遺族共済年金に関する胎児出生の届出）

第二十九条　附則第十六条の規定は、廃止前農林共済法第二十四条第二項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者

について準用する。

（障害による遺族共済年金の停止の解除の請求）

第三十条　廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　遺族共済年金の年金証書の年金コード

三　遺族共済年金の受給権者の障害の状態及び当該障害の状態に該当するに至った年月日

２　前項の請求書には、障害の状態に関する診断書を添えなければならない。

（遺族共済年金の支給停止事由該当の届出）

第三十条の二　遺族共済年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母は、障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくな

ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　遺族共済年金の年金証書の年金コード

三　障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなった年月日

（遺族共済年金の転給等の請求）

第三十一条　廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定に

よりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならな

い。

一　住所、氏名、性別、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに組合員（旧農林共済組合の組合員をいう。以下この条において同

じ。）であった者との続柄

二　組合員であった者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

三　所在不明である者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

四　削除

五　遺族共済年金の年金証書の年金コード

六　請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるとき

は、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書

類の年金コード又は記号番号若しくは番号

七　請求者以外に組合員又は組合員であった者の配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員又組合員

であった者との続柄

八　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十四条第一項第八号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十四条第一項第八号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十四条第一項第八号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込み

を希望する旨

２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類

二　所在不明である者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三　組合員又は組合員であった者の遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則

（平成十七年法務省令第十八号）第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し（以

下「法定相続情報一覧図の写し」という。）

三の二　請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の

九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

四　削除

五　削除

六　前項第六号に掲げる場合に該当するときは、当該年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の

写し

六の二　前条第七号に掲げる場合に該当する者があるときは、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができ

る市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図

七　前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（所在不明とされた者の請求）

第三十一条の二　前条の規定は、廃止前農林共済法第五十条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除

を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済

法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の

規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証

明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること

ができないときに限る。）」と、前条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当

該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。

（妻に対する加算に関する届出）

第三十二条　廃止前農林共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第五十

一条第二項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

による年金である給付又は同項に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第四十八条に相当する規
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定により加算する額が加算されたもの（以下この条において「妻に対する加算がされた年金」という。）の支給を受けることができるこ

ととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　遺族共済年金の年金証書の年金コード

三　妻に対する加算がされた年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証

書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の届書には、妻に対する加算がされた年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の写しを添

えなければならない。

（遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出）

第三十三条　附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されて

いる遺族共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のう

ち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるの

は「にあって」と読み替えるものとする。

（障害による退職年金の停止の解除の請求）

第三十四条　附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法（平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものと

された同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。）第三十六条第三項又は同法附則第十条の規定によ

り読み替えられた同法第三十六条第三項の規定により退職年金（移行年金給付に限る。以下同じ。）の支給の停止の解除を受けようとす

る者について準用する。

（減額退職年金の裁定の請求）

第三十五条　附則第十四条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金

（移行年金給付に限る。以下同じ。）の裁定の請求をしようとする者について準用する。

（退職年金等の支給停止事由消滅の届出）

第三十六条　附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止

されている退職年金、減額退職年金又は通算退職年金（移行年金給付に限る。次条において同じ。）の受給権者について準用する。

（退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等）

第三十七条　厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金、

減額退職年金又は通算退職年金について準用する。

（障害年金の額の改定の請求）

第三十八条　附則第二十五条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により障害年金の

額の改定の請求をしようとする者について準用する。

（障害不該当の届出等）

第三十九条　附則第二十八条第一項の規定は、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の

受給権者について準用する。

２　附則第二十八条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の

状態に該当することとなったときの届出について準用する。

（障害年金の支給停止事由消滅の届出）

第四十条　附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止さ

れている障害年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のう

ち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるの

は「にあって」と読み替えるものとする。

（遺族年金の加算に関する届出）

第四十一条　廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による加算が行われていな

い遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令（平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた平成十四年統合法整備政令第一条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する

等の政令（昭和六十一年政令第六十七号）をいう。以下本条において同じ。）附則第四十七条第二項に定める場合に該当しないこととな

ったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならな

い。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　遺族年金の年金証書の年金コード

三　廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第二項に定める場合に係る年金の名称、その支給を行う者の名称、同項に定める

場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

２　廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前昭

和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第三項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第二項に定める

場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　遺族年金の年金証書の年金コード

三　支給を受けることができることとなった年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日

及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

（遺族年金の転給の請求）

第四十二条　附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用

する。

（所在不明とされた者の請求）

第四十二条の二　附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第一項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停

止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるの

は「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第三十一条第二項第一号中「廃止前

農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者

の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人
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確認情報の提供を受けることができないときに限る。）」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農

林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。

（遺族年金の支給調整事由消滅の届出）

第四十三条　廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第

四十六条の六の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第四十

六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなっ

たときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　旧農林共済組合の組合員であった者の個人番号又は基礎年金番号

三　遺族年金の年金証書の年金コード

四　他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金

又は同法による通算遺族年金に相当する年金の名称及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは

番号

五　前号に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにするこ

とができる書類

二　前項第四号に掲げる年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）を受けなくなったことを証する書類

（遺族年金の加算額対象者の不該当の届出）

第四十四条　附則第十七条の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条第二項の規定により額の改定が行われる遺族年金の

受給権者について準用する。

（障害による遺族年金の停止の解除）

第四十五条　附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法第四十七条ただし書又は同法附則第十一条の規定により読み替えられた同法第四十

七条ただし書の規定により六十歳又は同法附則第十一条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年

金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。

（通算遺族年金の転給の請求）

第四十六条　附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規

定による改正前の厚生年金保険法（以下「旧厚生年金保険法」という。）第六十六条、第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定に

より通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。

（所在不明とされた者の請求）

第四十六条の二　附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項

又は第六十八条第二項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三

十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第二項第一号中「廃止前農

林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の

生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確

認情報の提供を受けることができないときに限る。）」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺

族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。

（遺族年金等の支給停止事由消滅の届出）

第四十七条　附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止

されている遺族年金又は通算遺族年金の受給権者について準用する。

（年金受給権の消滅の届出）

第四十八条　受給権者（移行年金給付の受給権者に限る。以下同じ。）がその権利を喪失したとき（死亡の場合を除く。）は、速やかに、次

に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　受給権が消滅した年金の年金証書の年金コード

三　受給権が消滅した年月日及びその事由

２　前項の届書には、受給権が消滅した年金の年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その

事由書を添えるものとする。

３　遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給

権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

（死亡の届出）

第四十八条の二　受給権者が死亡したときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定による死亡の届出義務者は、十日以内

に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二　受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

三　移行年金給付の年金証書の年金コード

四　受給権者の死亡の年月日

２　前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一　移行年金給付の年金証書（移行年金給付の年金証書を添えることができないときは、その事由書）

二　受給権者の死亡を証する書類

３　退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支

給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺

族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項（同令第三十八条第一項及び第五十三

条第一項において準用する場合を含む。）の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

４　厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
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（支払未済の給付の請求）

第四十九条　廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付（以下この条において「支払未済の給付」と

いう。）の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　請求者の住所及び氏名並びに請求者と受給権者との続柄

二　受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

二の二　受給権者の死亡年月日（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の

提供を受けることができないときに限る。）

三　当該年金の年金証書の年金コード

四　請求者以外に廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人があ

る場合には、その旨

五　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十四条第一項第八号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十四条第一項第八号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十四条第一項第八号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込み

を希望する旨

２　前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第十九条の二又

は旧制度農林共済法第十九条の二の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の

請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。

３　前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧

図の写し

二　請求者が、死亡した受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証する書類、死亡した受給権者の相続人であるときは死亡した受給権

者の相続人であることを証する書類

三　厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書（年金証書を添えることができないときは、その事由書）

四　第一項第五号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預

金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

（併給の調整による支給停止の解除の申請等）

第五十条　廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　停止の解除を受けようとする年金の年金証書の年金コード

三　受給権者が受ける権利を有する年金（前号に掲げる年金を除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若し

くは番号

四　加給年金額の対象者（廃止前農林共済法第三十八条第一項又は第四十三条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又

は子をいう。以下本条、第五十二条及び第五十二条の四において同じ。）があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権

者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨（障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者に

あっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨）

四の二　加給年金額の対象者（次号に規定する者を除く。）があるときは、その者の個人番号

五　加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金（その全額につき支給を停止されているものを除く。）

の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった

年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びにその者の個人番号又は基礎年金番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　前項第三号の年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の写し

四　前項第三号の年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

五　加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

六　加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類

（障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していること

を明らかにすることができる書類）

七　加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のも

のがあるときは、その障害の状態に関する診断書

八　障害共済年金又は遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものにあって

は、その障害の状態に関する診断書

九　遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員又は組合員

であった者との続柄を明らかにすることができる書類

３　廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者は、第一項第一号及び第二号に掲げる事

項を記載した書類を提出しなければならない。

４　前三項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定

により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前

農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者について準用する。

５　第一項の申請は、国民年金法第二十条第二項（昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。以下本

条において同じ。）の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二

項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち国民年金法第二十条第二項の規定による支給停止の解
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除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添える

ことを要しないものとする。

第五十一条　廃止前農林共済法第二十三条の三第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　退職共済年金の年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給

権者によって引き続き生計を維持している旨

四　受給権者が受ける権利を有する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平

成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年

金（それぞれ廃止前農林共済法第二十三条の三第一項に規定する配偶者に対するものに限る。）の年金証書又はこれに準ずる書類の年

金コード又は記号番号若しくは番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の

抄本

四　加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができ

る書類

五　加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のも

のがあるときは、その障害の状態に関する診断書

六　前項第四号の年金（厚生労働大臣が支給するものを除く。）の年金証書又はこれに準ずる書類の写し

３　廃止前農林共済法第二十三条の三第四項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　遺族共済年金の年金証書の年金コード

三　削除

四　受給権者が受ける権利を有する退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平

成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年

金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

五　廃止前農林共済法第二十三条の三第一項又は廃止前農林共済法施行令第二条第二項に規定する他の法令の規定により、前号の年金の

一部の支給の停止の解除を申請した旨

（厚生労働大臣による受給権者の確認等）

第五十一条の二　厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による移行年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報

の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給

権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき

（次条第一項に規定する場合を除く。）又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる

書類の提出を求めることができるものとする。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣

に提出しなければならない。

５　厚生労働大臣が指定した受給権者（廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第七

条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺

族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第三十六条第三項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障

害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林

共済法第四十七条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において

準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるた

め通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。）

にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日（以下「指定日」という。）までに、指定日前三月以内に

作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法によ

る年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

（機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出等）

第五十一条の三　厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることが

できない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書（自ら署名することが困難な受給権者にあ

っては、当該受給権者の代理人が署名した届書）を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の年金コード

２　前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならない。

３　厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者

の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出し

なければならない。

135



（加給年金額の対象者がある受給権者等の届出）

第五十二条　加給年金額の対象者がある受給権者（退職共済年金（廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されてい

る場合を除く。）の受給権者（廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。）であって、同表の下欄に掲げる

年齢に達するものを含む。）並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者（同順位者が二人以上ある者に限る。）は、毎年

（廃止前農林共済法第十九条の二の規定による給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。）指定日までに次に掲

げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書（自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書）

を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されて

いるときは、この限りでない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の年金コード

三　加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨（障

害共済年金の受給権者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨）

四　退職共済年金（廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。）の受給権者（廃止前農林共

済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。）が同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者

があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨

２　前項の報告書には、加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であって、その障害の程度の診

査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の状態に関する診断書を添えなければならない。

３　前二項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降一年以内に

指定日が到来するときは、これを適用しない。

（支払の一時差止め）

第五十二条の二　移行年金給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正

当な理由がなくて、附則第五十一条の二第三項若しくは第五項に規定する書類、附則第五十一条の三の書類等若しくは前条第一項に規定

する届書若しくはこれに添えるべき書類又は附則第二十四条の二若しくは附則第三十七条の規定により準用するものとされた厚生年金保

険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類（同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。）を提出しな

いときとする。

（支給停止の申出）

第五十二条の三　平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により移行年金

給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　支給停止の申出をする移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四　移行年金給付の支給停止の申出をする旨

２　厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

（支給停止の申出の撤回）

第五十二条の四　平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により移行年金

給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　支給停止の申出を撤回する移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四　移行年金給付の支給停止の申出を撤回する旨

五　加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続

き生計を維持している旨（障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって

生計を維持している旨）

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条

の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の

診断書

三　前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲン

フィルム

四　加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類

イ　受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ロ　加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類（障害共済年金の支給

停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすること

ができる書類）

五　加給年金額の対象者である子のうち、障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要

であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

３　厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

（受給権者の異動の届出等）

第五十三条　受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を

除く。）は、氏名を変更したときは、十日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書

の年金コードを記載した届書に、次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　年金証書

二　氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

２　退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支

給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺
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族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項（同令第三十八条第一項及び第五十三条

第一項において準用する場合を含む。）の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。

３　受給権者（厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除

く。）は、その住所を変更したときは、十日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働

大臣に提出しなければならない。

４　退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支

給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺

族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項（同令第三十八条第一項及び第五十三条

第一項において準用する場合を含む。）の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。

５　受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を

厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の年金コード

三　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ　附則第十四条第一項第八号イに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ　附則第十四条第一項第八号ロに規定する者　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ　附則第十四条第一項第八号ハに規定する者　払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込み

を希望する旨

６　前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金

通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

７　受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更

年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

（保険給付に関する通知等）

第五十四条　厚生労働大臣は、移行年金給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなけ

ればならない。

２　前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる

事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

一　年金の種類及び年金証書の年金コード

二　受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

三　受給権を取得した年月

（証書再交付の申請）

第五十五条　受給権者は、移行年金給付の年金証書を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は移行年金給付の年金証書に記載された氏名

に変更があるときは、移行年金給付の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。

一　氏名（移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名）、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　移行年金給付の年金証書の年金コード

３　前項の申請書（移行年金給付の年金証書を亡失したことによる第一項の申請に係るものを除く。）には、移行年金給付の年金証書を添

えなければならない。

４　受給権者は、第一項の申請（移行年金給付の年金証書を亡失したことによるものに限る。）をした後、亡失した移行年金給付の年金証

書を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

（勧奨退職者の範囲）

第五十六条　廃止前農林共済法施行令第二十七条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農

林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。

（第三者の行為による損害等の届出）

第五十七条　第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の年金コード

三　第三者の住所及び氏名又は名称及び所在地

四　第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要

五　第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日

（準用）

第五十九条　厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条（第一項及び第二項を除く。）及び第八十七条の二の規定は、附則第十四条

から附則第五十七条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。

（移行年金給付に係る充当を行うことができる場合）

第六十条　移行年金給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「平

成十四年統合法経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年

金たる保険給付（平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含

む。以下この条において同じ。）」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年

金（平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号

において「遺族年金等」という。）の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金（同一の実施機関が支給するものに限る。）」とあるのは「他の

遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。

（厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告に関する経過措置）

第六十四条　平成十三年度以前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告については、なお従前の例による。
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（平成十四年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金）

第六十五条　平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納

付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二から第八十八条の五までの規定を適用する場合においては、これらの規

定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十八条の二

の前の見出し

年金保険者たる共済組合等 存続組合

第八十八条の二

第一項

令 平成十四年統合法経過措置政令第三十

条の規定により読み替えられた令

　 各年金保険者たる共済組合等（法附則第十八条第一項に規定する年金保険者た

る共済組合等をいう。

存続組合（平成十三年統合法附則第二

十五条第三項に規定する存続組合をい

う。

　 毎年度、四月七日（日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に

当たるときは四月六日とする。）、六月七日（日曜日又は土曜日に当たるときは

六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。）、八月七日（日曜日又

は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とす

る。）、十月六日（日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火

曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次

条において同じ。）及び十二月七日（日曜日又は土曜日に当たるときは十二月

五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。）ま

でに、それぞれ令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないも

のとされた額の六分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこれを

切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた

額）を、二月六日（日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、

月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。

次条において同じ。）までに残余の

平成十四年四月八日までに平成十四年

統合法経過措置政令第三十条の規定に

より読み替えられた令第八条の十二第

一項の規定により納付しなければなら

ないものとされた額の六分の一に相当

する

第八十八条の二

第二項

令 平成十四年統合法経過措置政令第三十

条の規定により読み替えられた令

　 各年金保険者たる共済組合等 存続組合

第八十八条の二

第三項

年金保険者たる共済組合等の 存続組合の

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣

第八十八条の三

第一項

令 平成十四年統合法経過措置政令第三十

条の規定により読み替えられた令

　 年金保険者たる共済組合等 存続組合

　 翌々年度の十月六日 平成十六年十月六日

第八十八条の三

第二項

令 平成十四年統合法経過措置政令第三十

条の規定により読み替えられた令

　 年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる

共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日

までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、

同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日（日曜日又は土曜日に当たる

ときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。）

還付は、平成十六年十月十四日

第八十八条の三

第三項

年金保険者たる共済組合等の 存続組合の

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣

第八十八条の四

第一項

法附則第十九条第三項 平成十三年統合法附則第五十六条の規

定により読み替えられた法附則第十九

条第三項

第八十八条の四

第二項

令 平成十四年統合法経過措置政令第二十

九条第二項により読み替えられた令

第八十八条の五

の見出し

年金保険者たる共済組合等 存続組合

第八十八条の五

第一項

各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合は

　 当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣

　 次の各号に 第一号、第三号及び第五号

　 九月十六日（日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当た

るときは九月十三日とする。）

平成十五年九月十六日

第八十八条の五

第一項第一号

令第八条の六 平成十四年統合法経過措置政令第二十

九条第一項

第八十八条の五

第一項第三号

令第八条の八の規定により算定した額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区

分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における

当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年金相当率

平成十四年統合法経過措置政令第二十

九条第三項に規定する額

第八十八条の五

第一項第五号

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣

附　則　（平成一四年三月二六日厚生労働省令第三二号）

この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
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附　則　（平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六五号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六

及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。

附　則　（平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第六条　第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請

書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金

保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一四年一〇月三一日厚生労働省令第一四五号）

この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。

附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条中厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の改正規定は、平成十

六年二月一日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第五条　第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

２　第三条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものにつ

いては、当分の間、なお従前の例による。

第六条　第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十九条の三第二項の規定による届出は、当分の間、様式第九号の二の届書

を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。

附　則　（平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令（平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務

省整備省令」という。）第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に

関し郵便貯金規則等の特例を定める省令（昭和四十三年郵政省令第十四号）第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省

令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保

険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、

厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和

六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一

年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一

第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成

十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動

払込みの取扱いに関する省令（昭和五十七年郵政省令第六号）第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座

番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。

第三条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成一五年四月七日厚生労働省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八四号）

この省令は、平成十五年五月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第五条　第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

附　則　（平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号）　抄

この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二六日厚生労働省令第四一号）

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

（厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置）

第五条　第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚

生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一六年九月二九日厚生労働省令第一四一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

３　平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生

労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号）第十五条第二項第一号及び第三項第一号（同令第十六

条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）並びに同令第十七条第二項第一号及び第三項第一号の規定による標準報酬月額等の

等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。

４　この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による厚生年金保険調査

及び検査証は、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号によるものとみなす。

附　則　（平成一八年一月二六日厚生労働省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号）　抄

１　この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

２　第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式

によるものとみなす。

附　則　（平成一八年五月一日厚生労働省令第一一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律（次条において「平成十六年改正法」という。）第十二条の規定に

よる改正後の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為

は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。

（平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合）

第三条　平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にあった当事者（厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。）について、当該当事者

の一方の被扶養配偶者（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条

において同じ。）である第三号被保険者（同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。）であった当該当事者の他方

が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解

消したと認められるとき（当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。）とする。

（旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置）

第四条　当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。）附則第二条

第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。）を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の

二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十

八条の十一第一項に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　旧農林共済組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号

二　農林漁業団体等（平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。）の名称及び所在地

三　その他必要な事項

附　則　（平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の

届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。

（旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等）

第四条　厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

（以下「旧厚生年金保険法」という。）による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。

２　厚生年金保険法施行規則第三十五条の三の規定（第三項第二号及び第四号の規定を除く。）は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び

遺族年金について準用する。

３　厚生年金保険法施行規則第三十五条の四の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。

４　厚生年金保険法施行規則第五十一条から第五十一条の四までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。

５　厚生年金保険法施行規則第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準

用する。

６　旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受

給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第

三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条

第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項

に規定する書類、第六十八条の二の書類等若しくは第六十八条の三の書類等、昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定による読替え後

の昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第七十条の二第一項に規定する届書、同令第七十六条の十

二の二第一項に規定する届書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条の二の規定により適用するものとされた厚生年金保険法施行規則第

三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類（同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。）を提出しないときとする。

附　則　（平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

附　則　（平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六条第三項の規

定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請（昭和十

七年四月一日以前に生まれた者であって、平成十九年四月一日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は遺族共済年

金の受給権を有するものが行うものに限る。）については、なお従前の例による。

（旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出）

第三条　平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う

厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。）第三

十二条第一項において準用する厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部

を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法

による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされ

た年金たる保険給付（以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。）の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する

個人番号（以下「個人番号」という。）又は国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号（以下「基

礎年金番号」という。）

三　支給停止の申出をする旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード（年金の種別及びそ

の区分を表す記号番号をいう。以下同じ。）

四　旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨

２　新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

（旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回）

第四条　平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法

による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならない。

一　氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　支給停止の申出を撤回する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四　旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨

五　加給年金額の対象者（加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいい、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険

法（昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。）第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当

する配偶者及び子を含む。次項において同じ。）があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並び

にその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨（障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金

額の対象者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨）

２　前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一　提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第

六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本（厚

生労働大臣が住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報

（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。附則第六条第二項第一号において同じ。）の提供を受けることができないときに限る。）

二　障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の

診断書

三　前号の障害が新厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲ

ンフィルム

四　加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類

イ　受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ロ　加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類（障害年金の支給停止

の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることがで

きる書類）

五　加給年金額の対象者である子のうち、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一（旧船員保険法第三十

六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子にあっては、同法別表第四下欄）に定める一級又は二級の障害の状態にある

子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又

は歯科医師の診断書

３　新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

附　則　（平成一九年三月二九日厚生労働省令第三四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号）　抄

（施行期日）
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１　この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附　則　（平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号）

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

（厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置）

第五条　第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚

生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第四条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式（督促状及び健康保険検査証を除く。）は、当分の間、この省令による改正後のそ

れぞれの省令の様式によるものとみなす。

２　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成二一年三月二七日厚生労働省令第四七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成二一年三月三一日厚生労働省令第九五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

（平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知）

第三条　第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、

次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。

一　被保険者期間の月数

二　すべての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

三　被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料（被保険者の負担するものに限る。）の総額

四　前条第二号に掲げる事項

五　前条第一号（ロを除く。）に掲げる事項

六　国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額

七　その他必要な事項

附　則　（平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号）

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（平

成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年六月三十日）から施行する。

（常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置）

第二条　この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に

規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六（見出しを含む。）の項、

同表第三十条の七（見出しを含む。）の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の

規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による

改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正

前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八

条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が
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承継を受けて保有する出納官吏事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十五号）第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができ

る。

第三条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが

できる。

附　則　（平成二三年一月二四日厚生労働省令第一〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　

２　施行日において、現に厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持して

いるその者の六十五歳未満の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利

を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。）がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規

則第四十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律（平

成二十二年法律第二十七号）の施行の日」とする。

４　施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この項において「旧厚生年金保険法」とい

う。）の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員

保険法」という。）の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。）又はその

者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第

二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六

項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子（当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有

するに至った当該子に限る。）がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替

えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則（以下この項において「読み替えられた旧厚生年金

保険法施行規則」という。）第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み

替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則（以下この項において「読み替えられた旧船員保険法

施行規則」という。）第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当

該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第二十七号）の施行日」と、読み替えられた旧

船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律

第二十七号）の施行日」とする。

附　則　（平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成二三年五月一〇日厚生労働省令第五九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例によ

る。

（旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出）

第四条　厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に

よる老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。

附　則　（平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号）

この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十三年六月一日）から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出

その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その

他の行為とみなす。

附　則　（平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号）　抄

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

附　則　（平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一三号）

この省令は、平成二十四年八月十三日から施行する。

附　則　（平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号）

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附　則　（平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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（経過措置）

２　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被

保険者（同日前に五十八歳に達したものを除く。）について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の

例による。

附　則　（平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六五号）

この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十三年法律第五十三号）の施行

の日（平成二十五年一月一日）から施行する。

附　則　（平成二五年一月九日厚生労働省令第一号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二八日厚生労働省令第三七号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年六月二八日厚生労働省令第八八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前に生じた事由に係る第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十三条第一項及び第三項、第二条の規

定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十六条第一項及び第三項並びに第三条の規定による改正

前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項及び第三項の規定による届出については、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年改正法の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号）

この省令は、公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げ

る規定の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年七月七日厚生労働省令第七七号）

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号）

この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。

附　則　（平成二六年一一月四日厚生労働省令第一二〇号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年四月二四日厚生労働省令第九五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年五月二七日厚生労働省令第一〇六号）

この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。

附　則　（平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号）

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の

施行の日（平成二十七年十月五日）から施行する。

附　則　（平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号）

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

（実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置）

第二条　被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十

四年一元化法」という。）附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する年金たる保険給付に係る第

一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則（以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。）第八十七条の三第一項に規定す

る請求書等については、同条の規定を適用しない。

（平成二十七年度における実施機関に対する交付金の交付等）

第三条　平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定による交付金の交付は、改正後厚生年金保険法

施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条

の二の五第一項の規定により交付すべき額の三分の一に相当する額（五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未

満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、二月十二日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
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２　平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚

生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日（当該変更した日以前の日を除く。）までに、それぞ

れ同条第四項の規定により交付しなければならない。

３　交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第一条

の規定による改正後の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。）第八十四条の三に規定

する実施機関（附則第五条及び第六条において「実施機関」という。）を所管する大臣と協議して定めるところによる。

（保険料財源比率の特例）

第四条　厚生労働大臣は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第二項の規定にかかわらず、施行日において、同条第一項の規定

の例により、同日以後 初に改正後厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における

改正後厚生年金保険法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率を算定し、各実施機関に対して報告を行うものとする。

（平成二十七年度における実施機関の拠出金の納付）

第五条　平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、改正後

厚生年金保険法施行規則第八十八条の七第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険

法施行令第四条の二の十一第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の三分の一に相当する額（五百円未満の端数があ

るときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額）を、二月十二日までに残余の額を納付す

ることにより行わなければならない。

２　平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項

の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日（当該変更した日以前の日

を除く。）までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。

３　実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、実施機関を所管す

る大臣と協議して定めるところによる。

（平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十の規定の適用の特例）

第六条　平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対

し、光ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第八条において同じ。）

により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項

各号に定める事項を報告するものとする。

（平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例）

第七条　平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関（同項に規定する実施

機関をいう。次条において同じ。）が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次

に掲げる事項を報告するものとする。

一　平成二十六年度の各月の末日における年金保険者たる共済組合等（改正前厚生年金保険法第百条の三に規定する年金保険者たる共済

組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。）に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項（ニからヘまでに掲げる事項に

ついては、日本私立学校振興・共済事業団に限る。）

イ　当該組合員又は加入者の数

ロ　当該組合員又は加入者の標準報酬の月額

ハ　当該組合員又は加入者の標準賞与の額

ニ　当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数

ホ　当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額

ヘ　当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額

二　平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入

者の男女別及び年齢別に区分したもの

イ　当該組合員又は加入者の数

ロ　当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額

ハ　当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額

三　平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準

報酬の月額の額別に区分したもの

四　平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年

度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの

（平成二十八年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例）

第八条　平成二十八年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対

し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。

一　平成二十七年四月から九月までの各月の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項

（ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。）

イ　当該組合員又は加入者の数

ロ　当該組合員又は加入者の標準報酬の月額

ハ　当該組合員又は加入者の標準賞与の額

ニ　当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数

ホ　当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額

ヘ　当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額

二　平成二十七年十月から平成二十八年三月までの各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項

イ　当該被保険者の数

ロ　当該被保険者の標準報酬月額

ハ　当該被保険者の標準賞与額

三　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの

イ　当該被保険者の数

ロ　当該被保険者の標準報酬月額を平均した額

ハ　当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
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四　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの

五　前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した

額の額別に区分したもの

（様式に関する経過措置）

第九条　第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式（以下この条において「旧様

式」という。）による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。

附　則　（平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号）

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一月四日厚生労働省令第一号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

２　第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の四第一項第二号ロ（１）の規定の適用については、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号。

以下「番号利用法整備法」という。）第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本

台帳法」という。）第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定に

よりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カ

ードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号

カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

（短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置）

第三条　施行日から平成二十八年十月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の四の規定の

適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月（七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに

至つた月。次号において同じ。）」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（平成二十八年厚

生労働省令第七十五号）の施行の日（次号において「施行日」という。）の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」

とあるのは「施行日の属する月」とする。

（厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件に関する経過措置）

第四条　施行日前において、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者（以下「七

十歳以上の使用される者」という。）に該当する者であって、施行日まで引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものについては、

公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十二号。次条に

おいて「年金機能強化法」という。）第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条（同条第五号に係る部分に限る。）の規定は、

施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第五条　当分の間、年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所（国又は地方公共団体の適用事業所

を除く。）に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法第十二条第五

号に規定する通常の労働者（以下この条において「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定

する短時間労働者（前条の規定により引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものを除く。以下この条において「短時間労働者」

という。）又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時

間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとす

る。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号）

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号）

この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。

附　則　（平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八一号）

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

第三条　当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格

を取得したことにより健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第二十四条の規定によって届出を提出するときは、この省

令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。

２　被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前

の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。

附　則　（平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則（次項において「改正後厚年則」という。）第三十五条第二項、第五十一条

第二項及び第六十八条第二項の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告

を求める場合について適用する。

２　前項に掲げる規定（他の法令において準用する場合を含む。）の適用については、当分の間、改正後厚年則第三十五条第二項中「当該

受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード（住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下

同じ。）又は」と、改正後厚年則第五十一条第二項及び第六十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住

民票コード又は」とする。

第四条　第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令（次項において「改正後平成九年改正省令」と

いう。）附則第七十四条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。

２　改正後平成九年改正省令附則第七十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、

「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。

第五条　第四条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（次項において「改正後平成十四年改正省令」とい

う。）附則第五十一条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。

２　改正後平成十四年改正省令附則第五十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるの

は、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。

附　則　（平成二九年二月二三日厚生労働省令第一〇号）

この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

附　則　（平成二九年二月二四日厚生労働省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。

（施行日前請求手続に係る経過措置）

第三条　厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険

法施行規則第三十条の規定の例による。

附　則　（平成二九年三月九日厚生労働省令第一五号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

（公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第五項の申出を行った場

合の厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件の適用）

２　公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の公的年金制度の財政基

盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十二号）附則第十七条第十二項に規定

する特定適用事業所以外の適用事業所（国又は地方公共団体の適用事業所を除く。）の事業主が同条第五項の申出を行った場合には、当

該適用事業所に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法（昭和二十

九年法律第百十五号）第十二条第五号に規定する通常の労働者（以下「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未

満である同号に規定する短時間労働者（以下「短時間労働者」という。）又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通

常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、当該申出が受理された日以後におい

ては、第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五条の規定は、適用し

ない。

附　則　（平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号）

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年一〇月一六日厚生労働省令第一一三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条（第二表に係る改正規定に限る。）、第二条（第二表に係る改正規

定に限る。）、第十条（第二表に係る改正規定に限る。）及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例によ

る。

第三条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。

附　則　（平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号）

この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

附　則　（平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第三条の規定　平成三十一年六月一日

（経過措置）

第三条　この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四（平成十八年改正省令附則第三条第二項にお

いて準用する場合を含む。）、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三（平成十八年改正省令附

則第四条第二項において準用する場合を含む。）、第三十五条の四（平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。）

、第五十一条の四（平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。）若しくは第六十八条の

三（平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。）、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第

二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省

令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者（その誕生日が八月一日

から九月三十日までの間にある者に限る。）は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例

により当該届出を行うことができる。

附　則　（平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条中厚生年金保険法施行規則第十五条の二及び第二十二条第一項の改正規定　平成三十一年四月一日

二　第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定　平成三十

一年十月一日

（電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条

の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十

二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生

年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。

附　則　（平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条（国民

年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。）の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令（前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙につい

ては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附　則　（令和二年六月五日厚生労働省令第一一四号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第三十四号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して二十日を

経過した日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
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２　第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による厚生年金保険調査及び検査証は、当分の間、同条の規定に

よる改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（令和二年八月三日厚生労働省令第一四七号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（標準報酬改定請求の請求期限に係る経過措置）

２　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の三の規定は、この省令の施行の日以後に同条第二項各号のいずれかに該

当した場合における厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七十八条の二第一項の規定による請求について適用する。

３　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の十七の規定は、この省令の施行の日以後に同規則第七十八条の三第二項

各号のいずれかに該当した場合における厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定による請求について適用する。

附　則　（令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一八九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年二月一五日厚生労働省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年三月八日厚生労働省令第四六号）　抄

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附　則　（令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。

（国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置）

第二条　厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則（以下「改正後国年則」という。）第十条第一項及びこの省令によ

る改正後の厚生年金保険法施行規則（以下「改正後厚年則」という。）第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者（この

省令の施行の際現に国民年金手帳（年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和二年法律第四十号。以下この

条において「令和二年改正法」という。）第二条の規定による改正前の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条におい

て「旧法」という。）第十三条第一項（旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一

部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部

を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。）及び旧法附則第七条の四第二項に規

定する国民年金手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けている者をいう。以下同じ。）及び通知書既交付者（この省令の施行の際現に通知

書（この省令による改正前の国民年金法施行規則（以下「改正前国年則」という。）第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関

する通知書をいう。以下同じ。）の交付を受けている者をいう。以下同じ。）に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第

八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。

第三条　年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基

礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならな

い。

一　氏名（国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名）、生年月日及び住所

二　個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項

に規定する個人番号をいう。次条において同じ。）又は基礎年金番号

三　国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

第四条　通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知

書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

２　通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名（通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名）、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号

三　通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

第五条　厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これ

を年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。

（国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金

番号を明らかにすることができる書類とみなす。
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（国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置）

第八条　この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定

により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行

われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。

附　則　（令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇二号）

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附　則　（令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第三条中厚生年金保険法施行規則第七十八条の四第一項第二号ロの改正規定　公布の日

二　第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四（見出しを含む。）、第二十三条の五（見出しを含む。）、第二十三条の六の見出し及び同

条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四（見出しを含む。）、第九条の五

（見出しを含む。）、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定　令和四年十月一日

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行

規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類

は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年五月一日から施行する。

（厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　施行日から令和九年四月三十日までの間における第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の六の規定の適用に

ついては、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに

規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第四条　この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被

保険者氏名変更届（次項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。）は、第三条の規定による改正後の厚生年金

保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届とみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ

とができる。

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

第四条　第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法（昭和二十

九年法律第百十五号）第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等につ

いては、なお従前の例による。

附　則　（令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附　則　（令和四年九月一三日厚生労働省令第一二九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年九月二二日厚生労働省令第一三四号）

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附　則　（令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日（次条に

おいて「第八号施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

第三条　第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」と

あるのは、「一定期間内」とする。

附　則　（令和四年一二月二六日厚生労働省令第一七三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和五年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第百三十一条第三項及び第五項の規定は、この省令の施行の日前に調査決定され

た納付義務のない保険料であって、同条第一項の還付の請求がされていないものについても適用する。

附　則　（令和五年九月二九日厚生労働省令第一二五号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一二月一五日厚生労働省令第一五五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和六年一月一七日厚生労働省令第四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二六日厚生労働省令第五二号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中厚生年金保険法施行規則第十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二条中国民年金法施行規則第一条の五の次に一条を

加える改正規定　令和六年七月一日

二　第一条中厚生年金保険法施行規則第十条の二の二の改正規定（同条第一項に一号を加える部分及び同条第二項にただし書を加える部分

に限る。）　令和七年一月一日

附　則　（令和六年三月二八日厚生労働省令第五八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるもの

とみなす。

２　この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第六二号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号）　抄

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日（令和六年五月二

十七日）から施行する。

附　則　（令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号）

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和六年

五月二十七日）から施行する。

別表（第三十条、第三十条の二、第三十一条の二―第三十一条の四、第三十四条の二の二、第三十五条の三、第三十五条の四、第四十四

条、第四十五条、第四十五条の三、第四十七条、第四十七条の二、第五十条、第五十条の二、第五十一条の四、第六十条、第六十一条、第

六十一条の三、第六十二条の二、第六十五条、第六十八条の三、附則第十一項関係）

一　呼吸器系結核

二　肺化のう症

三　けい肺（これに類似するじん肺症を含む。）

四　その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
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様式第一号から様式第四号まで　削除
様式第五号（第十三条の三関係）
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様式第六号（第十四条関係）
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様式第七号（第十五条及び第十五条の二関係）

様式第七号(第十五条及び第十五条の二関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚 生 年金 保 険  

(兼)厚生年金保険 

被 保 険 者 資 格 取 得 届 

 70歳以上被用者該当届 2 2 0 0 

   令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
          

  

     

 

事業所

所在地 

 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

 〒    ― 

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  

  

社会保険労務士記載欄   

  
氏 名 等 

電話番号          (        ) 

  

  

被

保

険

者

１ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  

  

被

保

険

者

２ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  

  

被

保

険

者

３ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  

  

被

保

険

者

４ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 
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(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄   ：事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

①被保険者整理番号：提出順に被保険者整理番号を払い出ししますので、記入する必要はありません。 

②氏名      ：氏名を記入してください。フリガナはカタカナで正確に記入してください。 

③生年月日    ：年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5．昭和 

7．平成

9．令和 6 
年 
3 0 

月 
5 0 

日 
3 

  

④種別      ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。 

  

  男子 女子 坑内員 

  一般(基金未加入) 1 2 3 

厚生年金基金加入員 5 6 7 

⑤取得区分    ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。 

  

1．健保・厚年 健康保険・厚生年金保険の被保険者となったとき(船員保険適用者を除く) 

  3．共済出向 共済組合から公庫等へ出向した職員であるとき 

4．船保任継 船員任意継続被保険者であるとき 

⑥個人番号 

(基礎年金番号) 

：本人確認を行ったうえで、個人番号をご記入ください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されてい

る10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への届出については、必ず個人番号を記入してください。 

⑦取得(該当)年月日：適用事業所に使用されるに至った日(事実上の使用関係が発生した日)、(70歳以上被用者該当届としての提出の場合は、70歳以上

被用者に該当した日)、その使用される事業所が適用事業所となった日等を記入してください。 

⑧被扶養者    ：健康保険の被扶養者がある場合は「1．有」を、ない場合は「0．無」を○で囲んでください。 

          「1．有」の場合は『被扶養者(異動)届』の届出が別途必要です。 

⑨報酬月額    ：「 (通貨)」は給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

          ※1 臨時に支払うものや、3月を超える期間ごとに支払う賞与等は対象となりません。 

          ※2 週給の場合は、報酬額を7で割って得た額の30倍に相当する金額をご記入ください。 

          ※3 実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1カ月間に、同事業所内で同様の業務に携わっている従業員の報酬の

平均額を記入してください。 

          「 (現物)」は、報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

          現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被服

等は時価により算定した額)を記入してください。 

⑩備考      ：必要に応じて記入してください。 

⑪住所      ：住所を記入してください。 

          ※日本年金機構に提出する際「⑥個人番号」欄に個人番号を記入した場合、住所記入は不要です。 

          ※健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、住

所の記入は不要です。 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第七号の二（第十五条関係）
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様式第七号の三（第十五条及び第二十一条関係）
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様式第七号の三の二（第十五条及び第二十一条関係）
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様式第七号の四（第十五条の二関係）

様式第七号の四(第十五条の二関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 

  70歳到達届 
厚生年金保険 

(兼)厚生年金保険 

 被保険者資格喪失届 

70歳以上被用者該当届 2 2 6 9 

  令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
          

  

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  

  

社会保険労務士記載欄   

  
  氏 名 等 

電話番号        (      ) 

 この届書は、在職中に70歳に到達された方について提出していただくものです。 

  

被
保
険
者
欄 

① 

 

 被保険者

整理番号   

② 

 

氏 名   

③ 

 

生 年

月 日 

5．昭和 

 

7．平成 

 

9．令和 

  年   月   日 

  

④ 

 

個 人 番 号 

［基礎年金番号］ 
                        

⑤ 

 

備 考   

資
格
喪
失
欄 

⑥ 

 

  喪 失

年月日  
9．令和 

  年   月   日 ⑦ 

 

喪失

原因    6．70歳到達(厚生年金保険のみ喪失) 

被
用
者
該
当
欄 

⑧ 

 

  該 当

年月日  9．令和 

  年   月   日 ⑨ 

 

報酬

月額 

(通貨) 

 

円 

  

(合計 ＋ ) 

                  

(現物) 

 

円 

                円 
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(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄   ： 事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してくださ

い。 

  
 事業所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

＜被保険者欄＞ 

①被保険者整理番号： 資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

②氏名      ： 氏名を記入してください。 

 

 

③生年月日    ： 年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5 昭和 

7 平成 

9 令和 

  年   月   日 

  2 2 0 5 0 3 

④個人番号 

(基礎年金番号) 

： 本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載

されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

 

⑤備考      ： 必要に応じて記入してください。 

 

＜資格喪失欄＞ 

⑥喪失年月日   ： 70歳の誕生日の前日を記入してください。 

 

＜被用者該当欄＞ 

⑧該当年月日   ： 70歳の誕生日の前日を記入してください。 

 

⑨報酬月額    ： 「 (通貨)」には、給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われるすべての合計金額を記入してく

ださい。 

           ※1 臨時に受けるものや、3月を超える期間ごとに受ける賞与等は対象となりません。 

           ※2 週給の場合は、報酬額を7で割って得た額の30倍に相当する金額を記入してください。 

           ※3 実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1カ月間に、同事業所内で同様の業務に携わっている従業員の報

酬の平均額を記入してください。 

           「 (現物)」には、報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

           現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その

他被服等は時価により算定した額)を記入してください。 

           (健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

           「 (合計 ＋ )」には、「 (通貨)」と「 (現物)」を合計した金額を記入してください。 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第八号（第十八条関係）

様式第八号(第十八条関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  

(兼)厚生年金保険 

被保険者報酬月額算定基礎届 

 70歳以上被用者算定基礎届 2 2 2 5 

     令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒     ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  
  

社会保険労務士記載欄   

  

  氏 名 等 

電話番号         (      ) 

  

  
項
目
名 

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 ④ 適用年月 
⑰ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ 

  

⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額 

⑱ 備考 
⑨ 

 給与

支給月 

⑩ 

給与計算の

基礎日数 

報酬月額 
⑭ 総計(一定の基礎日数以
上の月のみ) 

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪＋⑫) 
⑮ 平均額 

⑯ 修正平均額 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

1 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

2 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

3 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

4 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

5 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日     ：該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

           【元号】      1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 9．令和 

           【記入例】     昭和63年5月3日の場合 

③ 

5―630503   

⑦昇(降)給     ：4月～6月の支払期において、昇給又は降給のあった月の支払月を記入し、該当する昇給又は降給の区分を○で囲んでください。 

⑧遡及支払額    ：4月～6月の支払期において、遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を記入してください。 

⑩給与計算の基礎日数：月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数を記入してください。 

           月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入してください。 

           ※基礎日数は給与支払日ではありませんので、ご注意ください。 

⑪通貨によるものの額：給料・手当等名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

           ※昇給が遡ったためその差額が支給された場合は、その差額も含めて記入し、「⑧遡及支払額」に支給月と差額を記入してく

ださい。 

⑫現物によるものの額：報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

           現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被

服等は時価により算定した額)を記入してください。(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑬合計       ：「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額を記入してください。 

⑭総計       ：「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月の「⑬合計(⑪＋⑫)」を総計した金額を記入してください。 

           ※「パート」の場合で17日以上の月がない場合は、15日以上の月の「⑬合計(⑪＋⑫)」を総計してください。 

⑮平均額      ：「⑭総計」で算出した金額を、「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月数で除して得た金額を記入してください。算出した

平均額は、1円未満を切リ捨ててください。 

           ※「パート」の場合で17日以上の月がない場合は、15日以上の月数で除してください。 

⑯修正平均額    ：遅配分給与の支払いや昇給が遡ったことにより、対象月中に差額分が含まれている場合は、差額分を除いた平均額を記入して

ください。低額の休職給がある場合は、休職給の支払いがあった月を除いた月数・総計をもとに平均額を算出してください。 

⑰個人番号 

(基礎年金番号) 

 ：70歳以上被用者の方のみ記入が必要になります。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記

入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への

届出については、記入不要です。 

⑱備考       ：必要に応じて記入してください。 

 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第九号（第十九条関係）

様式第九号(第十九条関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚 生 年金 保 険  

(兼)厚生年金保険 

被 保 険 者 報 酬 月 額 変 更 届 

 70歳以上被用者月額変更届 2 2 2 1 

    令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
  ―     

 

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒    ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  

  

社会保険労務士記載欄   

  
  氏 名 等 

電話番号         (       ) 

  

  
項
目
名 

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 ④ 改定年月 
⑰ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ 

  
⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額 

⑱ 備考 
⑨ 

 給与

支給月 

⑩ 

給与計算の

基礎日数 

報酬月額 ⑭ 総計 

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪＋⑫) 
⑮ 平均額 

⑯ 修正平均額 

  

  1 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  2 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  3 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  4 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  5 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日     ：該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

           【元号】   1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 9．令和 

           【記入例】  昭和63年5月3日の場合 

③ 

5―630503   

④改定年月     ：標準報酬月額が改定される年月を記入してください。「⑨給与支給月」で記入した3カ月目の翌月となります。 

⑤従前の標準報酬月額：現在の標準報酬月額を千円単位で記入してください。 

⑥従前改定月    ：「⑤従前の標準報酬月額」が適用された年月を記入してください。 

⑦昇(降)給     ：昇給又は降給のあった月の支払月を記入し、該当する昇給又は降給の区分を○で囲んでください。 

⑧遡及支払額    ：遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を記入してください。 

⑨給与支給月    ：固定的賃金の変動が反映した月から3カ月分の月について記入してください。 

⑩給与計算の基礎日数：月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数を記入してください。 

           月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入してください。 

           ※基礎日数は給与支払日ではありませんので、ご注意ください。 

⑪通貨によるものの額：給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

           ※昇給が遡ったためその差額が支給された場合は、その差額も含めて記入し「⑧遡及支払額」に支給月と差額を記入してくだ

さい。 

⑫現物によるものの額：報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

           現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被

服等は時価により算定した額)を記入してください。(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑬合計       ：「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額を記入してください。 

⑭総計       ：3カ月間の「⑬合計」を総計してください。 

⑮平均額      ：「⑭総計」の金額を3で除して平均額を算出し、1円未満を切り捨ててください。 

⑯修正平均額    ：昇給が遡ったため対象月中に差額分が含まれている場合は、差額分を除いた平均額を記入してください。 

⑰個人番号 

(基礎年金番号) 

 ：70歳以上被用者の方のみ記入が必要になります。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記

入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への

届出については、記入不要です。 

⑱備考       ：必要に応じて記入してください。 

 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第九号の二（第十九条の五関係）

様式第九号の二(第十九条の五関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚 生 年 金 保 険  

(兼)厚生年金保険 

被 保 険 者 賞 与 支 払 届 

 70歳以上被用者賞与支払届 2 2 6 5 

 令和   年   月   日 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 
〒     ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 
  

  

社会保険労務士記載欄   

   氏 名 等 

電話番号 
      (      ) 

  

  項目名 
① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 

⑦ 個人番号〔基礎年金番号〕 
※70歳以上被用者の場合のみ   

④ 賞与支払年月日 ⑤ 賞与支払額 ⑥ 賞与額(千円未満は切捨て) ⑧ 備考 

  
  共 通 ④ 賞与支払年月日(共通) 9．令和   年   月   日   

  

  1 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  2 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  3 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  4 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  5 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  6 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  7 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  8 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  9 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  10 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄       ：事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号     0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号    ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

③生年月日        ：該当する元号の番号と、年月日を下図のようにご記入してください。 

               【元号】    1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 9．令和 

               【記入例】   昭和63年5月3日の場合 

③ 
5―630503   

④賞与支払年月日(共通)  ：事業所における賞与支払年月日を記入してください。 

              なお、各被保険者欄にある「④賞与支払年月日」欄は、「④賞与支払年月日(共通)」と異なる方のみ記入してください。 

 

⑤賞与支払額       ：「 (通貨)」には、賞与・手当等名称を問わず労働の対償として、3カ月を超える期間ごとに金銭(通貨)で支払われる全

ての金額を記入してください。 

              ※年間4回以上支払われる賞与等については標準報酬月額の対象となりますので、『被保険者報酬月額算定基礎届』又は

『被保険者報酬月額変更届』に記入する報酬月額に算入してください。 

              「 (現物)」には、賞与のうち食事・住宅・被服等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

              現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、そ

の他被服等は時価により算定した額)を記入してください。 

              (健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 
 

⑥賞与額         ：「 (通貨)」と「 (現物)」の合計から1,000円未満切捨てした金額を記入してください。 

 

⑦個人番号 

 (基礎年金番号) 

   ：70歳以上被用者の方のみ記入してください。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。 

    基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。 

    ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

 

⑧備考          ：必要に応じてご記入ください。 

 

 

 

     備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

       2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

168



様式第十号　削除
様式第十号の二（第二十一条関係）

様式第十号の二(第二十一条関係) 

(表面) 

  

  様式コード 

健 康 保 険 

厚生年金保険 
 被保険者氏名変更届 

2 2 0 7 

届書コード 届
書 2 0 7 

   

◎
記
入
の
方
法
は
裏
面
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

◎
「
※
」
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

① 事業所整理記号 ② 被保険者整理番号 ③ 個人番号(又は基礎年金番号) ④ 生 年 月 日 

送

信 

  

        
明．1 
大．3 
昭．5 
平．7 
令．9 

  年   月   日 

※                                               

⑤ 被保険者の氏名 

  (変更後) 

(氏) (名) 

 変更前の氏名 

(氏) (名) 
⑥健康保険被保

険者証不要 送

信 

 備 考 

(フリガナ)   ※   
要  
不要 ・ 

0 
1 

令和    年    月    日 提出                    

 

事業所所在地 

 

事業所名称 

 

事業主氏名 

 

電 話 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 

 

 

 

 

 

(     局)      番      

  

  

  社会保険労務士記載欄   

氏名等   
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(裏面) 

 

 

 【記入の方法】 

 

 1．③は、本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の

番号を左詰めで記入してください。 

 2．④の年号は、該当する文字を○印で囲んでください。生年月日は、例えば、昭和32年2月7日生まれの場合は、 

 「 
明 1 
大 3 
昭 5 
平 7 
令 9 

年 月 日 

」 

 のように記入してください。 

      

3 2 0 2 0 7 

    

 3．⑤の「フリガナ」は、カタカナで正確に記入してください。 

 4． は、被保険者整理番号又は基礎年金番号の通知をまだ受けていないときは、その旨を記入してください。 

 5．本手続は電子申請による届出も可能です。 

  なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び厚生年金保険においては、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関す

る手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と

併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。 
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様式第十一号（第二十二条、第二十二条の二関係）

様式第十一号(第二十二条、第二十二条の二関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  

(兼)厚生年金保険 

 被保険者資格喪失届 

70歳以上被用者不該当届 2 2 0 1 

    令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

事 業 所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
            

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 
  

事業所

名 称 

  

  

  

社会保険労務士記載欄   

事業主

氏 名 

  氏 名 等 

  

電話番号        (      ) 

  

  

被
保
険
者
１ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9.   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
２ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9．   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
３ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9.   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
４ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9．   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してくださ

い。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

②氏名       ：氏名を記入してください。フリガナはカタカナで正確に記入してください。 

 

③生年月日     ：年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

 

6 

年 

3 

 

0 

月 

5 

 

0 

日 

3 
  

④個人番号 

(基礎年金番号) 

 

 ：本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載され

ている10桁の番号を左詰めで記入してください。なお、「死亡」による資格喪失の場合は、基礎年金番号を記入してください。 

  ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

⑤喪失年月日    ：下図を参照し、喪失年月日を記入してください。 

  

退職等による資格喪失 

退職日の翌日 

転勤の当日 

雇用契約変更の当日 

  

死亡による資格喪失 死亡日の翌日 

75歳到達による健康保険の資格喪失 誕生日の当日 

障害認定による健康保険の資格喪失 認定日の当日 

社会保障協定による資格喪失 
社会保障協定発効の当日 

相手国法令の適用となった日の翌日 

⑥喪失(不該当)原因 ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。退職・死亡の場合は、その当日の年月日を( )内に記入してください。 

  

4．退職等 
退職した場合、雇用契約の変更等により被保険者の適用対象外となった場合、退職後に継続し

て再雇用した場合 

  

5．死亡 死亡した場合 

7．75歳到達 75歳に到達したことで後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格を喪失する場合 

9．障害認定 
65歳以上75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格

を喪失する場合 

11．社会保障協定 社会保障協定により、相手国法令の適用を受け、被保険者資格を喪失する場合 

⑦備考       ：必要に応じて記入してください。 

⑧70歳不該当    ：70歳以上の方の場合、「□70歳以上被用者不該当」にチェックを入れてください。 

           また、「不該当年月日」に退職または死亡した当日の年月日を記入してください。 

           在職中に70歳に到達された方の厚生年金保険被保険者資格喪失届は、この用紙ではなく『70歳到達届』を提出してください。 

     備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

       2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第十一号の二（第二十二条関係）

様式第十一号の二(第二十二条関係) 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 

  様式コード2201 1．個人番号 

 

  

10．被保険者氏名 フリガナ(カタカナ) 

  

   12． 生 年 月 日   

大正 昭和 

平成 令和 
   年   月   日 

  

17．社会保険事業所整理記号 

 

18．社会保険事業所番号 

 

19．社会保険被保険者整理番号 

 
20．基礎年金番号(個人番号を記入した場合は、記

入は不要です。) 21．社会保険喪失年月日 22．社会保険喪失原因 

 
 

5 昭和 
7 平成 
9 令和 

 

4 退職等(令和 年 月 日退職等) 
5 死亡(令和 年 月 日死亡) 
7 75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9 障害認定(健康保険のみ喪失) 

23．備考  24．保険証回収 

 添付    枚 

 返不能   枚 
 ※保険証を回収できない場合は、

必ず「被保険者証回収不能届」
をご提出ください。 

25．70歳以上不該当 

 (チェックを入れて、退職日または死亡日を記入してください) 該当する項目を○で囲んでください。 

1 二以上事業所勤務者の喪失 

2 退職後の継続再雇用者の喪失 

3 その他(            ) 
 

 

5 昭和 
7 平成 
9 令和 

    

  

  

   35．事業所名称     

 

令和   年   月   日提出   

 

        住 所 〒 

    事 業 主 氏 名 

        電話番号 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

  氏 名 
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様式第十二号から様式第三十号まで　削除
様式第三十一号（第九十条関係）

様式第三十一号(第九十条関係) 

督 促 状 

  内 閣 府及 び厚 生労 働省 所 管 年 金 特 別 会 計   

事業所整理記号 事業所番号 年 度 所 属 年 月 

        

健 康 保 険 料 
円 

円 

厚 生 年 金 保 険 料 
円 

円 

子ども・子育て拠出金 
円 

円 

合 計 
円 

円 

指定期限 

納付場所 

令和    年    月    日 限り 

日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店若

しくは支店又は郵便局等)、年金事務所 

上記のとおり納付してください。 

 指定期限までに完納しないときは、納期限の翌日から法律に定める金額の延滞金を徴収

します。 

 指定期限を過ぎて完納しないときは、財産差押の処分をします。 

令和  年  月  日 

歳入徴収官の官職氏名                印 

 金額の欄が二段で表示されているときは、上段が告知額、下段が納付されていない額(督

促の対象となる額)です。 

備 考 

 1 日本銀行に納付を指定したときは、「納付してください。」の次に次のただし書を加

えること。「ただし、指定期限を経過したときは、年金事務所へ納付してください。」 

 2 保険料以外の徴収金の督促状は、この様式に準ずること。 

 3 この様式により子ども・子育て拠出金の督促を併せて行うことができること。 

 4 必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができること。 
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様式第三十二号及び第三十三号　削除
様式第三十四号（第九十一条関係）

様式第三十四号(第九十一条関係) 

(表 面) 

 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 
第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行
わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第
三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら
行うことを妨げない。 

 一～三十二 (省略) 
 三十三 第九十六条第一項(附則第二十九条第九項において準用す

る場合を含む。)の規定による命令及び質問 
 三十四 第九十七条第一項の規定による命令及び診断 
 三十五 (省略) 
 三十六 第百条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場

合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査 
 (以下省略) 
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当
するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 一～三 (省略) 
2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規
定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条
の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する
機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、
若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百三条 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に
違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述
をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下
の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第百四条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定め
があるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を
含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管
理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条ま
での違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

2 (省略) 

 

 

 

厚生年金保険調査及び検査証 

 

 

 

  
写

真 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   官職又は職名 

   氏 名 

(    年    月    日生)     

(裏 面) 

 

 第    号 

 

 

 

年  月  日交付 

 
厚生年金保険法(抄) 

 
 (受給権者に関する調査) 
第九十六条 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給
付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権
の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類そ
の他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受
給権者に質問させることができる。 

2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票
を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけれ
ばならない。 

 (診断) 
第九十七条 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当す
る程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有
し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われて
いる子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又
は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。 

2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準
用する。 

 (立入検査等) 
第百条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保
険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業
所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十
条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条
において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他
の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち
入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
せることができる。 

2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査につい
て準用する。 

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。 

4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生
年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主について
は、前三項の規定は、適用しない。 

  

厚生労働大臣、

地方厚生局長、

地方厚生支局長

又は日本年金機

構 印 

  

  

備考 この証は、A列7番の大きさとし、厚紙を用い、中央の点線から二つ折りとすること。 
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様式第三十五号（第百十六条関係）

様式第三十五号(第百十六条関係) 

 
 

第
一
片 

原 符 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

                                                

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

                                        

                                    

内証券受領額 
                                  

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎金額の頭部に必ず￥を付すこと。 残       枚 

   

第
二
片 

領 収 証 書 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

 右記の金額を領収しました。 
                                              

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

 

 

印  

                                      

                                    

内証券受領額 
                                  

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎茶色のカーボンで書かれていない場合は、お手数でも年金事務所へご連絡ください。◎領収金額欄が修正されているものは無効です。 

 

第
三
片 

  

領 収 済 報 告 書           
  届書コード 

 6 3 8 

  ① 事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

② 

事業所番号 

(告知番号) 
  納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                         
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

   
 

 
 

 

内

訳 

③       ④   ⑩                   ⑪              

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

⑤       ⑥   ⑫                   ⑬             

                                    

                                    

 右記の金額を領収したので報告します。 
⑦       ⑧   ⑭                   ⑮             

  ⑨ 
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

印  

 

 

 歳入徴収官 

殿  

 
                                    

                                    

内証券受領額 
                                  

⑯ 
領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

  
                        

  

    備 考 1．用紙寸法は、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 
        2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
        3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項は除く。)は、複写により記入するものとする。 
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様式第三十六号（第百十七条関係）

様式第三十六号(第百十七条関係) 

 

第
一
片 

 送付書・領収証書 国 庫 金      
  
第           号 

  

    
下記の金額を領収しました。 

(領収年月日及び領収者名) 

  (収納職員所属氏名)     

  令 和       年 度   

年 金 特 別 会 計 ( 0343 ) 内閣府及び厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局 (○○○) 

(          ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

 

 

第
二
片 

 領 収 控 国 庫 金  送   
  
第           号 

  

    
下記の金額を領収しました。 

(領収年月日及び領収者名) 

  (収納職員所属氏名)     

  令 和       年 度   

年 金 特 別 会 計 ( 0343 ) 内閣府及び厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局 (○○○) 

(          ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

 
 

第
三
片 

 領 収 済 通 知 書 国 庫 金      
  
第           号 

  

  あて先 歳入徴収官 
    所 属 庁 名 
    所 在 地 

下記の金額を領収しました。 

(領収年月日及び領収者名) 

  (収納職員所属氏名)     

  令 和       年 度   

年 金 特 別 会 計 ( 0343 ) 内閣府及び厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局 (○○○) 

(          ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

    備 考 

    1．用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

    2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第三十七号（第百十八条関係）

様式第三十七号(第百十八条関係) 

保険料等収納簿 

 

年月日 摘要 保険料種別 収 送 
残 

            円     円     円 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第三十八号（第百十九条関係）

様式第三十八号(第百十九条関係) 

原 符 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

 

 

令和  年  月  日 
摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

    ◎領収金額欄の頭部に必ず￥を付すこと。 残枚数 枚   

   

領 収 証 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収しました。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  (ご注意) ◎茶色のカーボンで書かれていないときは、お手数でも年金事務所までご連絡ください。 

       ◎領収金額欄を訂正したものは無効です。 

 

領 収 済 報 告 書 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収済につき報告します。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

 

殿           

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  

備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11.0cm、横21.0cmとする。 
    2．各片は、左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 
    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第三十九号（第百二十二条関係）

様式第三十九号(第百二十二条関係) 

 

保険料等収納状況報告書 

 

令和  年  月  日      

 

 厚生労働大臣 殿 

 

○○年金事務所 主任収納職員       

所 属 ・ 氏 名 印     

 

 

 令和  年度 令和  年  月分 

  摘 要 前月送付未済額 本月収納額 計 本月送付済額 本月送付未済額 備 考   

主任収納職員 ○○ ○○             

分任収納職員 ○○ ○○             

  〃   ○○ ○○             

              

              

計             

  

 

 

備 考 1．用紙寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第四十号（第百二十四条関係）

様式第四十号(第百二十四条関係) 

 

現金現在高調書 

金種類 金額 備考 

  円     

    

      

 上記のとおり引継を終わりました。 

  令和   年   月   日 

前任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認
印 

後任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えること

ができる。 
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